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tヱ

じ

め

最
近
の
日
本
の
憲
法
学
界
に
お
い
て
、
政
党
は
さ
か
ん
に
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
政
党
に
関
す
る
憲
法
学
的

研
究
の
課
題
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
未
だ
十
分
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
従
来
の
政
党
に
関
す
る
憲
法
学
的
研

究
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
れ
る
と
い
い
う
る
o

付
は
一
国
の
憲
法
秩
序
|
|
実
定
諸
法
を
含
む
実
質
的
意
味
の
憲
法
ー
ー
に
お
い
て

政
党
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
敷
街
し
て
、
政
党
の
憲
法
上
の
地
位
な
い
し
、
政
党
の
憲
法

的
性
格
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
研
究
。

H
H
は
政
党
(
な
い
し
政
党
制
)

の
あ
り
方
が
憲
法
が
設
定
す
る
政
治
制
度
の
実
際
の
働
き
に
及
ぼ

す
彰
響
、
又
は
こ
れ
と
は
逆
に
、
こ
の
政
治
制
度
が
政
党
の
あ
り
方
に
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
問
題
を
取
り
あ
げ
る
研
究
で
あ
る
。
〉
付
は
憲

法
と
政
党
の
法
的
関
係
に
注
目
す
る
、
法
的
・
静
態
的
な
「
憲
法
と
政
党
」
の
研
究
、
同
は
憲
法
と
政
党
の
事
実
上
の
関
係
に
注
目
す

る
、
政
治
学
的
な
い
し
社
会
学
的
・
動
態
的
な
「
憲
法
と
政
党
」
の
研
究
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
論
稿
は
現
行
の
プ
ラ
ン

付

ス
憲
法
の
下
で
政
党
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
あ
げ
た
け
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
研
究
で
あ
る
。

フランス憲法における政党の地位

憲
法
秩
序
に
お
い
て
政
党
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題
、

あ
る
い
は
政
党
の
憲
法
上
の
地
位
な
い
し
政
党
の
憲

法
的
性
絡
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
論
稿
は
す
で
に
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
こ
に
同
じ
テ

l
マ
を
取

り
あ
げ
た
の
は
、

《

4
v

の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
外
国
の
法
制
を
素
材
と
す
る
も
の
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
よ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、

こ
の
テ

i
マ
に
関
す
る
従
来
の
研
究
の
多
く
の
も
の
が
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
法
制
を
素
材
と
す
る
も

一
国
に
お
け
る
政
党
の
あ
り
方
、

ひ
い
て
は

政
党
の
憲
法
上
の
地
位
は
、

そ
の
国
の
歴
史
や
政
治
情
況
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

北法27(1・3)3

そ
の
態
様
は
国
々
に
よ
る
差
異
が

(
6
v
 

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
研
究
の
対
象
が
西
ド
イ
ツ
に
偏
っ
て
い
る
現
状
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
取
り
残
さ
れ
て
い
る
側
面
を
補
お
う
と
の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
し
て
、

現
行
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
下
で



説

政
党
、
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
の
下
で
と
は
憲
法
典
を
含
む
憲
法
秩
序
の
下

で
と
の
意
で
あ
り
、
議
会
法
・
選
挙
法
は
も
と
よ
り
、
結
社
に
関
す
る
諸
々
の
実
定
法
及
び
判
例
(
国
務
院
ゎ
。
ロ
由
主
色
、
己
主
、
司
法
裁

判
所
、
憲
法
院
の
。

E
2戸
g
S
E
E
-。
E
邑
)
を
も
考
察
の
対
象
に
含
め
る
。
現
行
憲
法
下
の
政
党
の
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課

iti1;27Cl・4)4

論

題
と
し
て
い
る
が
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
歴
史
的
考
察
を
加
味
す
る
。

現
行
フ
ラ
ン
ス
憲
法
典
で
あ
る
一
九
五
八
年
憲
法
は
、
「
政
党
及
び
政
治
集
団
は
選
挙
に
よ
る
意
思
の
表
明
に
協
力
す
る
。
そ
れ
ら
は
自

由
に
設
立
さ
れ
且
つ
自
由
に
活
動
を
な
す
。
そ
れ
ら
は
国
家
主
権
及
び
民
主
々
義
の
原
理
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
(
四
条
)
と

政
党
と
政
治
集
団
を
区
別
し
な
い
点
や
違
憲
政

党
の
排
除
と
い
う
法
的
効
果
を
伴
わ
な
い
点
な
ど
に
お
い
て
、
西
ド
イ
ツ
憲
法
二
一
条
と
は
重
要
な
意
義
の
相
異
が
あ
り
、
そ
の
実
質
に
お

の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
、
西
ド
イ
ツ
憲
法
二
一
条
と
類
似
し
て
い
る
が
、

い
て
む
し
ろ
日
本
の
あ
り
方
に
近
い
面
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
政
党
の
取
り
扱
い
方
は
、

西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
憲
法
が
政
党

の
役
割
を
規
定
し
旦
つ
違
憲
政
党
の
排
除
を
明
示
す
る
あ
り
方
と
は
も
と
よ
り
、

日
本
や
米
国
の
よ
う
に
憲
法
が
政
党
に
つ
い
て
何
ら
言

及
し
な
L
と
い
う
あ
り
方
と
も
呉
る
、

い
わ
ば
第
三
の
あ
り
方
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。

」
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
下
で
政
党
が
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
政
党
の
「
憲
法
的
性
格
」
な
い
し
「
憲
法
上
の
地
位
」
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
一
つ
の
素
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

わ
が
国
の
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
を
考
え
る
た
め
に
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
先
に
口
と
し
て
あ
げ
た
、
政
党
の
現
実
の
働
き
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
の
動
態
的
な
「
憲
法
と
政
党
」
の
研
究
は
、
既
に
若
干
の
す

ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
と
は
い
え
、
未
だ
少
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
憲
法
学
が
政
党
を
取
り
あ
げ
る
最
大
の
理
由
の
一
つ
は
、

政
党
こ
そ
が
「
憲
法
を
現
実
に
動
か
す
も
の
の
い
わ
ば
主
力
」
で
あ
る
と
い
う
共
通
の
認
識
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
政
党
の
現
実

の
働
き
を
問
題
に
す
る
こ
の
方
向
の
研
究
が
今
後
ま
す
ま
す
積
極
的
に
す
す
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



付

(
1
)

政
党
に
関
す
る
憲
法
学
的
研
究
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
論
稿
と
し
て
、
手
島
孝
「
政
党
の
憲
法
理
論
の
た
め
に
」
(
法
律
時
報
三

八
巻
七
号
)
が
あ
る
。

(
2
)

こ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
日
本
の
研
究
者
の
研
究
と
し
て
次
の
も
の
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
(
著
者
名
に
従
い
、
あ
い
う
え
お
順
に
記
す
〉
。

芦
部
信
喜
「
政
党
と
選
挙
」
〔
「
憲
法
と
議
会
政
」
所
収
、
東
京
大
学
向
版
会
、
一
九
七
一
年
)
、
阿
部
照
哉
「
西
独
に
お
け
る
政
党
の
憲
法
上
の
地
位
」

戸
法
学
論
議
六
八
巻
四
号
〉
、
大
山
正
武
「
政
党
と
憲
法
問
題
l
!
?
反
体
制
政
党
を
中
心
と
し
て
」
(
法
学
研
究
四
一
巻
五
号
)
、
小
林
昭
一
一
一
「
政
党
の
い

わ
ゆ
る
憲
法
的
融
合
に
つ
い
て
」
(
早
稲
田
政
経
雑
誌
一
五
三
号
〉
、
同
「
政
党
の
憲
法
的
融
合
に
つ
い
て
の
再
論
」
(
早
稲
田
政
経
雑
誌
一
八
九
号
)
、

同
「
近
代
政
党
の
出
現
が
憲
法
政
治
に
与
え
た
影
響
」
(
公
法
研
究
一
二

O
号
〉
、
小
山
博
也
「
基
本
法
一
一
一
条
と
共
産
党
の
禁
止
」
(
埼
玉
大
学
討
会
科

学
論
集
六
号
)
、
佐
藤
功
「
政
党
の
法
制
化
」
(
政
治
経
済
論
議
九
巻
二
号
)
、
同
「
憲
法
と
政
党

i
l序
説
」
(
政
治
経
済
論
叢
一
四
巻
二
号
)
、
同
「
西

ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
と
政
党
」
(
上
智
法
学
一
一
一
一
巻
一
号
、
一
四
巻
一
号
)
、
同
「
憲
法
と
政
党
」
(
宮
沢
俊
義
先
生
古
稀
記
念
「
憲
法
の
現
代
的
課

題
」
所
収
、
有
斐
問
、
一
九
七
三
年
〉
、
竹
内
重
年
「
西
ド
イ
ツ
政
党
法
草
案
を
め
ぐ
る
一
論
争
」
(
自
治
研
究
四
四
巻
九
号
)
、
向
「
西
ド
イ
ツ
政
党

法
に
つ
い
て
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
六
号
)
、
問
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
の
憲
法
上
の
地
位
」
〈
熊
本
法
学
一
七

UZ、
同
「
西
ド
イ
ツ
政
党
法
の
実

効
性
」
(
自
治
研
究
五

O
巻
二
号
)
、
土
屋
正
三
「
政
党
法
序
説
」
(
自
治
研
究
三
四
巻
九
号
、
一

O
H
Z、
同
「
政
党
と
憲
法
」
(
自
治
研
究
三
五
巻
二

号
〉
、
同
「
政
党
法
論
」
(
自
治
研
究
四
三
巻
九
号
、
一

O
号
、
一
一
号
、
二
一
号
、
四
回
巻
二
号
、
四
五
巻
一
号
、
二
号
、
五
号
、
七
号
、
九
号
〉
、

同
「
西
ド
イ
ツ
の
政
党
法
」
(
自
治
研
究
四
四
巻
四
号
、
五
号
〉
、
同
「
西
ド
イ
ツ
政
党
法
に
つ
い
て
の
連
邦
議
会
と
参
議
院
に
お
け
る
論
議
」
(
自
治
研

究
四
四
巻
八
号
、
九
日
之
、
同
「
新
政
党
法
に
つ
い
て
そ
の
他
」
(
自
治
研
究
四
四
巻
一
一
号
、
一
二
号
)
、
同
「
政
党
の
機
会
均
等
」
(
自
治
研
究
四
六

巻
二
号
、
三
号
)
、
同
「
政
党
に
つ
い
℃
」
(
自
治
研
究
四
六
巻
九
号
、
一

O
号
〉
、
手
島
孝
「
現
代
憲
法
と
政
党
」
(
岩
波
講
座
現
代
法
3
「
現
代
の
立

法
」
所
収
、
一
九
六
五
年
〉
、
同
「
政
党
禁
止
に
関
す
る
憲
法
裁
判
制
度
に
つ
い
て
」
〈
法
政
研
究
二
五
巻
二
号
、
四
号
)
、
同
「
西
独
基
本
法
政
党
条

項
を
め
ぐ
る
憲
法
上
の
諸
問
題
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
八
号
)
.
向
「
政
党
の
憲
法
理
論
の
た
め
に
」
(
法
律
時
報
三
八
巻
七
号
〉
、
西
村
信
雄
「
西
ド
イ

ツ
に
お
け
る
共
産
党
禁
止
の
判
決
」
(
法
律
時
報
二
八
巻
一
一
サ
)
、
野
村
敬
三
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
政
党
」
(
公
法
研
究
三

O
号
〉
、
本
間
四
郎
「
韓
国

憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
」
(
公
法
研
究
三

O
号
)
、
丸
山
健
「
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
と
政
党
」
(
法
学
二
六
巻
一
口
豆
、
同
「
政
党
」
(
清
宮
・
佐
藤
編

「
憲
法
講
座
」
第
三
巻
所
収
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
九
年
)
、
同
「
憲
法
と
政
党
」
(
清
宮
博
士
退
職
記
念
「
憲
法
の
諸
問
題
」
所
収
、
有
斐
閣
、
一
九
六

三
年
)
、
同
「
政
党
の
憲
法
学
的
考
察
」
(
法
経
研
究
一
六
巻
一
号
、
一
七
巻
一
号
、
一
八
巻
三
号
、
一
九
巻
二
号
)
、
宮
沢
俊
義
「
憲
法
と
政
党
」
(
「
憲

法
と
政
治
制
度
」
所
収
、
岩
波
、
昭
和
四
三
年
)
、
同
「
政
党
国
家
か
ら
政
党
独
裁
制
へ
」
(
前
掲
「
憲
法
と
政
治
制
度
」
所
収
可
同
「
た
た
か
う
民

北法27(1・5)5
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説

主
制
」
(
「
法
律
学
に
お
け
る
学
説
」
所
収
、
有
斐
関
、
昭
和
四
三
年
)
、
山
下
健
次
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
政
党
法
制
の
展
開
」
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
二

一
一
号
〉
、
和
日
英
夫
「
憲
法
と
政
党
」
(
「
憲
法
の
現
代
的
断
面
」
所
収
、
評
論
社
、
昭
和
三
六
年
)
。
な
お
一
九
六
六
年
以
前
に
発
表
さ
れ
た
論
稿
で
、

こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
丸
山
健
「
政
党
の
憲
法
学
的
考
察
」
(
法
経
研
究
一
六
巻
一
号
四
頁
)
の
文
献
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
以
下
の
外
国
人
の
子
に
な
る
研
究
(
邦
訳
さ
れ
た
も
の
)
は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
研
究
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
西
ト
イ
ツ
連
邦
内
務
大

臣
設
資
政
党
法
委
員
会
報
告
書
「
政
党
制
度
の
法
的
秩
序
」
(
原
著

F
n
z
r
z
p
E
E同
L
2
3ユ
23mEm--U印
吋
〉
(
自
治
庁
選
挙
局
、
昭
和

一
二
三
年
)
、
ト
リ
ー
ベ
ル
・
美
濃
部
達
士
口
訳
「
憲
法
と
政
党
」
(
原
著
は
吋

2
3
mア
ロ
ぽ

ω宮
え

2
2
E
E
Z
E仏
仏
高
官
。
一

E
R
Z
E号
5
f

石
川
∞
)
(
美
波
部
「
忽
訟
と
政
党
」
所
収
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
九
年
〉
、
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
・
阿
部
照
哉
等
訳
「
現
代
民
主
主
戒
の
構
造
問
題
」
(
原
著
は

の・

τ
-
r
z
r・
年
門
戸
「
門
戸
門
司
3
2
0
ヨ巾

L
2
5
0門凶作『口
3
0
2
5
r『
S
P
一
回
印
∞
)
木
鐸
社
、
昭
和
四
九
年
〉
(
こ
れ
は
論
文
集
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の

E
「
新
し
い
ト
イ
ツ
ほ
法
に
お
け
る
人
民
と
政
党
」
、

N
「
近
代
民
主
々
義
の
構
造
変
化
」
、

v
「
自
由
で
民
主
的
基
本
秩
序
と
ボ
ン
基
本
法
」
が
重
要

で
あ
る
)
、
ラ
イ
プ
ホ
ル
y

・
小
林
宏
民
訳
「
憲
法
と
政
治
的
現
実
」
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
四
七
号
、
一
四
八
号
)
。

(
3
)

こ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
日
本
の
研
究
者
の
研
究
と
し
て
次
の
も
の
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
(
憲
法
学
的
研
究
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
政
治
学

者
の
手
に
な
る
研
究
を
含
む
〉
。
円
藤
真
一
「
政
党
の
理
論
」
(
幼
草
貴
男
、
一
九
六
七
年
〉
、
同
「
議
会
制
の
原
理
と
政
党
制
」
(
公
法
研
究
三

O
号)、

太
悶
雅
夫
「
滋
法
政
治
に
お
け
る
政
党
の
機
能
」
(
公
法
研
究
三
O
U
)
、
小
林
昭
一
一
一
「
近
代
政
党
の
出
現
が
憲
法
政
治
に
与
え
た
影
響
」
(
公
法
研
究

三
O
M芝
、
佐
藤
功
「
政
治
機
儲
と
政
党
」
(
「
憲
法
研
究
入
門
下
」
所
収
、
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
)
、
清
水
望
「
西
ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
」
(
成
文

堂
、
昭
和
四
四
年
〉
。
(
こ
の
中
の
第
二
制
「
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
」
、
第
三
編
「
連
邦
大
統
領
」
、
第
四
編
「
連
邦
政
府
と
連
邦
宰
相
」
に
い
向
い
て

政
党
の
窓
法
上
の
役
割
が
考
察
さ
れ
て
い
る
)
、
中
村
宏
「
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
お
け
る
二
党
制
の
研
究
」
(
法
学
論
議
九
五
巻
二
号
)
、
樋
口
陽
一
「
議
会

制
の
構
造
と
動
態
」
(
木
銀
打
、
昭
和
四
八
年
可
(
こ
の
中
の
、

I
「
現
代
西
欧
型
政
治
制
度
の
類
型
論
」
、
目
「
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
多
数
派
と
選

挙
制
度
」
の
二
論
稿
が
重
要
〉
、
升
味
準
之
輔
「
政
党
制
と
官
僚
制
」
(
「
現
代
政
治
と
政
治
学
」
所
収
、
岩
波
、
昭
和
三
九
年
)
、
宮
沢
俊
義
「
政
府
と

政
党
の
関
係
|
|
わ
が
窓
政
史
の
出
願
」
(
「
日
本
憲
政
史
の
研
究
」
所
収
、
岩
波
、
昭
和
四
三
年
)

ま
た
以
下
の
外
国
人
の
手
に
な
る
研
究
(
邦
訳
さ
れ
た
も
の
)
は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
研
究
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
モ
l
リ
ス
・
デ
ュ
ベ
ル

ジ
ェ
・
岡
野
加
穂
間
訳
「
政
党
社
会
学
」
(
原
著
冨

0
2
2問
F
Z
m
官
ユ
広
吉
一

E』
cmp
〉

-
n
c
z
p
初
版
は
一
九
五
一
年
そ
の
後
版
を
重
ね
て

い
る
。
訳
書
は
初
版
の
訳
。
)

f

湖
山
版
初
、
一
九
七

O
年
〉
、
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
タ
ー
・
間
登
十
を
大
訳
「
政
党
政
治
論
」
(
原
著
何
・
目

ω
n
z
g与
l

Z
F
L
P
旬
日
々
の
2
5
3
5
2
?
月

5
5
Eユ
自
ハ
円
台
O
E宮
口
予
初
版
は
一
九
四
二
年
で
そ
の
後
版
を
重
ね
て
い
る
。
訳
書
は
第
一

O
版
(
一
九
五

論

北法27(1・6)6



九
年
の
訳
。
)
(
法
律
文
化
社
、
一
九
六
二
年
)
、
マ
ツ
ケ
ン
ジ
l

・
早
川
崇
、
三
沢
潤
生
訳
「
英
国
の
政
党
」
(
上
下
〉
(
原
著

H
N
4・
ζ
口

r
g
N
F

回
三
江
田
『
司
己
主
戸
町
田
一
七

R
E
g
i
-
-
吋
ケ
凸
岳

ω可
-
r
a
5
2
0『
唱
。
岩
内
門
耳
叫
件
F
H
Z
件
}
高
内
O
Z
由
。
門
〈

ω三
〈
ゆ

ωロ
仏
戸

ωroc『
司

R
t
o
p
回
E
D
E己
E
M
F
-
u
m
A
i
)

(
有
斐
閣
、
上
巻
昭
和
四

O
年
、
下
巻
昭
和
四
五
年
〉
、
シ
グ
マ
ン
ド
・
ノ
イ
マ
ン
・
渡
辺
一
訳
「
政
党
」

(
I
E〉
(
原
著

ω
-
Z
2
5
8
P
玄
主
2
ロ

匂《

L
E
g
-
E三
P
C
2
5
2
q
c
h
h
Z
E
m
o
-
-
白
山
田
〉
(
み
す
ず
書
一
房
一
、
ー
は
昭
和
一
二
三
年
、

E
は
昭
和
三
六
年
)
。

(
4
〉
こ
の
テ
1
7
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
西
ド
イ
ツ
の
法
制
を
素
材
と
し
て
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
(
一
二
条
)
が
諸
外
国
に
先
ん

じ
て
政
党
条
項
を
設
定
し
た
こ
と
、
西
ド
イ
ツ
の
公
法
学
界
が
憲
法
と
政
党
の
問
題
を
さ
か
ん
に
取
り
あ
げ
、
そ
の
結
果
農
か
な
研
究
成
果
を
生
み
出

し
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
5
)

こ
の
テ
l

マ
に
関
す
る
研
究
の
対
象
が
西
ド
イ
ツ
に
偏
っ
て
い
る
結
果
、
研
究
自
体
が
多
分
に
西
ド
イ
ツ
公
法
学
会
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に

筆
者
に
は
思
え
る
。

(

6

)

佐
藤
功
・
前
掲
「
憲
法
の
現
代
的
課
題
」
三
六
五
頁
。

(
7
〉
筆
者
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
党
の
憲
法
政
治
上
の
機
能
に
つ
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
機
能
|
|
多
数
派
ゴ

ー
リ
ス
ト
政
党
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
表
題
の
下
に
近
く
公
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

十イフランス憲法における政党の地位

第
一
章

政
党
・
結
社
の
自
由

政
党
を
ど
う
定
義
す
る
か
に
つ
い
て
は
諸
々
の
説
が
あ
る
が
政
党
が
政
治
結
社
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
近
時
、

AFOh'
】

憲
法
自
体
が
一
般
の
結
社
と
政
党
を
区
別
し
て
規
定
し
た
り
、
政
党
法
を
設
け
た
り
す
る
国
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
フ
ラ
ン
ス
は

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
な
い
0

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
政
党
は
、
そ
の
自
由
の
保
障
に
つ
い
て
も
規
制
に
つ
い
て
も
、
一
般
の

結
社
と
全
く
同
じ
取
り
扱
い
を
う
け
る
。
従
っ
て
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
は
政
党
を
含
む
結
社
一
般
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
第
一

章
に
お
い
て
は
結
社
の
自
由
が
ど
の
よ
う
な
経
過
で
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、

な
形
で
憲
法
上
の
権
利
と
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

北法27(1・7)7

そ
の
歴
史
的
経
緯
を
概
観
し
、
現
在
こ
れ
が
ど
の
よ
う



説

第
一
節

結
社
の
自
由
の
歴
史
の
概
観

3命

は
じ
め
に
、
大
革
命
以
後
現
在
の
基
本
法
が
成
立
し
た
一
九

O
一
年
記
一
の
、

。

J

〈、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
結
社
の
自
由
の
歴
史
を
概
観
し
て
お

北法27(1・8)8

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
は
結
社
の
権
利
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、

ャ
。
フ
リ
エ
法
は
同
一
の
職
業
に
従
事
す
る
人
々
が
団
体
的
な
行
動
と
し
て
、
決
議
や
協
定
を
な
す
こ
と
は
「
人
権
宣
言
を
侵
す
」
と
規
定

一
七
九
一
年
に
制
定
さ
れ
た
ル
・
シ

し
、
人
権
宣
言
は
結
社
の
権
制
を
排
除
し
て
い
る
と
の
見
方
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
い
ま
少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
。

ャ
。
フ
リ
ユ
法
は
同
業
組
合
の
廃
止
を
規
定
し
た
法
律
で
あ
る
。
第
一
条
は
同
業
組
合
の
廃
止
を
確
認
し
且
つ
「
い
か
な
る
名
目
お
よ
び
い

か
な
る
形
式
の
下
に
お
い
て
で
あ
れ
」
同
業
組
合
の
再
建
を
禁
止
す
る
旨
規
定
し
た
。
さ
ら
に
第
四
条
は
こ
う
規
定
し
て
い
た
。
「
も
し
自

ル
・
シ

由
と
憲
法
の
諸
原
則
に
反
し
て
、
同
じ
職
業
、
同
じ
技
術
、
同
じ
手
工
業
に
属
す
る
市
民
が
決
議
♀
b
z
g
E
H
W
Vロ印〉

を
な
し
、

あ
る
い

は
彼
等
の
才
能
又
は
労
働
の
財
力
を
一
致
し
て
拒
絶
し
、
ま
た
は
一
定
の
価
格
に
お
い
て
の
み
承
諾
す
る
協
定
を
な
す
ば
あ
い
に
は
、

記
の
決
議
お
よ
び
協
定
は
違
憲
で
あ
り
且
つ
自
由
と
人
権
宣
言
を
侵
犯
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
宣
言
さ
れ
る
公
o
E
仏
今
宮
広

2
E
S戸
1
1

2
I
E
Eロ
ロ
己

2

2
え
広
三
三
。
可
g
u
r
-
-
σ
2
Z
2
p
u
o
m円
F
E
t
oロ
仏
2

ロ
5
-
Z
仏
巾
で

Z
0
5
5巾
え
門
古
(
U
F
Z
M
『巾

P

2
円
山
内
山

ーと

ロ
己
丘
町
2
)」
。
こ
の
第
四
条
は
直
接
に
は
同
業
組
合
を
以
っ
て
人
権
宣
言
に
違
反
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
決
議
」
や
「
協

定
」
を
さ
し
て
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
条
の
同
業
組
合
の
禁
止
を
前
提
に
し
、
「
決
議
」
や
「
協
定
」
が
同
業
組
合
の
活
動
と
同
一

プ
リ
エ
法
が
、

の
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
着
限
し
、
こ
れ
を
「
人
権
宣
言
に
違
反
す
る
」
と
し
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ル
・
シ
ャ

ほ
と
ん
ど
何
等
の
反
対
も
な
く
可
決
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
当
時
の

ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
の
如
き
左
派
の
人
々
を
も
含
め
、

人
々
が
集
団
の
存
在
は
人
権
宣
言
の
時
外
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
侵
し
か
ね
な
い
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

八
九
年
人
権
宣
言
が
も
っ
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
性
格
は
修
道
会
や
同
業
組
合
(
ギ
ル
ド
〉
と
い
っ
た
当
時
の
代
表
的
な
結
社
が
多
く 七



の
人
々
に
よ
っ
て
敵
意
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
時
代
の
一
八
一

O
年
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
典
は
結
社
結
成
を
許
可
制
に
す
る
規
定
を
含
む
点
で
、

立
法
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
即
ち
刑
法
二
九
一
条
は
二
十
人
以
上
の
結
社
に
つ
い
て
は
政
府
の
事
前
の
同
一
意
な
し
に
は
結
成
し
て

は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
、
こ
の
条
項
に
対
す
る
違
反
に
は
刑
罰
が
採
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
前
許
可
制
が
一
九

O
一
年
に
至
る

迄
存
続
す
る
。

結
社
を
規
制
す
る

一
八
三
四
年
に
な
っ
て
刑
法
二
九
一
条
に
よ
る
結
社
の
規
制
を
よ
り
強
化
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
一
八
三
四
年
四
月
一

O
日
法
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
二
十
人
以
上
の
結
社
が
二
十
人
以
下
の
支
部
を
結
成
し
て
い
る
場
合
に
も
刑
法
二
九
一
条
が
適
用
さ
れ
る
旨

規
定
し
且
つ
刑
罰
を
重
く
し
た
。

付

第
二
共
和
制
の
下
で
一
八
四
八
年
憲
法
八
条
は
結
社
結
成
の
自
由
を
掲
げ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
先
立
っ
て
制
定
さ
れ
た
一
八
四
八
年
七

月
二
八
日
法
つ
ア
ク
レ
)
は
秘
密
結
社
の
禁
止
、
非
公
開
の
政
治
結
社
の
事
前
局
出
制
な
ど
結
社
結
成
を
規
制
す
る
内
容
を
含
ん
で
い

九
百
結
社
結
成
の
自
由
を
定
め
た
憲
法
八
条
が
こ
の
七
月
二
八
日
法
の
規
定
を
無
効
に
す
る
か
否
か
が
裁
判
で
争
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が

生
じ
た
が
、
一
八
四
八
年
十
二
月
十
四
日
の
破
虫
院
判
決
は
、
憲
法
八
条
は
七
月
二
八
日
法
の
効
力
を
失
わ
し
め
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。

一
九
四
八
年
憲
法
八
条
に
は
、
「
他
人
の
権
利
又
は
自
由
お
よ
び
公
共
の
安
全
」
の
必
要
上
(
結
社
の
自
由
を
)
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
の
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
結
社
を
規
制
す
る
諸
法
令
は
ま
さ
に
こ
の
「
他
人
の
自
由
又
は
公
共
の
安
全
」
の
た
め
の
も
の
に
他
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
憲
法
八
条
の
条
項
の
下
で
刑
法
二
九
一
条
が
存
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
疑
問

も
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
憲
法
が
掲
げ
た
結
社
の
自
由
は
実
際
上
の
役
割
を
果
し
え
な
か
っ
た
。

第
三
共
和
制
の
下
で
結
社
規
制
は
次
第
に
緩
和
さ
れ
る
。
先
ず
一
八
七
五
年
、
高
等
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
に
つ

い
て
、
刑
法
二
九
一
条
(
許
可
制
)
の
適
用
を
排
除
し
且
つ
こ
れ
に
財
産
上
の
権
能
を
付
与
し
た
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
つ
い
で
一
八
八

四
年
、
労
働
組
合
を
含
む
職
業
組
合
の
結
成
に
つ
い
て
刑
法
二
九
一
条
の
許
可
制
を
廃
止
し
た
重
要
な
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
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年
三
月
二
一
日
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
職
業
組
合
に
つ
い
て
自
由
な
設
立
を
許
し
た
が
同
時
に
組
合
の
規
約
及
び
指
導
者
の
名

~/'>. 

d岡

前
の
届
出
の
義
務
を
課
し
た
。

第
三
共
和
制
以
後
高
等
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
、
及
び
職
業
組
合
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
結
社
規
制
の
緩
和
を

さ
ら
に
お
し
進
め
、
一
般
の
結
社
に
つ
い
て
設
立
の
自
由
の
原
則
を
掲
げ
た
の
が
一
九

O
一
年
七
月
一
日
法
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
成
立
の

動
機
を
な
し
た
も
の
は
国
民
の
結
社
設
立
の
自
由
の
要
請
で
あ
る
が
、
同
時
に
当
時
の
最
も
有
力
な
思
潮
で
あ
る
反
教
権
主
義
の
動
き
が

こ
の
法
律
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
o

反
教
権
主
義
を
と
な
え
る
共
和
派
の
人
々
は
、
結
社
の
自
由
を
求
め
る
動
き
と
は
逆
の
方
向
で
、

修
道
会
に
対
す
る
規
制
の
存
続
を
強
く
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相
矛
盾
す
る
こ
つ
の
要
請
が
こ
の
法
律
を
複
合
的
な
も
の
に
し
た
。

の
法
律
の
構
造
・
内
容
は
私
な
り
に
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
話
。

付
刑
法
二
九
一
条
(
結
社
の
許
可
制
を
定
め
た
条
項
)
以
下
の
規
定
の
廃
止
(
一
二
条
〉
。

同
結
社
を
通
常
の
結
社
、
外
国
人
の
結
社
、
修
道
会
に
分
け
こ
れ
ら
の
各
々
に
、

設
立
及
び
解
散
に
つ
い
て
呉
る
取
り
扱
い
を
し
た
。

即
ち
通
常
の
結
社
に
つ
い
て
は
、
設
立
の
自
由
を
認
め
、
解
散
に
つ
い
て
は
司
法
裁
判
所
し
か
な
し
え
な
い
と
し
、
外
国
人
の
結
社
に
つ

い
て
は
、
設
立
の
自
由
は
認
め
る
が
解
散
に
つ
い
て
は
行
政
府
が
な
し
う
る
(
十
二
条
〉
と
し
、
修
道
会
に
つ
い
て
は
設
立
に
許
可
を
要
す

る
(
十
三
条
)
と
し
た
。

H
W
右
に
あ
げ
た
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
の
う
ち
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
す
る
通
常
の
結
社
の
設
立
の
自
由
お
よ
び
解
散
に
つ
い
て
は
こ

う
規
定
す
る
。
「
人
的
結
社
は
許
可
も
事
前
の
届
出
も
な
し
に
自
由
に
設
立
さ
れ
う
る
」
(
二
条
〉
。
「
違
法
な
原
因
に
基
づ
き
又
は
違
法
な

目
的
を
有
す
る
結
社
即
ち
:
:
:
は
無
効
で
あ
る
」
(
三
条
〉
o

無
効
な
結
社
は
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
散
を
宜
せ
ら
れ
る
(
七
条
)

0

(

違

法
な
結
社
の
解
散
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
〉
。

帥
通
常
の
結
社
を
無
屈
の
結
社
、
届
出
結
社
、

行
政
庁
に
よ
っ
て
公
益
性
を
認
め
ら
れ
た
結
社
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
無
届
の
結
社

北法27(1・lOi10
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に
は
法
的
権
能
を
認
め
な
い
と
い
う
制
度
を
設
け
た
。
(
結
社
の
権
能
の
制
限
に
つ
い
て
は
次
意
で
詳
述
)
。

成
立
の
事
情
に
も
左
右
さ
れ
て
、
こ
の
法
律
の
性
格
は
か
な
り
復
雑
で
あ
る
。
通
常
の
結
社
の
設
立
に
つ
い
て
刑
法
二
九
一
条
を
廃
止
し

て
設
立
の
自
由
の
原
則
を
掲
げ
た
点
で
は
従
来
の
法
制
に
比
し
著
し
い
進
歩
を
示
し
た
。
し
か
し
修
道
会
に
つ
い
て
は
許
可
制
に
し
た
こ

と
、
通
常
の
結
社
に
つ
い
て
も
無
屈
の
結
社
に
つ
い
て
は
全
く
法
的
権
能
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
法
律
に
は
、
結
社
の
自
由
な

活
動
を
規
制
す
る
側
面
も
極
め
て
強
い
。
結
局
こ
の
法
律
は
通
常
の
結
社
の
自
由
な
設
立
と
活
動
を
求
め
る
世
論
の
要
請
、
修
道
会
に
対

す
る
一
般
国
同
及
び
政
府
の
敵
視
、

結
社
が
強
力
な
存
在
に
な
る
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
警
戒
の
念
が
か
ら
み
あ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と

見
る
他
な
い
o

そ
れ
故
こ
の
法
律
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、

結
社
の
自
由
な
活
動
を
保
障
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き

() 

な
い
。
し
か
し
次
の
章
で
見
る
よ
う
に
、
司
法
裁
判
所
及
び
国
務
院
(
わ
O
ロ
お
巳
仏
、
白
血
件
以
下
同
じ
訳
語
を
用
い
る
)
は
一
九

O
一
年
法

の
運
用
に
お
い
て
、
次
第
に
同
法
が
規
定
す
る
結
社
権
能
の
制
限
を
緩
和
し
、
結
社
解
散
の
た
め
の
要
件
を
厳
格
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
法
に
権
利
字
典
と
し
て
の
性
格
を
与
え
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
第
四
共
和
制
憲
法
の
成
立
と
と
も
に
、
一
九

O
一
年
法
は

憲
法
前
文
が
掲
げ
た
「
共
和
国
の
諸
法
律
」
の
中
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
九

O
一
年
法
の
権
利
章
典
と
し
て
の
性
格
が
確
立
す
る
。

フランス憲法における政党の地位

(
1
〉
政
党
の
定
r
訴
に
つ
い
て
、
清
宮
教
授
は
「
政
治
上
の
意
見
を
同
じ
く
す
る
人
々
が
、
政
治
権
力
に
参
加
し
て
、
そ
の
意
見
を
実
現
す
る
た
め
に
組
織

す
る
集
団
」
だ
と
す
る
。
清
宮
四
郎
、
法
律
学
金
集
3
、
「
憲
法
l
」
(
新
版
)
布
斐
閣
、
昭
和
四
九
年
、
七

O
頁
。
円
藤
教
授
は
「
近
代
的
議
会
政
を

前
提
と
し
、
そ
の
下
で
政
治
過
程
の
統
制
特
に
政
権
獲
得
維
持
を
U
的
と
し
て
活
動
す
る
自
主
的
継
続
的
社
会
団
体
」
だ
と
す
る
。
内
藤
真
一
「
政
党

の
理
論
」
幼
草
書
房
、
コ
百
九
。
そ
の
他
諸
家
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
円
藤
兵
一
、
前
回
向
幸
一
日
二
頁
以
下
、
丸
山
健
「
政
党
の
憲
法
学
的
考
察
」
法
経
研
究

一
六
巻
一
日
υ
六
頁
以
下
、

s
・
ノ
イ
マ
ン
縮
、
渡
辺
一
訳
、
前
掲
「
政
党
」
(

E

)

、
五
二
三
頁
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
憲
法
上
も
法
律
上
も
政

党
は
他
の
政
治
的
結
れ
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
た
め
本
研
究
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
政
党
と
他
の
政
治
結
社
を
区
別
す
る
必
要
が
な
い
う
え
、
リ
ー
グ

(
一
日
馬
〉
と
呼
ば
れ
る
政
党
と
類
似
し
て
い
る
が
厳
密
な
怠
味
で
は
政
党
と
は
い
え
な
い
政
治
的
結
社
を
も
政
党
と
と
も
に
考
察
の
対
象
に
含
め
る
必

要
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
は
む
し
ろ
政
党
と
他
の
結
社
を
区
別
し
な
い
方
が
よ
い
た
め
、
本
稿
で
は
と
く
に
政
党
を
定
義
し
な
い
。
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(
2
)

例
え
ば
西
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
林
昭
二
一
「
政
党
の
い
わ
ゆ
る
憲
法
的
融
合
に
つ
い
て
」
早
稲
田
政
経
雑
誌
一
五
三

号
一

O
九
頁
以
下
参
照
。

(
3
〉
第
四
共
和
制
憲
法
制
定
に
際
し
て
、
憲
法
に
政
党
条
項
を
設
け
政
党
法
を
制
定
し
よ
う
と
の
動
き
が
あ
っ
た
が
突
を
結
ば
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
第
五
怠
で
ふ
れ
る
。

(
4
)
結
社
の
自
由
の
臆
史
に
つ
い
と
は
勺
'
Z
2
2
2
S
P
E
E
D
-
2
含

F

E
広
三
品
仏
、
B
m
2
2立
g

g

F

E

B
舟
吉
岡
田
一

g
u
-
-

同
・

ピ
σ円
丘
町
高
仏
o
z
m
D
n
w弘同
b
L
c
m巾
門
戸
内
二
包
括
〕
『
渇
一

UND-
〉

e
u
o
m
aロ町内同

ιめ
の
E
Z
}』
E
W
Z
E仲
C
F
Z
Lロ牛
S
二
円

EωonFm同
芯
口
内
山
。
一
吋
∞
U
P
-
u
o
f

FMr自
己
内
ロ
ロ
ロ
〈
己
一
。
《
山
内
ゆ
仏
門
3
件
。
門
牛
魚
川
」
ロ
ユ
ω℃円ロ
LEM2Y
一UO印
。
・
l
〉

(UD--EH門
f
r
-
r
2仲
bu
匂

c
z
-
A
C
E
-
ω
o
T山JUNW}}ONw
一回目∞・

hy

印一可(凶

巾同例区芝・・

0
・∞ロ門
L
g
F
F
g
t
r巾同庁内山
ω
日)
C
Z
E
C
2
・
ω
o
A
E
・円、

O
・
C-
』回一

umm
・-》・一寸
ω
2
2戸〈

(
5
)

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
一
一
面
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
宮
・

0
2
2宮
F
n
oロ
ω巴
丹
三
F
O
B
Z
ι
0
2
5
2
g
宮
正
5
5
P
H
V・
C-
司
J
呂
田
∞
・
司
R
F

同)・

ω
2
2
7
を
使
用
。
山
木
桂
一
訳
の
テ
キ
ス
ト
(
岩
波
文
庫
、
高
木
・
末
延
・
宮
沢
編
、
人
権
宣
言
集
、
昭
和
田
三
年
発
行
、
一
一
二

O
頁
以
下
)

及
び
宮
沢
俊
義
、
窓
法
H
(新
版
J

有
斐
閣
、
昭
和
四
八
年
一
五
頁
以
下
を
参
照
。

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
つ
い
て
、
深
瀬
忠
一
「
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
研
究
序
説
」
ハ
門
口
同
、
北
大
法
学
論
集
一
四
巻
三
・
四
合
併
号
一
三
六

頁
以
下
、
一
五
巻
一

H
V
一
頁
以
下
、
一
八
巻
三
号
三
九
頁
以
下
。
稲
本
洋
之
助
「
一
七
八
九
年
の
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究

所
編
、
基
本
的
人
権
3
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
八
七
頁
以
下
参
照
。

(
6
)

こ
の
人
権
宣
言
第
二
条
に
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
団
結

(
E
m
C
2
5
0ロ
甘
己
主
官
。
)
の
目
的
は
人
の
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
自
然
権
を
保
全
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
自
由
、
所
有
権
、
安
全
お
よ
び
圧
制
へ
の
抵
抗
で
あ
る

o」
と
の
文
言
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の

E
8
2巳
5
ロ

唱
。
}
笠
宮
内
は
国
家
そ
の
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
ν
-
z
c
c口呂田
D
P
E
E
2
5
門日
O
F
-
-
r
oえ品内目、
m
m
m
S
E
E
S
g
p
g
s
r吉田
ω

一可∞
UW
吋
-

H

・
℃
・
一
C
ω
・
宮
沢
俊
義
、
前
掲
「
憲
法
E
」
(
新
版
〉
一
五
|
二
ハ
頁
。

(
7
)

ル
・
シ
ヤ
プ
リ
エ
法
に
つ
い
て
は
、
中
村
陸
男
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
討
会
権
の
発
展
付
」
北
大
法
学
論
集
十
四
巻
三
三
五
頁

i
一一一一一一六頁、

F
3
mロ
タ
『
同
E
S
-
-
仏山口
m
-
2
8
5
t
件三
5
5
「
2
2
5
4
3品
目
・
古
田
品
∞
∞
・
杉
原
泰
雄
「
国
民
主
権
の
研
究
」
、
岩
波
、
昭
和
四
六
年
、
二

五
二
頁
以
下
に
法
文
の
全
訳
が
あ
る
。

(
8
)
中
村
、
前
掲
論
文
、
三
三
六
頁
。

(
9
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
俊
義
、
憲
法
日
一
五

i
一
九
頁
、
高
木
・
米
延
・
宮
沢
総
前
掲
「
人
権
宣
言
集
」
一
二
八
頁
。

E命
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可
-
z
c
c『
『

凶

器

o
p
吋・『・

0℃
-
n
X
J
司
∞
ω
Z
E
F
〈
岨
〉
-
u
m
司
ω
m
Z
Lゅの
ω込
乙
〕
pce
固反同
2
3
ふ

c
e
D
M同
q
g
ω
0
2
m
w
E
Cロ
島
何
一
寸
∞
田
町
一
回
[
〕
一
・

9
官・門主一・
4

甘
N
A

め昨
m
G
ん〈・

(
日
〉
刑
法
二
九
一
条
一
項
は
「
二

O
人
以
上
の
結
社
で
宗
教
上
、
文
学
上
、
政
治
上
又
は
そ
の
他
の
目
的
に
従
事
す
る
為
に
毎
日
集
ま
り
又
は
定
め
ら
れ

た
日
に
集
ま
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
は
全
て
政
府
の
同
意
を
得
た
上
で
且
つ
行
政
庁
守
口
ざ
口
広
吉
Z
5
5〉
が
課
す
る
条
件
の
下
に
お
い
て
し

か
結
成
さ
れ
え
な
い
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
の
制
裁
は
厳
し
い
。
こ
の
規
定
に
違
反
し
て
結
成
さ
れ
た
結
社
は
解
散
さ
せ
ら
れ

ハ
二
九
二
条
〉
、
演
説
な
ど
に
よ
っ
て
違
反
を
扇
動
し
た
者
は
罰
金
及
び
禁
銅
合
ヨ
官
3
3
5
5
2
C
が
課
さ
れ
る
(
二
九
三
条
〉
。
こ
れ
ら
の
法
文

は
内
C牛
ぬ
官
b
E
-
w
U丘一
DN-
一
由
印
戸
℃
・
コ
∞

こ
の
刑
法
二
九
一
条
以
下
の
規
定
は
当
時
活
発
で
あ
っ
た
政
治
結
任
、
と
く
に
ジ
ヤ
コ
パ
ン
派
の
ク
ラ
プ
に
対
処
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
日
U

・
之
O戸
R
E
E
F
E
E円
2
5
仏
町
一

ω--rm
ユb
L、E
ω
2
z
z
cロ

g
m，E
Z
O
L
4
c
z

コS
-
、円

H
a
O刀・

n
F
7
-
y
a
∞口
2
2
M〈

(
円
以
)
こ
の
法
律
は
直
接
的
に
は
「
人
権
会
」

(
ω
c
c
-
b
g
L
t
P
2
t
分
て
}
5
5
5
4
が
一
八
一
三
一
一
年
刑
法
二
九
一
条
の
適
用
を
免
れ
る
目
的
で
小
さ
い

分
会
に
分
れ
た
と
い
う
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
司
目

Z
2
5
2
Q
P
汁

-
8・
2
7
官
-
M
3
2
2
7
岡
田
与
好
教
授
は
リ
ヨ

ン
織
布
工
の
一
八
一
一
一
一
年
、
一
八
三
四
年
の
暴
動
が
本
法
制
定
の
背
ぷ
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
岡
田
与
好
、
岩
波
講
陛
「
世
界
歴
史
」
十
八

巻
三
六
七
頁
。

(
日
)
一
八
四
八
年
十
一
月
四
日
窓
法
八
条
は
「
市
民
は
結
H
刊
を
結
成
し
、
平
穏
に
武
器
を
も
た
ず
に
集
会
し
請
願
を
な
し
出
版
そ
の
他
の
方
法
で
思
想
を

表
明
す
る
権
利
を
も
っ
。
こ
れ
ら
の
権
利
の
行
使
は
他
人
の
権
利
又
は
白
白
お
よ
び
公
共
の
安
全
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し

て
い
た
。
円
、
.
U
Z町
三
?
同
・

p
p
=ロ
-
2
・
同
州
・
因
。
ロ
E
三
-
F
2
8口弘一昨己伸一
0
2
2
-
2
胃

5
2甘回一
2
2
U
H
)
D
-広
Z
c
g
《F
E
H
J
5
2
L
O古
Eω

二
∞
∞
・
す
生
「
の
・
ロ
ア
一
回
印
吋
甘
-
M
-
M
・
野
村
敬
造
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
論
、
昭
和
三
六
年
、
有
信
堂
、
五
九
九
頁
参
照
。

(
M〉
一
八
四
八
年
七
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
五
条
は
「
ク
ラ
ブ
は
公
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
直
接
又
は
間
接
の
手
段
に
よ
っ
て
公

間
性
を
制
限
し
て
は
な
ら
ず
ま
た
秘
密
委
員
会
を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
二
条
は
「
全
て
の
ク
ラ
ブ
又
は
集
会
」
は
警
視
総
監
又
は

市
町
村
長
及
び
知
事
に
対
す
る
届
出
を
な
し
た
後
に
聞
か
れ
る
旨
規
定
す
る
。
同
法
に
つ
い
て

0
・
お
お
・
宅
・
甘
-
印
0

・

(日
M
)
H
M
-
Z
0
2三
由
D
F
E♂件。可巾

ι。一回

-FmH砕
か
そ
ω
E
O丘
三
一
Dロ
2
M
F
E
S
L
2
v
z
u
一
寸
∞
巴
・
叫
J

同・

0司

2
ア
司
・
一
日
・

の
記
録
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

え
の
・
∞
己
《
常
ω
F
F
2
-
F
σ
2芯
ωHVロゲ一
2
5
p
q℃・

2
同
-e-y
一吋白・

〈
叩
)

tサフラ γス憲法における政党の地位

(
同
)

に
よ
る
。
こ
の
判
決

北法27(1・13)13



説

(
げ
〉
一
八
七
五
年
七
月
十
二
口
法
。
こ
の
法
律
は
「
a

品
等
教
育
の
白
山
」
を
昨
開
立
す
る
こ
と
を
凶
的
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
(
第
一
条
が
そ

れ
を
一
爪
す
〉
。
こ
の
法
律
十
条
は
高
等
教
育
の
胞
設
を
設
立
又
は
維
持
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
結
社
に
つ
い
て
ば
刑
法
二
九
一
条
が
適
用
さ
れ
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
十
一
条
は
高
等
教
育
の
施
設
に
つ
い
て
は
特
別
な
手
続
の
下
に
贈
与
や
遺
贈
を
受
け
う
る
と
し
た
。

(
同
)
一
八
八
四
年
一
一
一
月
一
一
一
日
法
の
法
文
に
つ
い
て
は
り
・

5
宝
'
p
f

刀
一
巳
・
こ
の
法
律
の
制
定
経
過
・
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
中
村
陵
男
、
「
フ

ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
任
会
権
の
発
展
L、
北
大
法
学
論
集
十
五
径
一
九
一
二
頁
、

M
V
2
2
5自
g
-
E伯
仲

2
2
《
山
内

r
z
r
q宗
生
日
ω
2
5巴
8

3

F
E
R
Lぬ
Z
こ吋
2
・
H

J

Z

・
0
℃・

2-L-
一
足
!
一

8
・

(
悶
)
第
三
共
和
制
に
な
っ
て
か
ら
結
社
の
自
由
を
求
め
る
要
求
が
強
く
な
っ
た
。
と
く
に
一
八
九
九
年
ド
レ
フ
ェ
ス
派
の
人
権
問
盟
な
ど
若
干
の
リ
l
グ

(一
-mE-
特
殊
な
政
治
結
社
)
に
対
し
て
形
法
二
九
一
条
が
適
用
さ
れ
、
リ
l
グ
の
解
散
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
罰
金
が
宣
告
さ
れ
、
こ
の
出
来

事
を
契
機
と
し
て
こ
の
規
定
(
刑
法
二
九
一
条
)
の
廃
止
を
求
め
る
巡
動
が
強
化
さ
れ
た
。
〉
・

3
問
え
母

(
U
S
E
E
F
C℃

i
f
甘

-
A
2
2
2
ミ・

(
却
)
当
時
の
反
教
権
主
義
の
動
き
に
つ
い
て
、
石
原
司
、
「
急
進
派
と
そ
の
政
治
行
動
」
、
山
本
柱
一
一
編
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
の
研
究
、
昭
和
四
一
年
、

有
信
堂
、
十
一
頁
、
五
一
瓦
参
照
。

(
引
〉
一
九

O
一
年
七
月
一
日
法
の
法
文
は
U
・

3
2
宅

℃

一

8
・
こ
の
法
律
の
構
造
、
内
容
に
つ
い
て
は
の
・
∞
己
丘
g
F
F
2
t
Zユ
合
吉
正
5
5
F

D
H
Y
2ヶ
・
?
一
〕
1u
・
Z

E
】〈・℃・一泊
0

・
n-l〉
〈
1
0
}

一訂正
-
F
5
2円
b
m
E
E
2
5♂

C右
目
立
ヶ
・
℃
・
印
∞
口

2
2
F〈

(
泣
)
外
国
人
の
結
社
に
つ
い
て
は
一
九
三
九
年
四
月
十
二
日
の
デ
ク
レ
〈
U
・

3
包
・
「
匂
目
白
ω
)

は
「
内
務
大
院
の
事
前
の
許
可
」
が
な
け
れ
ば
設
立

し
え
な
い
と
す
る
よ
り
厳
し
い
規
定
を
お
い
た
。
こ
の
規
ぺ
ん
は
今
も
生
き
て
い
る
。
口
『
・
]
・
同
N
G
F『
夕

日

V
E
B
ω
E円一
o
E
z
s
c
m
m
仏、
g
o
-
-
Zユ
少

m・
o-
可
一
句
一
-
百
二
回
ω
。
修
道
会
に
つ
い
て
は
一
九
四
二
年
四
川
八
日
法
に
よ
っ
て
事
前
許
可
制
が
廃
止
さ
れ
た
(
口
一

UAM-
戸
一
O

印)
0

(お〉

n
h
-
F
-
u
z
m
Eケ
斗

E
Z
b
ι

。ι
3広
円

C
D
2
広
三
M
G
ロコ
σ
f

〈
c--
〈

u
F
F
Z
=内
含
ω
再
口

D
-
2
明，

S
ロ
2
2
2
門
て
〉
円
「
巾
耳
切

Z
L白
河

D
E
P
-
U
M印・

日

)
'
m
N
ア

ζ
・
出
E
ュ2
-
p
b
2
ω

命

令
C
X
3
3己
主
巳
3
5
Z
一
回
目
?
可
・
目
1
0

・

(
刊
日
)
コ
リ
ア
ー
ル
教
授
は
、
実
定
法
が
人
権
保
障
に
関
し
て
来
す
役
訓
は
次
の
三
つ
の
態
様
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
け
「
権
利
の
保
障
に
関
す
る
憲
法
の

公
式
」
念
発
展
さ
せ
る
。
け
「
人
件
宣
言
又
は
懲
法
前
交
の
公
式
」
を
災
定
法
の
中
に
入
れ
る
。
同
憲
法
の
規
定
が
存
在
し
な
い
領
域
に
お
い
て
、
「
存

在
し
な
い
窓
法
規
定
そ
の
も
の
に
代
る
」
と
い
う
三
つ
の
役
刈
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
て
彼
は
一
九

O
一
年
法
は
集
会
の
自
由
に
関
す
る
一
八
八
一
年

六月一一一

O
日
法
、
出
版
の
白
山
に
関
す
る
一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
法
と
と
も
に
白
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
う
o
h
・l
〉
内
。
=
E
み

wrzユ
合

同

E
g
g
s
-
告
・
巳

7
司

-a-
な
お
集
会
の
白
山
、
山
版
の
自
由
に
関
す
る
こ
つ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
山
本
桂
一
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
表
現

の
自
由
」
、
同
家
学
会
雑
誌
七
十
巻
十
一
・
十
二
号
一
頁
以
下
参
照
。

論
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現
行
憲
法
下
の
政
党
・
結
社
の
自
由

現
行
憲
法
の
下
で
は
通
常
の
法
律
で
あ
る
一
九

O
一
年
法
の
掲
げ
た
「
結
社
の
設
立
は
自
由
で
あ
る
」
と
す
る
基
本
原
則
が
、

第
二
節

行
政
権

を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
立
法
権
を
も
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
。

現
行
第
五
共
和
制
憲
法
は
人
権
規
定
に
闘
し
、
第
四
共
和
制
憲
法
の
人
権
宣
言
を
継
承
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。
即
ち
憲
法
前
文

は
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
一
七
八
九
年
の
宣
言
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
一
九
四
六
年
憲
法
の
前
文
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
補
完
さ
れ
た
人
聞
の

権
利
及
び
国
民
主
権
に
対
す
る
愛
着
を
厳
粛
に
宣
言
す
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

円

2
v

第
五
共
和
制
憲
法
に
よ
っ
て
継
点
さ
れ
た
第
四
共
和
制
憲
法
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、

一
七
八
九
年
の
権
利
宣
言
に
よ
っ
て
ポ
認
さ
れ
た
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
お
よ
び
自
由
並
び
に
共
和
国
の
諸
法

律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
理
を
厳
粛
に
再
確
認
す
る
。

付

以
上
に
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
我
々
の
時
代
に
と
く
に
必
要
な
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
政
治
的
、

ハ

sv

を
宣
言
す
る
。
」

経
済
的
お
よ
び
社
会
的
原
理

フランス憲法における政党の地位

結
局
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
は
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
権
を
宣
言
し
た
。
付
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
が
掲
げ
た
も
の
、
∞
共
和
国
の
諸

法
律
に
よ
っ
て
ぷ
認
さ
れ
た
基
本
原
理
、
骨
四
六
年
憲
法
が
列
挙
し
た
い
わ
ゆ
る
社
会
権
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て
結
社
の
自
由
を
宣
言
し

て
い
た
一
九

O
一
年
法
は
白
の
共
和
国
の
諸
法
律
に
入
る
と
さ
れ
た
。

後
に
一
九
五
六
年
七
月
十
一
日
の
国
務
院
判
決
は
結
社
の
白
白
は
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
理
」

に
入
る
こ

;JUt27(1・15)15

と
を
確
認
し
た
。
こ
の
事
件
は
パ
リ
に
あ
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
結
社
ハ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
連
令
に
所
属
)
が
、
外
国
人
の
結

社
に
つ
い
て
は
「
内
務
大
臣
の
事
前
の
行
可
」
が
な
け
れ
ば
設
立
し
え
ず
、

ま
た
既
存
の
も
の
で
こ
の
許
可
を
要
h

水
し
な
か
っ
た
も
の
は

と
す
る
新
法
(
デ
ク
レ
〉
に
基
く
内
務
大
臣
の
「
決
定
」

内
務
大
臣
の
無
効
を
確
認
す
る
「
決
定
」
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
る
、

の
効



説

力
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
付
フ
ラ
ン
ス
連
合
所
属
氏
に
対
し
て
も
憲
法
前
文
の
い
う
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

三王辺h
ロ防司

た
基
本
原
理
」
が
適
用
さ
れ
る
、
同
「
結
社
の
自
由
は
こ
の
基
本
原
理
に
入
る
」
、
と
の
こ
点
か
ら
内
務
大
臣
の
「
決
定
」
を
無
効
と
し

た
。
こ
の
判
決
は
結
社
の
自
由
が
こ
の
「
基
本
原
理
」
に
入
る
と
し
た
が
、
結
社
の
自
由
の
内
容
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
判
決
の
意
義
は
次
の
二
点
に
あ
る
。
付
結
社
の
自
由
は
第
四
共
和
国
憲
法
前
文
の
「
基
本
原
理
」
に
入
る
こ
と

を
確
認
し
た
こ
と
。
白
フ
ラ
ン
ス
人
及
び
フ
ラ
ン
ス
連
合
一
所
属
民
に
関
し
て
は
、
結
社
の
設
立
に
行
政
権
の
事
前
許
可
を
要
す
る
と
す
る

こ
と
は
「
結
社
の
自
由
」
に
反
す
る
と
し
た
こ
と
。
つ
ま
り
こ
の
判
決
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
行
政
権
の
許
可
を
要
せ
ず
、

自
由
に
結

社
を
結
成
し
う
る
こ
と
」
が
結
社
の
自
由
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
一
九

O
一
年
法
の
法
文
(
二
条
は
「
人
的
結
社
は
自
由
に

設
立
さ
れ
う
る
」
と
規
定
)
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九
七
一
年
に
一
九

O
一
年
法
の
権
利
章
典
と
し
て
の
性
格
、
が
一
段
と
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。

一
九
七
一
年
七

性
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
一
九

O
一
年
七
月
一
日
法
を
改
訂
す
る
一
九
七
一
年
六
月
二
五
日
法
の
合
憲

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
結
社
の
権
利

月
一
六
日
の
憲
法
院
の
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。

に
と
っ
て
の
こ
の
判
決
の
意
義
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。

前
記
一
九
七
一
年
六
月
二
五
日
法
は
一
九

O
一
年
法
の
規
定
す
る
届
出
の
手
続
に
つ
い
て
次
の
点
の
変
更
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。付
一
九

O
一
年
法
の
下
で
結
社
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
法
的
権
能
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

」
の
届
出
と
は
文
字
通
り
一
定
の
事
実

を
届
出
る
こ
と
で
あ
り
、
崩
出
と
同
時
に
「
受
領
書
」
(
同

ha主目
出
品
〉

が
与
え
ら
れ
(
五
条
)
、
結
社
は
法
的
権
能
を
獲
得
す
る
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
改
正
法
は
、
「
受
領
書
の
作
成
後
、
官
報
へ
の
登
載
に
よ
り
団
体
は
公
け
と
な
る
」
と
の
法
文
を
付
加
し
た
(
改
正
法
一
条
)
。

∞
一
九

O
一
年
法
三
条
が
規
定
す
る
違
法
な
結
社
に
よ
り
な
さ
れ
る
届
出
の
場
合
、
も
し
く
は
解
散
が
宣
せ
ら
れ
た
結
社
を
再
建
す
る

北法27(1・16)16



も
の
と
考
え
ら
れ
る
結
社
に
よ
り
な
さ
れ
る
届
出
の
場
合
、
(
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
)
裁
判
所
は
受
領
書
の
交
付
を
八
日
間
猶
予
す
る
こ

と
が
で
き
、
こ
の
期
間
中
に
裁
判
所
は
結
社
の
解
散
を
命
じ
る
仮
処
分
を
な
し
う
る
旨
規
定
し
た
(
改
正
法
三
条
)
。
要
す
る
に
結
社
が
、

受
領
書
が
交
付
さ
れ
法
的
権
能
を
獲
得
す
る
前
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
散
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
法
律
が
成
立
し
た
後
、
元
老
院
議
長
が
こ
の
法
律
の
合
意
性
を
問
題
と
し
、
憲
法
六
一
条
に
基
き
憲
法
院
に
審
査
を
要
求
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
憲
法
院
は
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
、
改
正
法
一
条
お
よ
び
三
条
の
規
定
は
違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
判
決

の
中
心
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

付
「
結
社
の
自
由
の
原
理
」
は
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
に
い
う
「
共
和
凶
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
理
」

の
中
に
入

る。
一
口
右
の
原
理
は
「
結
社
は
自
由
に
形
成
さ
れ
且
つ
事
前
の
刷
出
の
提
出
と
い
う
だ
け
の
条
件
で
公
然
た
る
も
の
に
な
り
う
る
」

」
と
を

含
ん
で
い
る
。

付

日
そ
れ
故
「
法
的
権
能
の
獲
得
の
た
め
に
、

司
法
官
憲
に
よ
る
結
社
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
事
前
の
統
制
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が

フランス憲法における政党の地位

あ
り
う
る
と
す
る
手
続
を
設
け
る
」
改
正
法
三
条
は
違
憲
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
二
つ
の
面
で
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
。
ハ
円
は
結
社
の
権
利
が
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
が
掲
げ
る
「
共
和
国
の
諸
法
律

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
理
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
且
つ
結
社
の
権
利
を
拡
大
、
強
化
す
る
方
向
で
結
社
の
権
利
の
内

法
律
の
合
憲
性
審
査
に
あ
た
っ
て
、
憲
法
前
文
が
規
定
す
る
人
権
規
定
を
審
査
の
基
準
に
用

容
を
明
確
に
し
た
こ
と
。
口
は
憲
法
院
が

い
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
ム
同
定
し
た
こ
と
。
こ
の
同
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、

」
の
判
決
の
後
相
つ
い
で
重
要
な

」
こ
で
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
の
で
、

」
こ
で
は
最
近
の
憲
法
院
判
決
の
動
向
を
指
摘
す
る
に
と

判
決
が
出
さ
れ
、

ど
め
る
。

北法27(1・17)17



説

一
、
こ
の
判
決
が
結
社
の
権
利
に
と
っ
て
も
つ
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
こ
の
判
決
は
次
の
三
点
を
確
認
し
た
。

付
「
結
社
の
自
由
」
は
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
に
い
う
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
理
」
の
中
に
入
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
判
決
は
先
に
ふ
れ
た
一
九
五
六
年
七
月
十
一
日
の
国
務
院
判
決
を
確
認
す
る
も
の
と
な

っ
た
。

北法27(1・18)18

論

司
法
官
憲
に
よ
る
結
社
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
事
前
の
統
制
に
服
せ
し
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
る
手
続
を
設
け
る
」
こ
と
は
結
社
の
自
由
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
こ
れ
は
二
つ
の
極
め
て
重
要
な
意
味
を

同
判
決
は
結
社
が
、
「
法
的
権
能
の
獲
得
の
た
め
に
、

も
つ
。
こ
れ
は
先
ず
「
法
的
権
能
の
獲
得
の
た
め
に
」
で
あ
っ
て
も
「
事
前
統
制
」

は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
章
で
ふ
れ
る

が
一
九

O
一
年
法
は
結
社
の
財
産
上
の
権
能
を
極
め
て
厳
格
に
規
制
し
た
。
届
出
を
し
な
い
結
社
は
「
法
的
権
能
を
有
し
な
い
」
、
届
出
を

し
た
ば
あ
い
す
ら
ど
ん
な
こ
と
を
も
自
由
に
為
し
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
は
な
し
う
る
行
為
を
一
々
列
挙
し
て
い
た
(
六
条
)

の
で
あ

る
。
そ
れ
故
一
九

O
一
年
法
の
下
の
結
社
の
自
由
が
、
立
法
者
の
意
思
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
当
時
の
人
々
の
受
け
と
め
方
と
し
て
、
法

的
権
能
を
享
受
す
る
自
由
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
か
な
り
疑
わ
し
い
。

し
か
し
一
九

O
一
年
法
の
元
来
の
姿
が
ど
う
で
あ

れ
、
司
法
裁
判
所
は
財
産
上
の
権
能
を
強
化
す
る
方
向
で
同
法
を
運
用
し
た
(
第
二
章
第
一
節
参
照
〉
C

法
的
権
能
の
獲
得
の
た
め
に
で
あ
っ

て
も
事
前
統
制
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
憲
法
院
の
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
流
れ
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

伺
判
決
は
「
司
法
官
憲
に
よ
る
結
社
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
事
前
の
統
制
」
も
許
さ
れ
な
い
(
結
社
の
自
由
に
反
す
る
)

と
し
て
い

一
九

O
一
年
法
は
「
違
法
な
」
結
社
は
「
無
効
」
で
あ
り
解
散
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
が
、
結

社
が
違
法
か
ど
う
か
の
判
断
は
司
法
裁
判
所
が
な
す
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
由
の
保
障
を
裁
判
所
に
委
ね
た
わ
け
で
あ
る
が
、

る
。
こ
れ
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
。

し、

い
か
え
れ
ば
裁
判
所
に
よ
る
解
散
は
国
民
が
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

め
の
条
件
と
し
て
裁
判
所
が
統
制
す
る
こ
と
を
も
許
さ
な
い
と
し
た
点
は
、
従
来
の
司
法
裁
判
所
の
自
由
主
義
的
な
法
の
運
用
を
考
慮
し

」
の
た
び
の
判
決
が
法
的
権
能
を
与
え
る
た



て
も
、
な
お
相
当
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
仁
日
。

け

こ
の
判
決
が
憲
法
前
文
の
人
権
規
定
を
適
用
し
て
、
は
じ
め
て
違
憲
判
決
を
し
た
こ
と
の
意
義
も
大
き
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
伝
統
的
に
法
律
の
合
憲
性
審
査
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
第
四
共
和
制
憲
法
が
設
け
た
憲
法
委
員

会
は
法
律
の
合
憲
性
審
査
を
な
す
権
能
を
有
し
た
が
、
提
訴
権
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
上
、
調
停
作
用
を
第
一
と
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
憲
法
委
員
会
は
憲
法
審
査
機
関
と
し
て
は
機
能
し
な
か
っ
た
。
一
九
五
八
年
憲
法
が
創
設
し
た
憲
法
院
は
設
立
の
事
情
な
ど
か
ら
し
て
、

元
来
は
「
憲
法
の
怠
附
す
る
政
治
制
度
の
厳
格
な
運
別
を
保
障
す
る
政
治
的
任
務

l
l実
質
的
に
は
、
憲
法
が
画
定
し
た
狭
随
な
限
界

内
に
議
会
を
と
じ
込
め
る
任
務
」
を
負
う
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
違
憲
審
査
権
を
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
行
使
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
憲
法
前
文
を
審
食
基
準
に
な
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
第
四
共
和
制
憲
法
と
は
異
り
第
五
共
和
制
憲
法
は
こ
れ
を
明

ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
説
は
分
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
の
方
が
有
力
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

憲
法
院
自
身
は
一
九
七

O
年
六
月
一
九
日
の
判
決
で
は
じ
め
て
前
文
を
違
憲
審
査
の
基
準
に
入
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
問
。
我
々
が
い

ま
問
題
に
し
て
い
る
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
度
目
の
判
決
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
じ
め
て
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
し
た
か
ら

法
律
の
合
憲
性
審
査
の
判
決
と

一、

合ランメ憲法における政党の地位

先
例
と
し
て
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
の
判
決
の
後
、
憲
法
院
が
憲
法
前
文
を
審
査
基
準
に
し
て
な
し
た
、

し
て
一
九
七
三
年
十
二
月
二
七
日
の
判
決
と
一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
の
判
決
と
が
あ
る
。多
額
な
納
税
義
務
者
が
税
の
上
で
不
利
な
扱
い
を

う
け
る
(
免
税
を
受
け
え
な
い
)
規
定
を
含
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
項
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
次
の
よ
う

一
九
七
三
年
の
判
決
は
租
税
徴
収
に
関
す
る
法
律
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
条
項
が
、

北法27(1・19)19

に
、
憲
法
前
文
を
適
用
し
て
、

」
の
法
律
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

「
(
こ
の
条
項
は
)
行
政
当
局
の
課
税
決
定
に
反
対
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
に
か
ん
し
て
、

市
民
の
聞
に
差
別
を
設
け
る
も
の
で
あ

る
Q

か
く
し
て
上
記
規
定
は
一
七
八
九
年
の
人
件
宣
言
に
合
ま
れ
、
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
厳
粛
に
再
確
認
さ
れ
た
法
の
下
の
平
等
の
原
則



説

を
侵
害
す
る
」
。

一
九
七
三
年
の
判
決
の
後
、

一
九
七
四
年
一

O
月
二
一
目
、
憲
法
六
一
条
が
改
正
さ
れ
、
憲
法
院
に
対
す
る
提
訴
権
者
の
範
囲
が
拡
大

北法27(1・20)20

論

さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
は
大
統
領
、
首
相
、
両
院
の
議
長
で
あ
っ
た
の
が
、
新
た
に
六

O
人
の
国
民
議
会
議
員
と
六

O
人
の
元
老
院
議
員
が

加
わ
っ
た
。

一
九
七
五
年
の
判
決
は
国
民
議
会
の
一
般
議
員
(
与
党
内
少
数
派
)
の
提
訴
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
、
妊
娠
中
絶
を
許
す
法
律

の
合
憲
性
一
が
問
題
に
さ
れ
た
。
憲
法
院
は
「
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
二
条
」
、
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
原
理
」
、
「
一
九

四
六
年
十
月
二
七
日
憲
法
の
前
文
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
原
理
」
の
い
ず
れ
を
も
審
査
基
準
に
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

律
が
F

」
れ
ら
に
違
反
し
な
い
と
し
て
、
「
憲
法
に
違
反
し
な
い
」
と
し
た
。

当
該
法

憲
法
院
の
こ
れ
ら
の
一
連
の
判
決
は
、
憲
法
院
が
法
律
の
合
憲
性
審
盆
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
前
文
を
も
そ
の
基
準
に
す
る
と
い

う
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
積
極
的
に
違
憲
審
査
権
を
行
使
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
明
ら
か
に
示
し
た
。

(
1
)

一
九
五
八
年
憲
法
の
前
文
の
法
文
は
、

ζ
-
u
z
z
a
p
n
g
a
-
z
t
c
E
主

任

2
5
3
Z
吉
正
5
5
P
市

-
C
司

T
E
-
一回目∞・℃・

5m-

邦
訳
と
し
て
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
一
六
四
号
、
五
一
頁
以
下
に
野
村
倣
造
訳
が
あ
る
。
ま
た
宮
沢
俊
義
縞
「
世
界
憲
法
集
」
、
岩
波
文
瞳
、
第
二
版
、
一
九
七

六
年
、
二
四
七
頁
に
野
村
敬
造
訳
が
あ
る
。

(
2
)
第
四
共
和
制
憲
法
の
正
文
は
三
-
U
5
2四
戸
。
g
a
x
E
5
5
2
含
2
5
2
Z
3
-
E
3
5
r
8
-
n
F
f
司・

5
∞
・
こ
の
怒
法
の
前
文
の
邦
訳
と

し
て
、
高
木
・
末
延
・
宮
沢
縦
、
「
人
権
宣
言
集
」
(
岩
波
文
庫
〉
一
ム
ハ
ム
ハ
頁
以
下
の
山
本
校
一
教
授
訳
が
あ
る
。

な
お
第
四
共
和
制
憲
法
の
草
案
で
あ
る
「
一
九
四
六
年
四
月
一
九
H
憲
法
草
案
」
第
一
七
条
は
結
社
に
加
入
す
る
自
由
、
結
社
に
加
入
し
な
い
自
由

を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
全
て
の
人
聞
は
、
そ
の
結
托
が
こ
の
宣
言
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
内
出
を
侵
害
す
る
か
又
は
侵
害
す
る
傾
向
の
あ
る
も
の
で
な
い
限
り
に
お
い

て
、
自
由
に
結
社
に
加
わ
る
公
、
B
E
n
-
2〉
権
利
を
有
す
る
。
何
人
も
結
社
に
加
入
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
な
い
」
。
こ
の
法
文
は

ζ
・
ロ
ミ
2
m
2・

。og
t
E同
5
5
2
仏

0
2
2
2仲
ω

旬。-FZAZ2・
0
-
Y
2
7
七
-
ロ
ム
・

(
3
)

こ
の
あ
と
い
わ
ゆ
る
社
会
権
規
定
を
列
挙
し
て
い
た
。



付

(
4
〉

0
・
∞
広
三
2
2・
F
2
一
手
巾
浮
か
田
宮
E
Z
Z巾目。匂・

2
?
℃
・
一
吋
田
・
第
一
牢
第
一
節
の
注
(
M
m
)

参
照
。

(
5
)
こ
の
事
件
に
お
い
て
原
告
は

KFEE-o
仏

2
〉ロ

E
E
ζ
2
r
p
ユω
と
い
う
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
結
社
で
あ
る
。
こ
の
結
社
は
既
に
一
九

O
一
年
法

に
従
っ
て
届
出
を
な
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
三
九
年
四
月
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
1
1
1
こ
れ
は
一
九
三
九
年
三
月
一
九
日
法
の
授
権
に
基
く
も
の
で
あ

る
|
|
は
一
九

O
一
年
法
の
う
ち
外
国
人
の
結
社
に
関
す
る
規
定
を
よ
り
厳
格
な
も
の
に
改
め
て
い
た
。
一
九

O
一
年
法
に
よ
れ
ば
外
国
人
の
結
社
は

設
立
に
つ
い
て
は
一
般
の
結
社
と
同
様
そ
の
自
由
が
認
め
ら
れ
何
ら
の
許
可
も
必
要
で
な
か
っ
た
c

た
だ
解
散
に
つ
い
て
、
一
般
の
結
社
と
異
り
行
政

部
に
よ
る
解
散
が
あ
り
え
た
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
三
九
年
四
月
一
二
日
の
デ
ク
レ
は
外
国
人
の
結
社
に
つ
い
て
次
の
如
き
規
定
を
お
い
て
い

た
。
け
そ
れ
は
「
内
務
大
民
の
事
前
の
許
可
」
が
な
け
れ
ば
設
立
し
え
な
い
。
同
こ
の
許
可
を
要
求
し
な
か
っ
た
も
の
は
「
当
然
に
無
効
に
な
る
」
。

こ
の
無
効

(E}}芹
と
は
内
務
大
臣
の
決
定
(
出
口
即
応
〉
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
デ
タ
レ
に
基
い
て
五
三
年
四
月
三

O
日
内
務
大
臣
は
原
告
た
る

〉
g
M
E
r
ι
2
〉ロ
E
2
5
ω
舟

F
2
の
無
効
を
確
認
す
る
決
定
を
な
し
た
。
一
九

O
一
年
法
の
下
で
無
効
は
即
解
散
を
意
味
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
原
行
は
権
限
総
越
を
理
由
と
す
る
訴
を
提
起
し
こ
の
決
定
の
無
効
を
訴
え
た
。
国
務
院
は
結
論
と
し
て
内
務
大
臣
が
前
記
決
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
結

托
の
無
効
を
確
必
ず
る
こ
と
は
権
限
除
越
に
な
る
と
し
て
、
内
務
大
臣
の
決
定
を
無
効
と
し
た
。
国
務
院
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
ハ
門
憲
法
八
一
条
の

「
全
て
の
フ
一
ノ
ン
ス
倒
民
及
び
フ
ラ
ン
ス
連
合
に
所
属
す
る
人
々
は
フ
ラ
ン
ス
連
合
の
市
民
た
る
資
格
を
も
っ
。
こ
の
資
格
は
彼
ら
に
こ
の
憲
法
の
前

文
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
と
自
由
を
保
障
す
る
」
と
の
規
定
を
考
慮
す
る
。
同
一
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
前
述
の
憲
法
の
前
文
に

よ
っ
て
再
揃
叶
到
附
さ
れ
た
「
基
本
原
理
」
は
、
憲
法
八
プ
条
を
根
拠
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
領
土
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
連
合
の
所
属
民
に
対
し
て
も
適

用
で
き
る
。
伺
結
社
の
自
由
は
こ
の
基
本
原
理
の
中
に
入
る
。
(
の
・
開
三
守
王
立
一
回
目
?
〉
E
E
Z
ι
g
E
S
E
-円
2
・
Forg--ω-
吋
)
一
九
三
九

年
四
月
十
二
日
の
デ
ク
レ
ハ
外
国
人
結
社
に
関
す
る
も
の
)
に
つ
い
て
は
ロ
・
一
回
ω∞
「
官
・

ωωω
・
一
九
三
九
年
三
月
十
九
日
法
(
政
府
に
特
別
な

権
力
を
与
え
た
も
の
)
に
つ
い
て
は

U
-
-
U
包

-
r
司
・
ω
-印

ハ
6
)

野
村
敬
造
、
「
第
五
共
和
制
憲
法
と
結
社
の
自
由
」
、
金
沢
法
学
第
一
八
巻
第
て
第
二
合
併
号
五
八
頁
以
下
。

(
7
)

法
文
に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
野
村
、
前
掲
論
文
及
び

H
5
3
5円2

2
戸・

2
5匂
F
E
四

E
E
2
門広

n
E
o
g

任
。
0
5
2一円。
=
E
E丹
E
g
o
-
-
ω
H
H
a
w
-
U
3
・
℃
-
町
一

2
2
7
に
依
っ
た
。
こ
の
法
律
の
制
定
の
事
情
お
よ
び
経
過
に
つ
い
て
は
、
野
村
前
掲

論
文
及
、
ひ
』
問
。

Z
門
デ
句

3
吉
田
回
日
-
巾
回

2
5
g間巾弘、ロ
5
z
r
2
H
b
e
-
P
0・
HM・
一
回
コ
・
円
以
・
一
一
コ
・

(
8
)

こ
の
判
決
の
中
心
的
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
結
社
の
自
由
の
原
理
は
共
和
国
闘
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
厳
粛
に
再
確
認
さ
れ
た
基
本
原
理
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
理
由
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説

が
あ
る
。
こ
の
原
理
は
結
託
契
約
に
関
す
る
一
九

O
一
年
七
月
一
日
訟
の
規
定
全
体
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
原
理
一
に
よ
っ
て
結
社
は
自
由
に
設
立

さ
れ
、
且
つ
事
前
の
届
川
の
提
出
と
い
う
だ
け
の
条
件
の
下
に
公
然
た
る
も
の
に
な
り
う
る
守

2
話
口
丹
市
昨
日
目
ロ
P
E
吉

Z
Z
C
2
8
5
z
z
c
r

円品目

2
0
F
伝
志
件
、
5
0
色
合
一
白
日
立
ロ
ロ
官
官
一
m
Z乙
。
従
っ
て
、
特
別
な
範
隠
の
結
社
に
関
し
と
ら
れ
得
る
措
置
を
別
に
す
る
と
、
結
社
の
設
立

は
、
そ
れ
が
無
効
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
場
合
又
は
そ
れ
が
進
法
な
目
的
を
も
っ
場
合
に
お
い
て
も

(
m
g
E
E吉
凶
作
』
口
、
乙

-
2
宮

E
同
片
岡
芯
己

g
g
l

nyb巾
出
侍

E
-一広
b
g
E門E
g
士
E
D
Z
Z
E
E常
)
、
そ
の
有
効
性
に
つ
き
行
政
庁
今
、
E
件
。
ユ
片
品
邑
日
開
口
】
凹
円
E
Z〈
め
)
又
は
司
法
官
憲
(
一
、
E
Z
2
芯

]えん
2
2
Z
)
の
事
前
の
千
沙
に
服
す
る
こ
と
は
な
い
。

加
熱
届
結
託
の
設
立
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
何
ら
の
変
更
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
公
布
前
に
合
憲
性
審
査
を
求
め
て
憲
法
院
に
付
託

さ
れ
た
法
作
の
一
一
一
条
の
規
定
は
、
日
間
山
結
社
に
つ
い
て
、
法
的
権
能
の
獲
州
刊
の
た
め
に
、
司
法
官
窓
に
よ
る
結
社
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
事
前
の
統
制

に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
る
手
続
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
定
松
山
の
答
交
に
付
さ
れ
た
、
一
九

O
一
年
七
月
一
日
法
七
条
を
補
足
す
る
一
九
七
一
年
六
月
二
五
日
法
第
三
条
の
規
定
、
そ
し
て
そ
の

結
果
と
し
て
、
そ
れ
に
言
及
す
る
遜
法
院
に
附
さ
れ
た
法
作
の
一
条
二
項
の
最
後
の
規
定
を
憲
法
に
適
合
し
な
い
と
宣
言
す
る
理
由
が
あ
る
。
」

0
・

一泊吋
N

・(『'自白山・

(
9
)

こ
の
山
一
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。

』
・
何
回
〈
20e
「
2
日)22nF旬
日
『
Cコ
L
E
H
M
g
g
c
x
z
n
Dロ
ロ
己
凶
℃
日
一
日

-
c
u
L
O
一
印
刷
山
か
甘
口
才
一
五
ロ
め
ゆ
り
・

-U吋
M
-
n
r
g
p
-
)回
以
印
・
「
回
ω
E
C
P

(UGD丹「む}町ハ山内円
C口出門自作に件
5
2
E
}凶
作
恥
己
℃
円
C
Z
Z
Z口
会
出
牛
円
2
2
5去
三
《
TM丸山・

0
・
一
山
之
・
三
回
「
o
p
h
w・
白
山
・
(
『
-
H
N
c
r
2
?
H
V『
凸
官

C
m
m
C「一
m

E
Eみ
ぎ
四
角
川
仏
、

2
2
m
Z
σ
2円
少
児
・
ロ
・
℃
-
一
∞
ご
・
℃
・
二
コ
・

(
叩
)
門
町
・

0
即
日
L
g
r
r
r
z
t
Zユ
合
同
)
戸
M
E
5
5
F
℃
-
一
∞
N・

(
け
)
三
田
]
・
対

~
5
3噂
「
印
加
古
コ
ロ
口

G
2
守
口
念
日
印
ロ

2
5
h
3
8
5
5
宮町

}2}GH出
与
。
一
白
河
内
山
℃
z
g
Z
5
0
芯
芯

-n}HSロ
℃

-Mm∞
戸

国

EHdop

。c口同
芯
一
巾
内
]
ゆ
円
。

=ω門戸同三
FD口
E
一戸芯

σ
門
司
B
R
a
-
O口
L
2
ι
3
-
Z
E去
三
牛
耳

]
F
0・一回〕よ
-
n
r
sロ・日
y

∞印・

(
ロ
)
引
法
機
関
戸
司
法
裁
判
所
及
び
凶
務
院
)
は
法
律
の
介
慾
性
を
審
先
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
根
本
的
原
因
は
「
法
律
は
一
般
意
思
の
表
現

だ
」
(
一
七
八
九
年
人
権
宣
一
」
一
口
六
条
)
と
す
る
議
会
優
位
の
伝
統
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
三
』

-
E〈
R
P
「
2
r
r
R丹
念
宮
E
5
5
F
門
司
-
C
-
司・

3
司
、
ヲ

ω
ミ
2
2
2
'
P
∞
日
ι
g
F
「
2
t
gユ
合
℃
広
三
五
戸
mm・
「
の

0
・』・

3
自
由
ゆ
匂
吋
一

2
2
=・
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
審
査
権

を
有
す
る
機
関
、
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
何
度
か
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
法
律
の
ん
口
密
性
審
査
権
を
有
効
に
行
使
し
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
杉
原

論
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(寸

泰
雄
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
述
窓
審
査
の
歴
史
と
理
論
」
一
橋
大
学
、
法
学
研
究
4
、
二
一
一
一
一
良
以
下
参
照
。

(
日
)
杉
原
泰
縦
、
前
掲
設
五

O
頁
以
下
。

(
川
門
〉
深
瀬
忠
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
定
法
審
査
院
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
四
回
号
、
三
五
頁
、
広
宮

-
U
C
5品
2
・
F
m去
三

52ω

宮

-
E告
2

2
母
CF件

円D
ロ
丸
二
三
-c
ロ
コ
己
・
由
。
向
山
内
山
・
一
山
田
町
・
用

w.c・
匂
・
℃
・
目
立
一
-

(
日
U
)

』

同

N
c
r
R
?
司円。日
U
C
ω
Z『一
o
E
C〈え
ω町内ハ目、ロ
5
2
r
m
ユ内
y
m・
o
-
H》
・
一
回
コ
・
℃
・
=
∞
m-

(
問
山
〉
第
四
共
和
制
憲
法
は
、
窓
法
委
民
会
の
違
憲
審
査
権
に
つ
い
て
、
そ
の
基
準
は
憲
法
令
一
体
で
は
な
く
第
一
章
か
ら
第
十
宰
迄
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し

(
九
一
条
)
、
前
文
は
逃
成
寝
介
-
の
基
準
に
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

(
げ
)
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
は
廿
定
し
て
い
る
。
宮

-
U
5
2腎
T
H
E
m
t
z
t
o
E
旬
。
吉
田
宮
2
2
e
G
E
n
-口問伸一件三
5
ロ
ロ
己
頃
守
主
回
目

y
g円
ヴ
デ
ル
も
向

様
で
あ
る
。
の
〈
止
巾
?
の
2
2
舟

母
o
z
n
c日
立
丹
三

3
5乙

2
5
2
z
p
t
o
E
3
-
E
5
5
P
3包
|
一
回
目
0

・
官
・
ご

ωア
匂
・
宝
ω
2
2
F〈-

シ
ャ
ト
ラ
ン
の
如
く
一
合
定
的
な
者
も
い
る
(
杉
原
泰
雄
、
前
掲
書
七
六
頁
〉
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
学
税
が
一
般
的
だ
と

F
3
5
3戸

は
言
う
。
「
明
白
〈
2
2
4
門
司

g
z括
ニ
口
D
E
t
E
Z
Cロ
ロ
乙
芯
m己
主
E
H
母
て
R
z
i広
口
2
5巳
ぞ
。

ιmm
℃
CC〈
DF『ω
司巳-一
E
M
n
p
H
F
U
同

ν・一回目吋・

司
・
印
U
-

述
窓
審
流
の
基
準
に
銭
法
前
文
を
含
め
る
か
否
か
の
議
論
に
お
い
て
、
消
極
的
な
論
者
の
根
拠
は
次
の
二
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
付
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
伝
統
的
に
法
作
の
合
憲
性
審
査
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
前
文
を
審
査
慕
準
か
ら
除
い
て
い
た
第
四
共
和
制
憲
法
の
あ

り
方
を
明
文
で
規
定
し
て
い
な
い
と
は
言
え
、
継
承
す
べ
き
で
あ
る
。
吋
憲
法
院
設
立
の
目
的
は
諸
権
カ
(
と
く
に
議
会
〕
の
規
制
で
あ
っ
て
、
人
権

の
擁
護
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
前
文
を
審
査
基
準
に
含
め
る
べ
き
だ
と
す
る
論
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
付
一
九
四
六
年
憲
法
の
如
く
明
示
的
に

規
定
し
て
い
な
い
以
上
こ
れ
と
呉
る
取
り
扱
い
を
す
べ
き
で
あ
る
。
同
憲
法
院
の
主
た
る
目
的
が
諸
権
力
の
規
制
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
に
人
権
保
障
の

役
割
を
も
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
結
局
い
ず
れ
の
側
の
議
論
も
憲
法
解
釈
論
で
は
な
く
い
わ
ば
政
策
論
で
あ
る
。
従
来
の
伝
統
を
破
り
、
人
権
保
障
に

つ
き
進
察
審
査
制
を
導
入
す
べ
さ
か
否
か
が
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
同
)
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
戸
司
2
2
2
2
r
H
ν
r
Eヲ
円
2
m
g邑
2
仏
含

2
5
5
E
2
5
2
-
8
5
z
z
t
Dロ
ロ
乙
二
号

-
n
p
T
甘

M

印
∞
・
こ
の

判
決
は
、
欧
州
共
同
体
の
創
設
に
伴
っ
て
、
国
が
共
同
体
に
租
税
徴
収
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
約

の
合
議
性
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
の
租
税
徴
収
権
の
譲
渡
は
、
税
は
議
会
に
よ
ら
な
け
れ
ば
徴
収
さ
れ
え
な
い
、
と
す
る
一
七
八
九

年
人
権
宣
一
言
問
一
四
条
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
憲
法
院
は
「
憲
法
を
、
と
く
に
そ
の
前
文
及
び
五
三
条
、
五
四
条
及
び

六
二
条
を
思
料
し
て
」
と
定
法
前
文
を
審
査
基
準
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
問
題
の
条
約
は
「
憲
法
に
違
反
す
る
条
項
を
含
ん
で
い
な
い
」
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と
し
た
。
え
・
「
明
ω〈
O
B
口
己
「

-EMF-Hヲ
C
唱・

2
丹・暗唱・
N

宝・

(
川
口
〉
一
九
七
二
年
度
予
算
法
六
二
条
は
税
務
所
に
よ
る
税
額
査
定
を
定
め
る
租
税
一
般
法
一
八

O
条
に
次
の
条
項
を
付
加
し
た
。

「
も
し
納
税
義
務
者
が
、
税
務
判
事
(
』
口
問
。
母
-
、

5
1
C
の
統
制
の
下
に
、
情
況
か
ら
判
断
し
て
、
違
法
又
は
秘
密
の
収
入
の
存
在
又
は
税
の
正

常
な
支
払
を
免
れ
る
行
動
の
存
在
を
推
定
し
え
な
い
こ
と
を
証
明
し
且
つ
税
の
基
礎
に
な
る
金
額
が
収
入
に
対
す
る
課
税
の
早
見
表
の
最
後
の
段
階
の

五
O
%を
越
え
な
い
な
ら
ば
、
(
租
税
一
般
法
一
八

O
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
)
納
税
義
務
者
は
こ
の
地
位
に
基
い
て
、
割
り
当
て
ら
れ
る
負
担
の

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
傍
点
筆
者
)
。
傍
点
部
分
が
多
額
納
税
者
を
不
利
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
問
題
が
生
じ
た
。

こ
の
法
作
の
制
定
の
事
情
に
つ
い
て
、
「

EF--ヲ
ピ
宮
ユ
含
含

2
己
主
m
2
2の
か
宮
ニ
。

g
=
E
-
2
5去
三
F
E
E
-
-
m
-
U
H
Y
一国立・

3

印
宝
|
日
山
・
こ
の
た
び
も
元
老
院
議
長
が
提
訴
し
た
。

(
却
〉
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
「
司
2
2
2
2
F
2正
予
「
2
四
日
邑

2
L常
E
D
E
L
E
n
o口百ニ

2
5
c
z
t
O
E
O
-
℃
・
宝
Q

に
よ
る
。

(
引
〉
こ
の
窓
法
改
正
に
つ
い
て
は
「
司
2
2
2
2
「

Ed--石・

5
3
2
A
5
2
5
t
z
t
O
E
O
-
2
百円一。ョ
g
g
F
E
片山口
2
5
0
w
H
P
0・
句
・
一
回
三
唱

官
一
吋
印
.

(
幻
〉
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
「
司
2
2
2
2
F・
2
己
予
r
m
q
g
L
m民

L
2
2
5
5
L
Z
S
E
E
-
g
=住
吉
片
岡

g
=乙
司
・

ω
巴・
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E命

第
一
牢
の
ま
と
め

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
九

O
一
年
の
結
社
法
が
、

政
党
及
び
結
社
の
権
利
を
保
障
す
る
権
利
章
典
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い

る
。
し
か
し
一
九

O
一
年
法
が
権
利
章
典
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
い
さ
さ
か
複
雑
で
あ
る
。

第
一
に
、
一
九

O
一
年
法
は
通
常
の
法
律
に
す
ぎ
ず
、
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
の
規
定
及
び
国
務
院
、
憲
法
院
の
法
の
運
用
に
よ
っ
て
、

通
常
の
法
律
に
ま
さ
る
い
わ
ば
憲
法
的
法
律
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
第
二
に
一
九

O
一
年
法
の
内
容
が
必
ず
し
も
全
面
的
に

結
社
の
自
由
を
認
め
且
つ
保
障
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
。

付
第
一
の
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
権
保
障
の
あ
り
方
に
起
因
す
る
。
第
四
、
第
五
共
和
制
憲
法
は
日
本
国
憲
法
第
三
章
の
よ
う

な
形
で
人
権
規
定
を
列
挙
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
と
ら
ず
、
そ
の
前
文
に
権
利
宜
言
を
置
い
て
い
た
。
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
は
国
が
尊



重
す
べ
き
人
権
と
し
て
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
原
理
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
掲
げ
た
が
、
国
務
院
は
後
に
一
九

O
一
年
法

の
結
社
の
白
白
は
こ
れ
に
入
る
と
し
た
こ
九
五
六
年
七
月
十
一
日
の
判
決
)
。
第
五
共
和
制
憲
法
は
第
四
共
和
制
憲
法
の
前
文
を
承
継
す

る
と
い
う
態
皮
を
と
っ
た
か
ら
事
態
は
第
四
共
和
制
憲
法
下
と
同
じ
で
あ
る
が
、

一
九
五
八
年
憲
法
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
院
の
最
近
の
判

例
が
結
社
の
自
由
が
「
窓
法
的
な
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
怠
味
を
強
化
し
た
。
即
ち
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
、
憲
法
院
は
、
「
法

的
権
能
の
獲
得
の
た
め
に
、

司
法
官
憲
に
よ
る
結
社
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
事
前
の
統
制
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
る

手
続
」
を
設
け
よ
う
と
し
た
新
法
の
合
憲
性
を
審
査
し
、
新
法
を
違
憲
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。

か
く
し
て
一
九

O
一
年
法
に
よ
っ
て
保

陣
さ
れ
た
「
結
社
の

'H由
」
は
、

こ
れ
に
抵
触
す
る
法
律
の
成
立
を
阻
止
す
る
効
力
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
一
九

O
一
年
訟
は
成
立
の
事
情
及
び
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
結
社
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

の
白
由
を
全
一
面
的
に
認
め
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
も
な
い
。

一
九

O
一
年
法
は
結
社
の
自
由
を
求
め
る
世
論
の
要
請
と
結
社
が
強
大
な
存

け

在
に
な
る
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
警
戒
の
念
が
か
ら
み
あ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
同
法
は
結
社
が
自
由
に
設
立
し
う
る
こ
と

フランス憲法における政党の地位

を
立
一
日
目
し
且
つ
結
社
結
成
に
つ
き
許
可
制
を
定
め
て
い
た
刑
法
二
九
一
条
を
廃
止
し
た
反
面
、

結
社
の
法
的
能
力
を
厳
格
に
制
限
し
た
。

即
ふ
り
川
県
日
胞
の
結
社
に
対
し
て
は
結
社
の
民
事
上
の
能
力
を
全
面
的
に
否
定
し
脳
出
を
な
し
た
結
社
に
対
し
て
も
民
事
上
の
能
力
を
厳
格
に

制
限
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
九

O
一
年
法
が
結
社
の

rU由
を
保
障
す
る
章
典
だ
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、

司
法
裁
判
所
及
び
国
務
院
が

国
民
の
白
白
を
拡
大
・
強
化
す
る
方
向
で
同
法
を
運
用
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
先
の
一
九
七
一
年
の
憲
法
院
判
決
は
こ
の
よ
う
な

司
法
裁
判
所
及
び
国
務
院
の
判
例
の
動
向
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
判
決
は
一
九

O
一
年
法
の
「
結
社
の
自
由
」

に
抵
触
す
る
法
律

を
違
憲
で
あ
る
と
立
言
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
結
社
の
自
由
」
と
は
法
文
が
当
初
意
味
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の

で
は
な
く
、

は
る
か
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

結
社

北法27(1・25)25



説

第
二
章

政
党
・
結
社
の
規
制

二u.... 
d岡

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
政
党
に
刻
す
る
規
制
を
一
般
の
結
社
に
対
す
る
規
制
と
区
別
す
る
法
制
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
故
政
党
に

対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、

一
般
の
結
社
に
対
す
る
規
制
の
中
に
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

且
つ
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
現
在
、
結
社
を
凱
制
す
る
制
度
と
し
て
三
つ
の
制
度
が
あ
る
。

一
は
一
九

O
一
年
法
が
規
定
す
る
結
社
の
民
事
上
の
能
力
の

制
限
制
度
、
二
は
一
九

O
一
年
法
が
規
定
す
る
司
法
裁
判
所
に
よ
る
違
法
な
結
社
の
解
散
の
制
度
、
三
は
一
九
三
六
年
法
が
規
定
す
る
暴
力

主
義
的
結
社
に
対
す
る
行
政
部
の
命
令
に
よ
る
結
社
の
解
散
の
制
度
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
結
社
に
対
す
る
規
制
手
段
が
実
際
に
ど
の
よ
う

に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
、
制
度
の
実
態
を
考
察
し
て
い
く
。
以
下
、

一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
の
民
事
上
の
能
力
の
制
限
(
第
一
節
〉
、

一
九

O
一
年
法
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
違
法
な
結
社
の
解
散
(
第
二
節
)
、
一
九
三
六
年
法
の
行
政
部
の
命
令
に
よ
る
結
社
の
解
散
(
第
三

節
)
の
制
民
を
順
次
検
討
し
て
い
く
。

第
一
節

一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
の
民
事
上
の
能
力
の
規
制

一
九

O
一
年
法
は
政
党
を
含
む
「
通
常
の
結
社
」
に
つ
い
て
二
つ
の
側
面
か
ら
規
制
す
る
。
ハ
円
は
民
事
上
の
能
力
の
制
限
で
あ
り
、

法
は
通
常
の
結
社
を
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
各
々
に
対
す
る
民
事
上
の
能
力
に
差
別
を
設
け
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
り
は
結
社
の
日

的
に
つ
い
て
の
制
限
で
、
同
法
は
違
法
な
結
社
に
つ
い
て
は
そ
の
設
立
契
約
が
無
効
で
あ
る
と
し
、

」
れ
を
解
散
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を

と
っ
た
。
こ
の
節
で
は
ハ
刊
の
刻
制
を
検
討
し
、
第
二
節
で
同
の
規
制
を
検
討
す
る
。

て
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
の
区
別

結
社
の
財
産
上
の
能
力

同
法
は
結
社
の
自
由
を
確
立
し
た
法
律
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
第
一
章
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

に
関
す
る
規
制
は
極
め
て
厳
し
い
。
こ
れ
は
立
法
者
が
結
社
に
対
し
て
な
お
警
戒
の
念
を
強
く
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
同
法
は
結
社

;:fUimCl ・26)26

同



を
次
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
、
各
々
の
能
力
に
差
別
を
設
け
る
と
い
う
方
法
を
則
い
た
。

加
届
出
結
社
υ

同
法
第
五
条
の
規
定
に
従
っ
て
届
出
を
な
し
た
結
社
で
あ
る
。
こ
の
種
の
結
社
は
法
的
能
力
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の

財
産
上
の
能
力
は
な
お
大
き
な
制
約
を
う
け
て
い
る
(
二
条
〉
。

同
然
阿
川
結
社
。
同
法
二
条
は
、
「
人
的
結
社

(
E印
。
己
主

5
5
r
E
g
o
-
5
2
)
は
、
許
可
も
事
前
の
届
出
も
な
し
に
、
自
由
に
形
成
さ
れ

う
る
o

し
か
し
結
社
は
第
五
条
の
規
定
に
従
っ
た
ば
あ
い
に
の
み
法
的
能
力
守
宅
日
広
吉
己
去
宮
市
〉
を
享
受
す
る
」
と
規
定
す
る
。
こ

の
法
二
条
が
い
う
、
第
五
条
に
従
っ
た
届
出
を
し
な
い
結
社
が
無
届
結
社
で
あ
る
。
無
届
の
結
社
は
法
上
は
「
法
的
能
力
」
を
み
と
め
ら

れ
て
い
な
い
が
実
際
に
は
判
例
に
よ
り
種
々
の
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

付
公
益
結
社
。
円
相
出
を
な
し
た
上
さ
ら
に
行
政
部
に
よ
っ
て
「
公
益
性
KEF-F広
匂
ロ

zzc与
を
認
め
ら
れ
た
結
社
(
一

O
条
〉
が
公
益

付

結
社
で
あ
る
。
こ
の
種
の
結
社
は
、
贈
与
や
遺
贈
を
も
受
領
し
う
る
上
、

比
し
大
幅
に
拡
大
さ
れ
る
が
、
他
国
、
公
益
結
社
と
認
め
て
も
ら
う
時
、

戸
。
&
}

う
け
る
o
公
益
結
社
と
認
め
る
の
は
故
終
的
に
は
国
務
院
で
あ
る
が
、
あ
る
結
社
に
つ
い
て
そ
れ
が
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
る
か
否
か

に
つ
い
て
の
内
務
大
医
の
判
断
は
「
自
由
裁
量
的
」
な
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
国
務
院
は
、

不
動
産
を
も
所
有
し
う
る
な
ど
財
産
上
の
権
能
は
届
出
結
社
に

さ
ら
に
は
そ
の
後
も
、
行
政
庁
(
内
務
省
)
の
大
幅
な
干
渉
を

フランス策法における政党の地位

公
益
結
社
と
認
め
る
た
め
の
前
提
の
要
件
と

百
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
を
擁
す
る
こ
と
、

し
て
、
届
出
結
社
と
し
て
既
に
三
年
間
活
動
し
た
こ
と
、

(

4

)

 

い
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

二
百
フ
ラ
ン
以
上
の
財
産
を
有
し
て

法
は
ど
の
よ
う
な
結
社
に
対
し
て
「
公
益
性
」
を
認
め
る
の
か
を
全
く
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
上
、
公
益
結
社
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
書

は
な
い
の
で
一
体
ど
の
よ
う
な
結
社
が
公
益
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
こ
の
公
益
結
社
は
一
般
に
よ
り
広

い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
公
益
施
設
な
Z
E
5
2
5巾
E
q
E
E
Z
℃
己

Z
Z
E
)
に
属
す
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
公
益
施
設
は
「
行
政
の

円

7
)

補
朗
者
の
如
き
外
観
を
呈
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
公
的
機
構
の
一
部
分
で
あ
る
公
施
設
な
Z
E
5巾
5
2円
七
ロ

Z
5
5
)
と
余
り
に

北法27(1・27)27
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〔

8
〉

も
類
似
し
て
い
る
た
め
向
者
を
区
別
す
る
こ
と
の
困
難
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
る
と
、
政
党

が
一
九

O
一
年
法
に
い
う
公
益
結
社
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
え
る
。

2-A 
民間

二
、
届
出
結
社
に
対
す
る
規
制

無
制
の
結
社
は
後
に
見
る
よ
う
に
、
極
端
に
そ
の
地
位
が
弱
い
こ
と
を
考
え
る
と
こ
の
届
出
結
社
こ
そ
一
般
的
な
政
党
及
び
結
社
の
存

在
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
届
出
結
社
に
は
二
つ
の
規
制
が
課
さ
れ
る
。
付
は
届
出
を
為
す
べ
き
こ
と
で
、

場
合
、
結
社
が
解
散
さ
せ
ら
れ
た
り
、
そ
の
役
員
が
罰
金
を
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
法
文
は
規
定
す
る
。
。
は
権
能
の
制
限
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
た

付

同
出
を
す
べ
き
義
務

届
出
結
社
と
な
る
た
め
に
は
一
定
の
事
項
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
出
を
な
す
べ
き
事
項
は
結
社
の
名
称
・
目
的

-
所
在
地
・
役
員
の
名
前
・
住
所
・
職
業
に
つ
い
て
で
あ
る
(
五
条
)
が
、

」
の
届
出
と
共
に
結
社
の
規
約
を
添
え
る
必
要
が
あ
る
(
五
条
)

か
ら
実
質
的
に
は
規
約
を
も
刷
出
る
こ
と
に
な
る
。
届
出
の
後
、

役
員
の
変
更
・
規
約
の
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
こ
れ
を
三
ヶ
月
以
内
に

崩
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
五
条
三
届
出
の
相
手
は
結
社
所
在
地
の
県
知
事
又
は
郡
長
官
。

5
匂

a
p円
Z
B
P
F口。ロ門町田
8
5
2乙

で
あ
る
(
五
条
〉
。

こ
の
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
ば
あ
い
の
厳
し
い
制
裁
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
「
五
条
の
規
定
に
対
す
る
違
反
の
ば
あ
い
解
散
が
宣
せ

ら
れ
う
る
」
(
七
条
二
項
〉
、
「
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
者
は
:
:
:
の
罰
金
が
課
さ
れ
る
」
(
八
条
一
項
〉
の
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。

ら
の
制
裁
規
定
は
届
出
後
の
役
員
や
規
約
に
つ
い
て
の
変
動
を
閥
出
な
か
っ
た
ば
あ
い
に
の
み
問
題
に
な
る
。
最
初
の
届
出
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
法
人
絡
が
与
え
ら
れ
ず
制
裁
の
問
題
を
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
の
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
こ
の

届
出
に
闘
す
る
厳
格
な
制
裁
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

七
条
二
項
は
五
条
違
反
の
ば
あ
い
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ

て
解
散
が
「
宜
せ
ら
れ
う
る
」
と
規
定
し
解
散
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
民
事
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
を
示
し
た
。
と
こ
ろ

;jt法27(1・28)28
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が
比
較
的
最
近
(
一
九
五
七
年
〉
、
第
三
者
に
よ
っ
て
五
条
違
反
を
岡
山
由
に
結
社
の
解
散
を
請
求
さ
れ
た
事
件
で
、
民
事
裁
判
所
は
「
結
社

が
局
出
の
後
そ
の
指
導
部

に
生
じ
た
変
化
お
よ
び
そ
の
規
約
に
も
た
ら
さ
れ
た
修
正
を
知
ら
せ
な

〈邑
B
E
F伊丹
g
z
oロ
。
戸
会
窓
口
同
志
ロ
)

か
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
こ
れ
ら
の
変
化
及
び
修
正
を
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
く
す
る
だ
け
で
あ
る
」
と
し
て

結
社
の
解
散
を
認
め
な
か
っ
た
。
ま
た
八
条
一
項
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
五
条
違
反
(
届
出
義
務
の
僻
怠
)
の
ば
あ
い
に
一
課
せ
ら
れ
る
罰

金
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
現
実
に
捕
附
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
と
い
わ
れ
る
。

∞
届
出
結
社
の
権
能
の
制
限

一
九

O
一
年
法
は
届
出
結
社
に
対
し
て
は
法
人
格
を
認
め
た
が
こ
の
種
の
結
社
の
行
為
能
力
を
厳
格
に
制
限
し
、

し
た
ο
付
訴
訟
行
為
を
な
す
こ
と
。
同
国
や
市
町
村
な
ど
か
ら
制
則
金
を
受
領
す
る
こ
と
。
日
ロ
以
下

w
l
ゅ
の
財
産
の
対
価
を
払
っ
た
上

で
の
獲
得
・
所
有
。
仰
メ
ン
バ
ー
の
分
担
金

(
g
t
z
t
oロ
)
及
び
こ
の
分
担
金
に
代
る
五

0
0
フ
ラ
ン
以
下
の
免
除
金 以
下
の
行
為
に
限
定

(
叶
同
ロ

7
伊
丹
)
、

(C布

結
社
の
管
理
及
び
メ
ン
バ
ー
の
集
会
に
用
い
ら
れ
る
部
屋
、

冷
結
社
の
日
的
遂
行
に
絶
対
に
す
丹
江
口
Z
B
3
4
必
要
な
不
動
産
(
以
上
向

付

法
六
条
)
。

フラ γス憲法における政党の地位

こ
の
厳
格
な
結
社
の
権
能
の
制
限
は
、
法
の
運
用
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
緩
和
さ
れ
た
の
分
担
金
に
代
る
免
除
金
に
つ
い
て
は
五

0
0
フ
ラ

ン
以
下
と
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
が
分
担
金
に
つ
い
て
は
制
限
規
定
が
お
か
れ
て
い
な
い
。
分
担
金
に
代
る
免
除
金
を
制
限
し
た
の
は
、

贈
与
の
受
領
を
禁
じ
た
の
と
同
じ
く
、

結
社
財
産
を
制
限
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
分
担
金
自
体
も
五

0
0
フ
ラ
ン
以
下
に

制
限
さ
れ
る
と
見
る
万
が
筋
が
と
お
る
。

し
か
し
実
際
は
、
分
担
金
が
五

0
0
フ
ラ
ン
を
超
え
て
も
、
そ
れ
が
分
担
金
と
し
て
毎
年
一
回

以
上
支
払
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
領
す
る
こ
と
は
適
法
と
解
さ
れ
て
い
る
。
無
料
で
の
財
物
の
獲
得
は
許
さ
れ
な
い
が
、
対
価
を
払
つ

北法27(1・29)29

た
上
で
の
獲
得
は
斤
さ
れ
る
。
終
身
年
金
を
第
三
者
に
与
え
る
と
い
う
条
件
で
こ
の
者
か
ら
金
銭
を
受
領
す
る
こ
と
は
適
法
だ
と
し
た
判

例
が
あ
一
切
o

不
動
産
の
所
有
に
つ
い
て
は
届
出
結
社
に
は
大
き
な
制
限
が
課
さ
れ
て
い
て
、
結
社
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
「
絶
対
に
」



説

必
要
な
不
動
産
し
か
所
有
し
え
な
い
。
無
償
の
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
施
物
(
2
5心
ロ
巾
)
お
よ
び
義
損
金

(
S
E巾
口
広
)

;[ヒrJ;27(l・30)30
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uffU 

募
金
(
宮
公
開
)
、
施
物
の
売
却
、
献
金
箱
に
由
来
す
る
収
入
は
贈
与
と
は
見
な
さ
れ
な
い
か
ら
こ
れ
ら
の
受
領
は
適
法
だ
と
し
た
判
例
が
あ

る
。
若
干
の
特
別
な
立
法
は
同
出
結
社
の
財
産
権
能
を
拡
大
し
た
。

二
、
無
屈
の
結
社
に
対
す
る
規
制

一
九

O
一
年
法
二
条
は
結
社
の
設
立
の
自
由
を
宣
言
し
た
が
同
時
に
、
「
し
か
し
第
五
条
(
回
出
の
規
定
)
の
規
定
に
従
う
ば
あ
い
し
か

法
的
能
力
(
門
戸
宮
内
F

広
]
ロ
ユ
含
〔
吉
町
)
を
享
受
し
え
な
い
し
、
と
厳
し
い
但
し
書
き
を
付
け
加
え
た
o

」
れ
は
結
社
の
設
立
を
禁
止
し
は
し
な

い
が
、
設
立
さ
れ
た
結
社
の
法
人
格
を
み
と
め
な
い
こ
と
を
芯
叶
旅
す
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
、
結
社
は
「
何
物
も
所
有
し
え

ず
、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
設
立
の
自
由
は
認
め
る
が
一
切
の
財
産
の
所
有
を
認
め
ず
、
法
人
格

を
認
め
な
い
、
と
す
る
こ
と
は
矛
円
で
あ
り
、
法
の
こ
の
厳
格
さ
は
実
際
に
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
は
し
な
い
。
政
府
は
法
律
施
行
の
直

は
や
く
も
届
出
の
な
い
結
社
に
「
最
少
限
の
権
能
」
を
認
め
る
と
の
態
度
に
出
た
と
い
わ
れ
る
。

後
に
、贈
与
又
は
遺
贈
を
受
領
す
る
こ
と
は
刷
出
結
社
に
も
什
さ
れ
な
い
か
ら
こ
の
無
屈
の
結
社
に
は
一
行
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
判
例
や
学
説

は
結
社
の
メ
ン
バ
ー
の
分
担
金
や
入
会
金
を
受
領
す
る
こ
と
は
，
け
さ
れ
る
と
し
て
い
る
し
、
有
料
で
財
産
を
獲
得
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

と
し
て
い
る
。

一
九
五
二
年
二
月
五
日
の
宗
門

Z
5
5
民
事
裁
判
所
の
判
決
は
無
届
結
社
に
「
法
人
の
住
田
に
対
す
る
権
利
」
を
認
め
た
。
こ
の
判
決

は
い
う
。
「
無
届
の
結
社
が
合
法
的
存
在
を
有
す
る
」
こ
と
が
一
九

O
一
年
法
で
承
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
会
員
の
分
担
金
の
受
領
は
否
定

無
届
の
結
社
の
法
的
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
c

さ
れ
ず
、
「
〈
最
小
限
度
の
)
財
産
に
関
す
る
全
て
の
活
動
に
つ
い
て
、

無
届
結
社
の
訴
訟
上
の
能
力
に
つ
い
て
は
二
つ
の
場
合
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
は
消
極
的
に
訴
訟
の
相
手
方
と
な
り

う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
は
積
極
的
に
訴
訟
を
挺
起
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



ハ
付
無
届
結
社
は
消
極
的
に
訴
訟
の
相
手
方
と
な
り
う
る
か
。
こ
れ
を
否
定
し
た
判
例
も
あ
っ
た
が
現
在
で
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

一
九
五
二
年
四
月
二
三
日
判
決
(
宮
2
c
民
事
裁
判
所
)
は
無
同
の
修
道
会
を
相
手
ど
っ
て
、
元
修
道
女
で
あ
っ
た
者
が
損
害
賠
償
の

請
求
を
な
し
た
訴
を
受
理
し
た
。
判
決
は
こ
う
い
っ
た
の
つ
爪
認
さ
れ
な
い
修
道
会
は
民
事
上
の
人
格
な

2
5ロ
E
E臥
n
F
5
r
)
を
有
し
な

い
と
し
て
も
、
単
な
る
事
実
上
の
結
社
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

(
E
E
S
P
-
与
F

P

Z

ロ巾

mFS志
向

2
8丘
三
百
四
H
F
P
H
C
、
且
っ
か
か
る

結
社
は
、
第
三
者
の
保
畿
の
た
め
に
、
裁
判
に
お
い
て
被
告
と
な
り
う
る
。
従
っ
て
第
三
者
は
結
社
に
対
し
て
主
張
し
う
る
権
利
が
あ
る

時
、
結
社
の
機
関
の
人
物
を
指
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
社
に
対
す
る
訴
を
な
し
う
る
。

の
縞
成
の
欠
陥
(
三
円
巾

r
z
g
B
E
E
F。
ロ
)
を
主
張
し
え
な
い
」
。

」
の
場
合
結
社
は
訴
え
を
免
れ
る
た
め
に
結
社

付

一
九
五
三
年
二
月
二
日
判
決
(
列
2
5
2
控
訴
院
)
も
こ
れ
と
全

く
同
じ
方
向
で
前
可
を
受
け
ず
に
設
立
さ
れ
た
修
道
会
に
対
す
る
訴
を
受
理
し
た
。

ω無
届
結
社
は
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
厳
格
に
は
こ
の
問
題
は
二
つ
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
裁
判
所

に
訴
を
提
起
す
る
の
と
、
行
政
裁
判
所
に
訴
を
提
起
す
る
の
と
で
は
少
し
く
事
情
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

先
ず
民
事
裁
判
所
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
。
判
例
の
態
度
は
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
二
つ
の
事
件

の
判
決
で
裁
判
所
は
一
九

O
一
年
法
六
条
及
び
五
条
の
解
釈
か
ら
無
同
の
結
社
が
出
訴
し
え
な
い
の
は
自
明
だ
と
の
態
度
を
と
っ
た
。
一

九

O
一
年
法
が
、
「
六
条
に
規
定
さ
れ
た
法
律
上
の
能
力
を
件
ょ
う
と
す
る
全
て
の
結
社
は
届
出
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
五
条
)
、

「
規
川
に
従
っ
て
届
出
が
な
さ
れ
た
全
て
の
結
社
は
特
別
な
行
可
な
し
に
、
訴
を
提
起
す
る
こ
と
:
:
:
が
で
き
る
」
(
六
条
)
と
規
定
し
て

い
る
以
上
、
裁
判
所
が
い
か
に
法
文
の
柔
軟
な
解
釈
を
は
か
っ
た
と
し
て
も
、
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無
届
結
社
に
対
し
て
訴
を
提
起
す
る
権
能
を
認
め
え
な
い

の
は
当
然
と
い
え
る
。

無
届
結
社
が
国
務
院
に
対
し
て
越
権
訴
訟
を
な
す
権
能
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
六
九
年
十
月
一
一
二
日
の
国
務
院
の
判
決

は
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
認
め
た
。

こ
の
判
決
は
民
事
上
の
訴
を
提
起
す
る
権
能
と
行
政
行
為
を
争
う
と
こ
ろ
の
越
権
訴
訟
を
提
起
す
る
権



説

能
と
は
異
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
農
業
大
民
の
な
し
た
不
受
思
の
抗
弁
を
斥
け
た
。

一
九

O
一
年
法
が
規
定
す
る
結
社
の
民
事
上
の
能
力
の
制
限
の
制
度
の
実
態
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
こ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お

は
法
人
格
を
認
め
な
い
、

こ
う
。
同
法
の
結
社
の
民
事
上
の
能
力
に
対
す
る
規
制
は
極
め
て
厳
し
か
っ
た
。
同
法
は
結
社
を
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
無
届
結
社
に

届
出
結
社
に
は
そ
の
民
事
上
の
能
力
を
厳
格
に
制
限
す

そ
れ
故
一
切
の
権
利
能
力
・
行
為
能

M
を
認
め
な
い
、
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五命

る
、
公
益
性
を
認
め
ら
れ
た
公
益
結
社
に
は
大
幅
な
民
事
上
の
能
h
M
を
与
え
る
代
り
行
政
部
が
干
渉
す
る
と
い
う
制
度
を
設
け
た
。

の

制
度
の
下
で
政
党
は
公
益
結
社
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
船
出
結
社
か
無
崩
結
社
の
い
ず
れ
か
の
形
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

法
律
が
定
め
る
同
出
結
社
、
無
届
結
社
に
対
す
る
民
事
上
の
能
力
の
制
限
は
、
裁
判
所
な
ど
の
法
の
運
用
に
よ
っ
て
次
第
に
緩
和
さ
れ
た
。 の

法
は
届
出
結
社
に
つ
い
て
、
結
社
財
産
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
と
の
配
応
か
ら
、
会
員
の
寄
附
を
禁
止
す
る
た
め
に
、
結
社
は
会
員

か
ら
「
分
担
金
及
び
こ
の
分
担
金
に
代
る
五

0
0
フ
ラ
ン
以
下
の
免
除
金
」
だ
け
を
受
領
し
う
る
と
規
定
し
た
。
し
か
し
実
際
の
運
用
で

は
毎
年
支
払
わ
れ
る
分
担
金
な
ら
ば
五

0
0
フ
ラ
ン
を
超
え
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
o

無
届
結
社
は
法
に
よ
っ
て
一
切
の
民
事
上
の
能
力
を

否
定
さ
れ
た
が
実
際
に
は
い
ろ
い
ろ
な
権
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
o

先
ず
会
民
の
分
担
金
や
入
会
金
の
受
領
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
会
員

全
員
が
契
約
当
事
者
と
な
る
方
法
に
よ
っ
て
有
料
で
財
産
を
段
付
し
う
る
。
ま
た
判
例
は
住
居
に
つ
い
て
は
法
人
自
体
の
権
利
を
認
め
た

(
一
九
五
二
年
二
月
五
日
の
勺
今

2
5戸
阿
民
事
裁
判
所
)
。
訴
訟
当
事
者
と
な
る
能
力
に
つ
い
て
も
権
能
が
拡
大
さ
れ
た
o

判
例
は
訴
訟

の
相
手
方
と
な
る
こ
と
(
一
九
五
二
年
四
月
一
一
一
一
一
日
冨

2
己
民
事
裁
判
所
、
一
九
五
三
年
二
月
二
日

m
gロ
2
控
訴
院
)
、
国
務
院
に
訴

を
提
起
す
る
こ
と
(
一
九
六
九
年
十
月
一
一
一
一
日
)
に
つ
い
て
は
細
川
同
結
社
に
も
そ
の
資
格
を
認
め
た
。
し
か
し
司
法
裁
判
所
に
訴
を
提
起

す
る
権
能
は
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
一
九

O
一
年
法
の
無
川
結
社
に
対
す
る
法
人
格
否
定
の
規
定
が
生
き
て
い
る
と
い
え

ヲ

Q

Qr¥ 

¥J  

公
続
的
任
の
財
斥
上
の
は
仰
能
の
制
以
と
し
て
は
、
結
川
刊
の
川
的
に
不
必
要
な
不
動
斥
は
所
有
し
え
な
い
、
結
引
の
保
有
す
る
有
価
証
券
ば
記
名
式
の



十サ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
両
者
と
も
一
二
条
)
、
と
の
制
限
だ
け
で
あ
る
。

(
2〉
行
政
部
は
ど
ん
な
形
で
公
益
結
任
を
統
制
す
る
か
。
先
ず
内
務
省
は
「
公
益
性
」
を
認
め
る
に
先
立
っ
て
給
付
の
前
年
度
の
会
一
社
報
告
及
び
財
務
状

態
の
報
告
書
を
提
出
せ
し
め
て
こ
れ
を
審
査
す
る
。
第
二
に
、
結
社
が
「
公
益
性
」
の
承
認
を
要
求
す
る
ば
あ
い
、
そ
の
規
約
に
、
行
政
部
の
請
求
に

応
じ
て
帳
簿
や
報
告
書
を
提
出
す
る
と
い
う
型
で
行
政
邪
の
監
2

仮
に
服
す
る
旨
の
「
自
発
的
な
誓
約
」
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、
こ
の

誓
約
に
基
い
亡
、
行
政
部
は
毎
年
公
益
結
社
の
報
行
h

討
を
審
査
す
る
。
吋
-
U
E
N
え
の
・
。
。
rミ
円
。
，
吋
吋
己
芯
母
丘
一
円
C
Z
邑
E-Eω
同

E
E
-
ピ

F
5
-。

ロ丘一
c
p
-
U印
M
-

七
-
m
O
M
-

(
3
)

河
∞
同
一
任
命
デ
〉
臣
c
n
E
C
0
2
2
a
E
-
E
F
M
。

b
P
L
u
g
-
H
W
ι
5
0
B
ω

何
』
・
「
・

ζ
g
zーのミ一
P
つ
お
唱
え
一
口
一
-

(
4
)
何
回
ユ
ロ
7
2・
〉
2
0門
広
三
0
5
2
aロ門
P
E
g
-
c官
-
2寸
・
七
・
合
唱
え

uuア

(
5
)

一
九

O
一
年
七
月
一
日
法
も
そ
の
施
行
法
で
あ
る
一
九

O
一
年
八
バ
一
六
日
の
デ
ク
レ
(
ロ
石
口
ア
℃
-
G
N・
こ
の
八
条
か
ら
一
一
一
一
条
が
公
益
結
社

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
)
も
ど
の
よ
う
な
白
的
を
も
っ
結
社
に
対
し
て
公
益
性
を
認
め
る
か
を
規
定
し
℃
い
な
い
。

(
6
)
ζ
・
巧
∞
一

-
5
4
d
E芯

E
E
g
g
-
2
牢
舎
与
え
ヨ
ロ
Z
E
E
-
目。

E

C

Z
目
見
合
同
N
3
5
-
F
a
-
-
u日
・
℃
-
Mミ
l
Mお
・
ワ
リ
l
ヌ

に
よ
れ
ば
公
益
結
社
の
他
に
「
公
益
性
を
み
と
め
ら
れ
た
」
立
助
会

(
5
2
b広
ヨ
己
E
-
z
g
)
や
基
金
公
D
口
去
三
oる
な
ど
が
ニ
の
公
益
施
設
に
入

る
と
さ
れ
る
。
江
田
Y
U
Z
2
2
の
目
。
。
広
三
ク
吋
E
E品
分

L
E
X
え
ヨ
5
2
tえ
ん
デ
ピ

σ
E
E日
ロ
と

-CNe
一泊印
N-
甘・

2
0
・

(
7
)
匂

-
U
5
N
え

0
・
0叩
rovベク

C百・

2件
J
-
v
・田口
0
2
田口一-

(
8
)
神
谷
間
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
併
究
」
、
有
斐
閥
、
昭
和
四

O
ん
午
、
二
八
六
一
員
以
下
。
同
・
勺
・

ω
Z
Z
門毛
2
-
2
・
ピ
壬
a
g
a
-
s
ι
2
5
a
z
p
H
t
c
g

同

E
Z
F
A
Z
2
2
L
2
5
m
t
7
-
5口問問尚一〈品。
ω
2
d
L
M
1
2丹
{
日
=
2
7
「
・
。
・

0
・
h
・
-uuu-
司
・
吋
問
。
丹

ω
E〈・

(
9
)

届
出
の
内
容
及
び
規
約
に
つ
い
て
一
般
人
も
こ
れ
を
知
る
権
利
が
あ
る
と
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
こ
九

O
一
年
八
月
一
六
日
の
デ
ク
レ
二
条
)
。

こ
れ
は
結
社
を
国
民
の
監
悦
の
下
に
お
こ
う
と
す
る
態
度
を
一
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
立
法
者
の
結
社
に
対
す
る
警
戒
の
念
が
見
ら
れ
る
。

(
叩

)

3

E

m守
口
Z
M
S
E
E
L
-
s一
忠
岡
山
田
牛
お
と
ltωonEMM芯
と

HULMEア
ω
D
n
E
E
q
の
聞
の
争
い
に
閲
す
る
一
九
五
七
年
の
判
決
が
そ
れ
で
あ

る
。
後
者
が
(
反
訴
と
し
て
こ
九

O
一
年
法
七
条
二
項
に
基
主
、
前
者
が
一
九
一
五
年
の
届
出
を
な
し
て
以
来
こ
の
日
迄
規
約
の
修
正
・
指
導
部
の
変

更
を
届
出
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
そ
の
解
散
を
求
め
た
。
(
こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
判
例
集
に
な
い
の
で
冨
・
河
・
同
Z
5
5ケ
C

匂
・
己
丹
J

司・

一NN
に
よ
る
)

o

こ
の
事
件
で
裁
判
所
は
、
「
居
川
を
な
し
た
結
社
が
届
出
の
後
、
そ
の
え
5
5
5丹
sto-H
叉
は
門
戸
M
5
2
5ロ
に
生
じ
た
変
化
及
び
そ

の
規
約
に
も
た
ら
さ
れ
た
修
正
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
そ
の
結
社
の
法
上
の
能
力
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
作
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説

為
は
単
に
こ
れ
ら
の
変
化
及
び
修
正
を
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
く
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」
、
と
の
判
断
を
下
し
た
。
、
『
ユ
ゲ
・
。
同
〈

ヨ
母
国
一
国
印
吋
・

0
・
-
U
印吋・

ω
0
5
5
2『

gs-

(
日
)
宮
-
M
N

・
関
7
2
丹g
f
o
-
)
立件
-w

ち・一
M
A
-

(口〉

M
N

・
切
口
円
}

M

m

グ

D
H
U
-
n
』丹
J

可
吋
印
・

(内川

)
(
u
g
s
t
g・
-
u
p〈
一
回
ω
印・

ω'
一
U
8
・
7
-
2
・
ロ
-
E

一
u
g
-
-吋∞・

(
川
門
)
閉
山
・
∞
ユ
円
Y
Z
は
許
さ
れ
る
例
と
し
て
、
孤
児
な
ど
の
た
め
の
林
間
学
校
を
仕
事
と
す
る
結
社
の
子
供
の
収
容
の
た
め
の
土
地
、
文
化
団
体
に
つ
い

て
の
映
画
館
な
ど
を
あ
げ
る
。
問
-
∞
ユ

n
y
F
〉

ω
ω
c
n
E
5
5
2
e
E
M
E
g
-
-℃・

n-7
℃・∞
0

・

(

同

)

(

リ

-
H
W
-
N
m

ミ
ユ
一
一
U

N

P

O

司
一
U
N
U
・
ω口
ω
・

(
陥
)
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
宙
者
の
救
済
を
め
ざ
す
結
社
に
つ
い
て
の
一
九
二
九
年
十
一
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
及
び

一
九
四

O
年
八
月
八
日
の
ア
レ
テ
、
個
人
の
慈
善
事
業
に
つ
い
て
の
一
九
一
一
一
一
一
一
年
一
月
一
四
日
法
、
一
九
三
八
年
六
月
一
七
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
な
ど

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
別
法
に
よ
っ
て
こ
の
種
の
脂
山
結
社
は
大
き
な
財
産
上
の
権
能
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
己
・
何
回
ユ
与
え
・

8
-
n
-
7
官・

8
l

∞印・

(
行
〉
政
党
が
無
届
の
結
社
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
急
進
社
会
党
(
『

F
E
宗
吉
Z
5
5
m
&
5一
2
F
L
Eア
ω
R
E
E乙
は

そ
の
形
成
後
一
九
一
五
年
に
至
る
ま
で
届
出
を
し
な
か
っ
た
。

ζ
・
戸
以
Z
E
B
-
-
毛・

2
7
匂
お
・

(
m
m
〉
の
・
回
日
仏
め

E-
円、
2
r
r
-
O門
広
間
宮
2
5
c
m
F
8
・
門
広
咽
℃
一
∞
印
・

(
ゆ
)
一
九

O
二
年
二
月
一
一
一
日
、
首
相
ワ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
冨

E
n
Z
県
知
事
に
送
っ
た
「
急
送
公
文
書
」
(
伝
閉
め
の
「
&
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と

い
う
。

ζ
m
-
宍

ZF丹ヨケ
C
可
-
n
-
円'
w

円》・

ω
N
・

(
却
)
無
届
結
社
は
贈
与
を
受
領
し
え
な
い
と
し
た
一
九
二
五
年
十
二
月
二
四
日
の
判
決
が
あ
る
。
事
件
は
、
あ
る
無
間
の
音
楽
団
体

(
S
〉
と
そ
の
会
員

(
F
)
の
聞
の
楽
週
間
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。

F
が
か
つ
て
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
属
す
る
重
要
な
楽
譜
を
こ
の
団
体
の
け
い
こ
場
の
あ

る
部
屋
に
も
っ
て
来
て
置
い
て
お
い
た
。

(
F
が
こ
の
楽
訴
の
所
有
権
を
結
社
に
移
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
判
決
は
認
定
し
て
い
な
い
〉
o
F
が
こ

の
楽
譜
の
所
有
権
を
主
張
し
て
仮
差
押
え

(
E
E
?
E
S
E
-
B
Z
Q
E
)
を
な
し
た
。
結
論
と
し
て
判
決
は
F
の
所
有
権
を
認
め
彼
が
な
し
た
仮
差
押
え

を
有
効
だ
と
し
た
が
そ
の
理
由
と
し
て
こ
う
一
一
一
一
口
っ
た
。

「
一
九

O
一
年
七
月
一
日
以
後
こ
の
結
社
は
有
効
に
贈
与
を
受
領
し
え
な
い
。

F
が
も
っ
て
来
た
楽
譜
は
、
た
と
え
手
渡
し
の
贈
与

2
0
5
5
E
5
5
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H
o
-
m
w
ω
巾
F

ロ
0
・
N
〕
可

論



E
4
1
 

が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
結
社
の
所
有
物
に
な
り
え
な
い
。
」
(
吋
ユ
ゲ
己
〈
-
P
X
R
r
E
g
P
0・
E

石
川
町
・
∞
印
)

(
引
)
一
九

O
四
年
、
当
時
の
同
繭
尚
書
ぐ
丘
一
品
は
議
会
で
、
無
届
結
仕
に
つ
い
て
分
担
金
の
受
領
を
許
す
こ
と
を
前
従
と
し
た
発
一
汗
を
な
し
て
い
る
o
H
F

∞ユ円
Y
2・
〉
担
。
己
主

5
2
m
Z
ω

ヨL
Eぇ
P
C唱の一昨
J

円
以
・
ご
・
ロ
。
一
日
∞
・
「

ωち
ん
釦
阻
は
無
屈
の
結
社
、
が
分
担
金
を
受
領
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
学
説

・
判
例
が
一
般
的
に
認
め
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
円
-
r
z
m
-
c
n
g
L
主
D
口
百
円
正
五
5
内
山

2
r
F
g
m
L
2
2
5己
主

5
5
5
2
L
4
η
古
芯

2
・
H
N
2
5

3
5
2『
E
r
r
ι
3
-
円
2
2
ア
一
回
ωU
‘
下
町
吋

l
m∞
・
こ
れ
を
み
と
め
た
判
例
と
し
て
た
と
え
ば

F
5
1
4
J
ミ

E
〈-一山一

ω
-
P
N
E一-一山一
ω-

N
g
?
が
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
方
法
と
し
て
は
結
社
r

日
体
は
法
人
格
が
な
く
契
約
の
当
事
者
と
な
り
え
な
い
か
ら
、
結
社
の
メ
ン
バ
ー
全
民
が
契
約
を
な
す
か
、
叉
は
一
人
が
メ

ソ
パ
1
4
1
日
目
の
受
託
お
と
し
て
契
約
を
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。

ζ-HN・同州
Z
Eロケ

C古
己
ア
コ
・

2
・
n「・
-
N
-
F
R
7
2・
8
‘三件
J

同y
吋
M-
口
。
一
四
一
-

(
お
)
、
『
ユ
ゲ
・
門
戸
〈
'
T
F司

2
5
5
a
印
{
雪
一
回
印
M・
2
5
2
n
ω
2
2
0
2
}
C
E
F
E
F
E
S
S
E
5
5
F
』・

(U-Hν
・一回印
N
』・

3
∞
N・
建
物
の
所
有
者

P
が
共
広
党
の
支
部
に
対
し
て
、
非
日
利
的
法
人
の
住
婦
の
権
利
の
保
護
を
定
め
た
一
九
四
八
年
九
月
一
日
法
八
条
を
適
用
し
て
、
共
産
党
支
部
の
居
住

を
認
め
た
調
停
判
事
の
決
定
(
三

%
3
2
3を
争
っ
て
上
訴
し
た
事
件
。
結
論
か
ら
言
う
と
判
決
は
調
停
判
事
の
判
断
を
正
当
と
し
P
の
主
張
を
斥
け
た

が
、
無
屈
紡
托
の
法
作
行
為
を
為
す
能
力
を
積
極
的
に
認
め
る
方
向
を
示
し
た
。
そ
の
要
旨
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
「
控
訴
人
に
よ
る
と
無
届
の
結

社
は
何
ら
の
法
的
能
力
(
E宮
司
王

]
Z
2
ι
5
5
)
を
享
受
し
え
な
い
と
言
う
。
し
か
し
無
届
結
社
が
合
法
的
存
在
(
Z
E
2
2
r向
乙
乙
を
有
す
る
こ
と

は
一
九

O
一
年
法
二
条
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
分
但
金
は
否
定
さ
れ
な
い
。
か
く
し
て
共
同
の
資
度
が
生
じ
る
が
、
結
社
の
共
同
の
資
産

が
存
在
す
る
H

}

と
は
管
理
も
ま
た
ん
円
法
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
共
同
財
産
と
し
て
は
一
般
に
動
産
と
部
屋
公
02})
と
を
含
ん
で
い
る
。

少
く
と
も
こ
れ
ら
の
財
庭
に
関
す
る
全
て
の
活
動
に
つ
い
て
は
無
凶
結
社
の
法
的
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
属
性
(
己
主
ゲ
ロ
丹
)
は
無

届
結
社
の
存
在
そ
の
も
の
に
結
び
つ
い
た
適
法
な
性
格
(
円
同
月
丹
市
再
広
岡
弘
)
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

(
刊
け
)
た
と
え
ば
吋
ユ

r
'
i〈
・
舟
円
E
E
C
F
U
B巳
一
回
印
0

・
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
花
(
引
〉
を
見
ょ
。

(
お
〉
こ
の
修
道
会
は
、
行
政
庁
の
京
認
を
え
て
い
な
か
っ
た
こ
七
を
理
由
に
、
法
人
格
が
な
く
、
訴
訟
の
相
手
方
?
に
な
り
え
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

吋
コ
『
門
戸
〈
・
牛
巾

ζ
2
F
M
ω
h百
円
一
一
}
旧
日
戸

U-
一
∞
印
ド
ム
ω一

(お

)
(
U
O己
弘
、

3
3一門{伶岡山めロロ
F

N
『含

-ug・
u-
一回印
ω
-
N
ω
?
な
お
こ
の
控
訴
審
判
決
の
第
一
審
は
、
許
可
を
受
け
ず
に
設
立
さ
れ
た
修
道
会
は

法
人
格
を
有
せ
ず
、
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
え
な
い
か
ら
、
訴
訟
行
為
を
な
し
え
な
い
、
と
い
う
理
由
で
こ
の
修
道
会
に
対
す
る
金
銭
返
還
請
求
の
訴

を
斥
け
た
。
、
】
J
F
r
・円凶〈・《

t
C
E
-
-
p
u
g巳
一
回
目

D-u・一回日一
-Nω
口
・
こ
の
控
訴
審
判
決
は
こ
の
原
判
決
に
対
す
る
控
訴
人
の
主
張
を
入
れ
た
。
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(
幻
)
一
つ
は
一
九
一
一
一
一
年
の
事
件
(
、
F
F
-
n
F〈
・
号

U
F
E
P
M四
百
ミ
・

5
2
・
ω・
3ω
一-
N

-

ム
己
。
無
届
の
結
社

2
2
3
s
z
g
《
宮
司
C
H
g

内
凶
作

F
E
-
-。
〉
が
取
引
関
係
に
あ
る
者
C
に
対
す
る
債
権
保
全
の
た
め
の
抵
当
権
を
設
定
し
、
そ
の
登
記
を
求
め
て
出
訴
し
た
事
件
。

い
ま
一
つ
は
一
九
五
九
年
の
事
件
(
叶
ユ
ゲ
口
7
ω
2
ロ
タ
ロ
仏
b

n

E
沼
・
』
・
{

U

H

M

・
5
2・
戸
ご
呂
田
)
。
四
つ
の
無
届
結
社
の
代
表
者
、
が
パ
リ

警
察
長
官
が
な
し
た
各
結
托
の
小
冊
子
の
押
収
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
訴
を
民
事
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
こ
の
判
決
は
無

届
結
社
の
メ
ン
バ
ー
が
個
人
の
資
格
で
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
「
同
一
グ
ル
ー
プ
の
他
の
メ

γ
パ
ー
を
代
表
す
る
」
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

し
た
。

(
お
〉
原
告
は
デ
ュ
ラ
ン
ス
河
運
河
保
全
組
合
と
い
う
無
崩
結
社
と
個
人
B
氏
。
こ
の
事
件
は
原
告
が
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
地
方
の
運
河
及
び
デ
ュ
ラ
ン
ス
河
一

帯
の
水
力
施
設
及
び
段
業
施
設
の
建
設
許
可
を
与
え
た
デ
ク
レ
の
無
効
を
訴
え
た
行
政
訴
訟
で
あ
る
の
農
業
大
限
は
原
告
結
社
が
無
屈
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
不
受
理
の
抗
弁
を
な
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
国
務
院
は
次
の
よ
う
に
判
回
国
し
た
。

「
一
九

O
一
年
七
月
一
円
法
二
条
の
『
結
社
は
汗
可
な
し
に
、
事
前
の
届
出
な
し
に
自
由
に
結
成
さ
れ
う
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
思
料
し
て
、
そ
れ

故
、
結
社
は
周
山
山
、
が
な
い
ば
あ
い
に
も
合
法
的
な
存
在
を
主
仮
し
う
る
こ
と
を
思
料
し
て
、
同
法
五
条
及
び
六
条
を
適
用
し
て
、
届
出
の
な
い
結
社
は

金
銭
上
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
に
出
訴
す
る
権
能
を
有
し
な
い
と
し
て
も
、
届
出
の
欠
除
は
合
法
的
に
つ
く
ら
れ
た
全
て
の
結
社
が
権
限
総
越
の
訴

訟
の
方
法
に
よ
っ
て
、
結
社
が
機
護
す
る
任
務
を
負
っ
て
い
る
利
益
を
侵
害
す
る
行
政
行
為
の
適
法
性
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
資
格
を
も
つ
こ

と
に
対
し
て
障
害
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
思
料
し
て
、
決
世
北
大
臣
が
デ
ュ
ラ
ン
ス
河
運
河
保
4
1
組
合
と
呼
ば
れ
る
結
社
に
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
デ
ク

レ
の
無
効
を
要
求
す
る
資
格
が
必
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
。
」
の
回
目

ω
一
2
ゲ
一

u
s
-
r
g
p
℃

品

目

プ

論

第
二
節

一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
の
解
散

一
、
規
制
の
対
象
と
な
る
違
法
な
結
社

一
九

O
一
年
法
は
結
社
は
「
自
白
に
設
立
さ
れ
う
る
」
(
二
条
)
と
宣
言
し
た
が
、
全
ゆ
る
結
社
の
存
在
を
許
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
違

法
な
結
社
は
「
無
効
」
で
あ
る
(
一
一
一
条
)
と
し
、
「
無
効
の
場
合
に
は
」
、
民
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
「
(
結
社
の
)
解
散
が
宣
せ
ら
れ
る
」
(
七

条
)
旨
規
定
し
た
。
違
法
な
結
社
を
「
無
効
」
で
あ
る
と
し
た
の
は
結
社
を
も
っ
て
、
「
結
社
契
約
」
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
同
法
の
い
う
違
法
な
結
社
と
は
、
法
文
に
従
え
ば
「
違
法
な
原
因
に
基
き
又
は
違
法
な
目
的
を
有
す
る
結
社
、

即
ち
法
律
・
普

北W27Cl・36)36



良
な
風
俗
に
民
す
る
原
因
又
は
目
的
を
有
す
る
結
社
又
は
国
家
領
土
の
完
全
性
及
び
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
結
社
」
(
一
一
一
条
)
で
あ
る
。
要
す
る
に
三
条
前
段
の
い
う
違
法
な
目
的
(
又
は
原
因
)
を
も
つ
も
の
と
同
条
後
段
の
い
う
国
家
領
土

の
完
全
性
及
び
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
い
う
こ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
が
「
無
効
」
な
も
の
と

し
て
解
散
さ
せ
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
は
一
九

O
一
年
法
の
違
法
な
結
社
の
解
散
の
制
度
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
し
て

い
な
い
げ
た
だ
一
部
の
研
究
者
は
、
三
条
後
段
の
い
う
「
国
家
領
土
の
完
全
性
及
び
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
」
結
社
の
解
散

付

に
つ
い
て
限
定
的
な
解
釈
の
方
法
に
よ
っ
て
、
解
散
の
要
件
を
よ
り
厳
格
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
彼
ら
は
三
条
後
段
に
い

う
領
土
の
完
全
性
に
対
す
る
攻
撃
や
共
和
主
義
的
形
態
に
対
す
る
攻
撃
を
「
暴
力
に
よ
る
攻
撃
」
に
限
定
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の

だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
実
益
が
な
い
。
と
い
う
の
は
現
在
で
は
後
述
の
一
九
三
六
年
法
(
一
条
三
項
〉
が
「
国
の
領

土
の
完
全
性
に
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
又
は
カ
に
よ
っ
て
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
結
社
を
行
政
権
の

命
令
で
解
散
し
う
る
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
社
に
一
九

O
一
年
法
の
制
度
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
か
ら

一
九

O
一
年
法
三
条
後
段
が
適
用
さ
れ
て
結
社
が
解
散
さ
れ
た
例
は
ど
の
文
献
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

フランス憲法における政党の地位

で
あ
る
心
事
実
、

二
、
解
散
の
手
続

第
三
条
が
「
無
効
だ
」
と
規
定
す
る
違
法
な
結
社
に
該
当
す
る
と
認
定
す
る
の
は
民
事
裁
判
所
公
江

σ
g
g
-
2
i
c
で
あ
る
(
七
条
〉
。
民

事
裁
判
所
は
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
基
い
て
判
断
す
る
。
第
七
条
は
「
第
三
条
に
規
定
さ
れ
る
無
効
の
場
合
、

判
所
に
よ
っ
て
結
社
の
解
散
が
宣
言
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
無
効
と
認
定
し
た
ば
あ
い
は
、
解
散
が
「
義
務
と
し
て
守
Z
石山
l

g町巾
B
m
E〉
宣
言
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
結
社
の
目
的
を
違
法
な
も
の
と
判
断
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
全
く
自
由
な

-
・
・
民
事
裁

北法27(1・37)37

の
だ
か
ら

l
l
こ
の
点
は
後
に
あ
げ
る
判
例
が
は
っ
き
り
と
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る

l
l
結
局
の
と
こ
ろ
結
社
を
解
散
す
べ
き
か
否
か
に
つ



説

い
て
は
、
裁
判
所
が
全
面
的
な
山
由
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

民
事
裁
判
所
の
判
例
の
動
向

手/.

d問

以
下
に
お
い
て
、
此
事
裁
判
所
の
判
決
を
、

結
社
の
目
的
が
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
解
散
を
命
じ
た
判
決
例
と
違
法
な
も
の

で
な
い
と
し
た
判
決
例
と
に
分
け
、

H
A

つ
時
代
の
古
い
順
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
例
の
動
向
を
見
て
い
こ
う
。

ω結
社
の
解
散
を
命
じ
た
判
例

裁
判
所
が
違
法
な
結
社
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
解
散
を
命
じ
た
判
決
に
は
こ
れ
を
時
代
順
に
示
す
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

卯
一
九
一

O
年
五
月
七
日
の

ω丘
三
句
乙
三
回
民
事
裁
判
所
の
判
決

「
宮
門
巾
印
門
目
白
内
向
日
己
主
と
い
う
名
の
結
社
を
対
象
と
す
る
も
の
。
こ
の
結
社
は
規
約
一
条
に
よ
れ
ば
「
公
立
初
等
学
校
に
お
い
て
カ
ト

リ
ッ
ク
の
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
の
尊
重
を
強
固
に
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
す
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
「
信
仰
に
対
す
る

攻
撃
が
あ
っ
た
ば
あ
い
」
、
教
育
活
動
に
対
し
「
監
視
守

g
q
g
t
g凶〉

及
び
要
求

(円台
-
E

自
己
5
5
)
の
形
で
、
教
師
に
対
し
て
干
渉

す
る
」
ο

ま
た
時
に
は
「
抗
議
な
B
Z
2
2
5ロ
印
)
及
び
訴
訟
守
2
5
5
8凹
ど
を
な
す
(
規
約
一

O
条
〉
と
し
て
い
る
。

判
決
は
こ
の
結
社
は
「
学
校
の
中
立
性
を
確
保
す
る
と
い
う
口
実
の
下
に
教
育
に
刻
す
る
干
渉
と
教
師
の
行
動
の
統
制
を
組
織
す
る
」

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
と
認
定
し
、
法
令
に
よ
れ
ば
教
育
の
監
倍
は
行
政
庁
の
み
が
な
し
う
る
か
ら
、

〈

5
)

を
も
っ
結
社
だ
と
し
た
。

か
か
る
結
社
は
違
法
な
目
的

伸
一
九
一

O
年
五
月
一

O
日
切
白
百
戸
日
民
事
裁
判
所
の
判
決

仰
と
同
じ
「
思
門
町
山
内

r
p
g
E巾
」
と
呼
ば
れ
る
結
社

|
1
3円
2
p
r
s
E
m
の
名
で
呼
ば
れ
、
そ
の
規
約
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
す
る

結
社
が
各
地
に
あ
っ
た
ー
ー
を
対
象
と
す
る
も
の
。

こ
の
判
決
は
、
結
社
の
規
約
一

O
条
で
こ
の
結
社
が
教
師
の
行
為
に
対
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訴
訟
を
な
す
と
し
て
い
る
こ
と
を
と
く
に

北法27(3・38)38



か
か
る
行
為
を
は
的
と
す
る
結
社
の
違
法
性
は
「
決
定
的
且
つ
明
白
だ
」
と
し
ぽ
。

内
一
九
三
四
年
一

O
月
一
七
日
の

ω
2
5
民
事
裁
判
所
の
判
決

重
視
し
、

「戸田

r
m
E
m
仏
巾
印
。
E
2
8
c
g
門
同
司
ロ

O
ロ印
n
F
2
2」
と
い
う
良
心
的
兵
役
拒
否
を
す
す
め
る
会
を
対
象
と
す
る
~
も
の
。
こ
の
会
の
指
導

者
が
書
い
た
新
聞
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
文
章
か
ら
こ
の
会
の
目
的
が
兵
役
義
務
に
対
す
る
抵
抗
を
称
讃
し
奨
励
し
組
織
す
る
こ
と
で
あ

(
7
v
 

る
と
認
定
し
、
兵
役
義
務
を
謀
す
る
法
律
に
違
反
す
る
と
し
た
。

ω結
社
の
目
的
が
違
法
な
も
の
で
は
な
い
と
し
た
判
例

他
方
結
社
の
は
的
が
違
法
で
な
い
と
し
て
結
社
の
存
続
を
許
し
た
判
決
に
は
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
o

mw
一
九
一

O
年
一
二
月
九
日
の

F
Z
民
事
裁
判
所
判
決

「
P
H
g
p
p
s
E巾
」
を
対
象
と
す
る
事
件
。
こ
の
判
決
で
は
結
社
の
目
的
は
違
法
で
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
の
論
理
の
あ
ら
す

じ
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

け

-
結
社
の
規
約
第
一
条
が
定
め
る
こ
の
結
社
の
目
的
は
違
法
な
も
の
で
は
な
い
。

フランス憲法における政党の地位

-
規
約
第
一

O
条
は
結
社
の
日
的
を
定
め
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
白
的
を
達
す
る
た
め
に
実
行
し
よ
う
と
す
る
主
要
な
手
段
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
。

-
一
九

O
一
年
法
の
立
法
者
は
「
大
幅
に
且
つ
完
全
に
自
由
な
作
品
(
立
法
ど
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
。
従
っ
て
同
法
は
立
法
者
が
懐
い

た
「
自
由
の
精
神
」
の
下
に
解
釈
さ
れ
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法27(1・39)39

-
学
校
の
監
視
を
禁
止
し
た
一
八
八
七
年
一
月
一
八
日
の
デ
ク
レ
の
規
定
は
学
校
内
の
行
動
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
9

ま
た
「
一
言
論
叉
は

出
版
に
よ
る
抗
議
」
は
法
「
一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
の
(
出
版
に
関
す
る
)
法
に
よ
っ
て
最
も
広
く
許
さ
れ
て
」
い
る
。

伸
一
九
一
八
年
七
月
二
三
日
の
破
聾
院
判
決



説

思
円
巾
叩
円
山
巾
向
田
自
己
戸
巾
を
対
象
と
す
る
も
の
。
判
決
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ωこ
の
結
社
の
目
的
は
規
約
一
条
に
よ
る
と
初
等
学
校
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
を
強
固
に
す
る
こ
と
で

~t法27(1 ・ 40)40

論

あ
る
。ωこ

の
結
社
の
目
的
は
、
初
等
教
育
に
か
ん
す
る
基
本
原
理
、
と
り
わ
け
政
教
分
離
公
巳
♀
広
)
の
原
則
の
結
果
と
し
て
の
学
校
の
中
立

性

官

2
可酔

E
臥
)
を
確
立
し
、
且
つ
信
仰
に
対
す
る
攻
撃
を
禁
止
す
る
一
八
八
二
年
一
一
一
月
二
八
日
法
の
一
条
及
び
二
条
に
適
合
す
る
。

ω上
告
は
結
社
規
約
一

O
条
を
理
由
に
結
社
の
目
的
が
違
法
な
も
の
だ
と
い
う
が
、
原
判
決
は
一

O
条
の
い
う
監
視
は
学
校
構
内
に
入

ら
ず
に
な
さ
れ
う
る
し
且
つ
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
宣
言
し
た
。

ω大
学
当
局
の
み
が
学
校
に
お
い
て
教
育
機
関
に
関
し
て
規
制
す
る
資
格
を
有
す
る
と
し
て
も
、

学
校
の
中
立
性

(
B
E
E
r片
品
)
の
以
則
に
違
反
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
権
限
を
有
す
る
官
庁
に
要
求
を
出
し
う
る
。

両
親
は
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
が

ω両
親
は
、

官
に
申
し
出
、

一
八
八

O
年
二
月
二
七
日
法
の
四
条
に
よ
っ
て
、
公
立
学
校
に
お
い
て
悪
質
な
本
公
国

4
2
5
2
F
B
E品
目
)
の
禁
止
を
検
察

そ
の
後
、
場
合
に
よ
っ
て
は
国
務
院
に
訴
を
提
起
で
き
る
。

ω教
師
が
礼
儀
当

2
2
2
5
bロ
ユ
♂
)
の
選
択
及
び
口
頭
教
訓

(-2
。B
O
B
-巾
凹
)
に
お
い
て
誤
り
を
犯
す
場
合
に
は
、
抗
議

(
F
。

Z
2
2
Z
E
)
瓦
び
訂
仙
川
(
℃

F
-
5
2
)
を
上
級
官
庁
に
提
出
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
司
法
裁
判
所
に
訴
を
提
起
で
き
る
。

開
「
結
社
規
約
一

O
条
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
監
視
の
制
度
が
、

表
面
に
現
れ
た
ば
あ
い
に
は

(
E
n
s
o
u
-巾
4
2
P
B巾
母

2
2巾
E
2
2
2
m白
E
a
宮
門
戸
、
白

F
H
O
仏
2
2
2
5∞印巾

B
S
F『
g
Z
E
F

結
社
又
は
そ
の
構
成
員
の
学
校
の
活
動
に
対
す
る
干
渉
に
よ
っ
て
、

g
x
宮
門
戸
同
戸
市
百
円

2
8
E
F
C口
合
戸
、

5
8
2
2
Eロ
CC
仏
巾
凹

g
g
g
H
F
g
E
s
r
r
R
C
Oロ
ロ
ロ
ロ
広
三
{
山
内
志

g
r〉
」
、
検
察
官
は
そ

えの
な弊
いす害
O~ の

除
去

結
社
の
解
散
を
求
め
う
る

し
か
し
か
か
る
事
態
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
今
な
さ
れ
た
解
散
の
訴
訟
を
正
当
化
し



こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
次
の
点
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

uv
上
記
切
で
示
さ
れ
た
点
、

即
ち
規
約
が
学
校
に
対
す
る
監
視
の
制
度
を
定

め
て
い
る
こ
と
自
体
で
は
結
社
の
違
法
を
言
う
に
十
分
で
な
く
、

そ
の
監
視
が
実
現
さ
れ
た
場
合

|
l判
決
は
え
ん
曲
に
こ
う
言
っ
て
い

る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
|
|
結
社
の
解
散
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

こ
の
判
決
は
一
九

O
一
年
法
が
定
め
る
解
散
の
要
件
を

よ
り
厳
格
に
鮮
す
る
こ
と
を
芯
味
す
る
。
同
法
三
条
に
よ
る
解
散
は
、
立
法
者
の
意
思
で
は
、
結
社
が
違
法
な
目
的
を
有
す
れ
ば
十
分
で
、

実
行
に
着
手
す
る
こ
と
を
裂
し
な
か
っ
た
。

こ
の
判
決
は
こ
の
従
J

削
の
解
釈
を
間
接
的
な
言
い
ま
わ
し
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
修
正
し
た

と
い
え
よ
う
。

け
一
九
五
七
年
七
月
九
日
呂
田
口
由
民
事
裁
判
所
の
判
決

「同
W
S
E
宮
門
目
、
白
円
三
。
ロ
問
。
三
日
目
巾

g
P
2
5
仏

2

5
白
-
F
m
m∞
」
(
住
宅
事
情
の
忠
い
人
々
の
た
め
に
社
会
的
活
動
を
な
す
集
団
の
意
。

以
下

E
結
社
と
略
す
る
)

と
呼
ば
れ
る
結
社
を
対
象
と
す
る
も
の
。

D
な
る
人
物
と

E
結
社
と
が
空
匝
に
な
っ
て
い
る
ア
パ
ー
ト
の
一
生
の
鍵
を
如
何
、
何
の
権
限
も
な
し
に
住
居
に
闘
っ
て
い
た

R
夫
妻
を

付

住
ま
わ
せ
た
Q

ア
n

ハ

i
ト
の
所
有
者
が
部
屋
の
明
け
渡
し
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
る
と
と
も
に
、
併
せ
て

E
結
社
の
解
散
を
求
め
た
。

フランス憲法における政党の地位

裁
判
所
は
、
原
告
が
結
祉
の
解
散
を
求
め
う
る
第
三
者
に
人
る
こ
と
に
つ
い
て
は
認
め
た
が
、

結
社
の
解
散
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

一
言
っ
て
認
め
な
か
っ
た
。

「
そ
の
結
社
の

U
的
は
当
初
は
も
っ
と
も
称
讃
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
在
解
散
を
宜
す
べ
き
理
由
は
な
い
こ
と
、

し
か
し
も

し
こ
の
結
社
の
主
任
者
が
そ
の

U
的
を
追
求
す
る
に
当
つ
て
は
本
h
M
手
段

(SF何
回
合
同
三
円
)
及
び
違
法
な
手
段
を
用
い
続
け
る
な
ら
ば
そ

の
よ
う
な
事
実
の
繰
り
返
し
の
後
に
、
結
社
が
、
当
初
の
限
度
か
ら
は
み
出
て
実
際
に
は
違
法

(
E
E
Z
)
且
つ
不
法

(
E
Sと
巾
)
な
活

動
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
一
合
か
を
決
定
す
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
」
。

骨
一
九
五
八
年
四
月
一
六
日
判
決
(
〉
コ
唱
岡
山
控
訴
院
判
決
)

北法27(1・41)41 



説

「開

S
E
E
L、R
t。
ロ
印
。
nF
白
-
巾
巾
口
問
2
6
E
-
岳山田

B
乙

前
の
け
の
事
件
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
事
件
。
川
口
の
事
件
に
お
け
る
の
と
同
一
の

-cmm印
」
と
呼
ば
れ
る
結
祉
を
対
象
と
す
る
も
の
。

てu.... 
d岡

C
が
前
記
結
社
の
長
と
し
て
行
動
し
、

不
衛
生
な
住
居
に
住
ん
で
い
た

D
の
家
族
ら
を
秘
か
に
空
い
て
い
る
ア
パ
ー
ト
に
住
ま
わ
せ

た
。
ア
パ
ー
ト
の
所
有
者
が
立
退
き
及
び
損
害
賠
償
の
支
払
を
求
め
る
と
と
も
に
前
記

E
結
社
の
解
散
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
次
の
様
に

一
言
っ
て
解
散
の
要
求
を
認
め
な
か
っ
た
。

住
居
に
困
窮
し
て
い
る
人
々
の
媒
急
避
難
が
「
個
人
の
活
動
を
許
す

」
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、

か
か
る
行
為
が
結

(巾同門戸田町吋〉」

社
の
活
動
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
か
か
る
「
集
団
的
な
、
協
議
さ
れ
た
、

組
織
的
な
活
動
を
正
当
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
口
町
田
出
口

EF同
-
m
m
E
B
2
戸、白
2
5ロ
no--巾
己
守
ク

ncロ円四円丹市
P
2
m白ロ
Z
m
m
q
z
H
H巾
白
印
由
。
己
巳

5
p
)」
o

し
か
し
「
都
市
に
お
い
て
所
有
者
が
数
年
間
ア
パ
ー
ト
を
空
室
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
は

「
回
復
を
求
め
ら
れ
て
い
る
行

為
|
|
ア
パ
ー
ト
の
不
法
占
拠
を
指
す
1
ー
を
大
幅
な
程
度
に
お
い
て
許
す
挑
発
(
官

2
0
2
2
0
5
を
構
成
す
る
。
:
・
事
情
が
こ
の
よ

う
で
あ
る
か
ら
結
社
の
無
効
を
宣
言
し
解
散
を
命
ず
る
理
由
が
な
い
」
c

け
と
同
は
同
一
の
結
社
を
め
ぐ
る
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
は
と
も
に
、
第
三
者
か
ら
出
さ
れ
た
、
結
社
の
目
的
が
違
法
な
こ
と

を
理
由
と
す
る
解
散
の
要
求
を
斥
け
た
。
住
宅
事
情
の
悪
い
人
々
の
た
め
に
空
室
の
ア
パ
ー
ト
を
無
権
限
で
占
拠
す
る
こ
と
を
援
助
す
る

活
動
を
継
続
的
に
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
開

A
E宮
内
F
2
Eロ
8
己
乙
巾
巾
口
問
2

2
吋
L
2
5白
ご
。
mm聞
と
呼
ば
れ
る
結
社
を
違
法
な
結
社

と
し
な
か
っ
た
理
由
は

け
の
判
決
で
は
、
「
そ
の
結
社
の
目
的
は
当
初
は
も
っ
と
も
称
讃
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
」
で
あ
り
、

判
決
で
は
「
組
織
的
な
(
ア
パ
ー
ト
不
法
占
拠
の
)
活
動
」
は
「
正
当
な
る
も
の
で
は
な
い
」
が
、
(
ア
パ
ー
ト
を
数
年
間
空
室
の
ま
ま
に

し
て
お
い
た
と
い
う
)
所
有
者
の
行
為
が
不
法
占
拠
に
対
す
る
「
挑
発
を
構
成
」
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
判
決
の
理

由
づ
け
は
必
ず
し
も
論
凱
的
に
筋
が
と
お
っ
た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
の
判
決
も
、
結
社
の
ア
パ
|

北法27(1・42)42

悼

の



ト
無
断
占
拠
の
援
助
と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
明
ら
か
に
違
法
な
活
動
を
な
し
て
い
る
結
社
を
も
、
違
法
な
結
社
と
し
て
解
散
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
点
が
一
九

O
一
年
法
三
条
の
解
釈
・
運
用
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
九

O
一
年
法
三
条
の
結
社
の
解
散
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
上
に
あ
げ
た
諸
々
の
判
決
は
は
っ
き
り
と
一

つ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
υ

初
刻
に
お
い
て
は
結
社
の
規
約
を
検
討
し
て
、
規
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
結
社
の
目
的
が
法
律
に
よ
っ
て

許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
た
。
こ
う
し
て
勺
守
2
舟

P
B
E
m
を
め
ぐ
る
若
干
の
判
決
は
、
こ
の
種
の
結
社
は
初
等
学

校
に
対
し
て
干
渉
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
認
定
し
、
教
育
の
監
督
は
行
政
庁
し
か
な
し
え
な
い
か
ら
、
か
か
る
こ
と
を
目
的
と

し
か
し
後
の
時
期
に
な
る
と
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
ら
な
く
な
り
、
結
社
の
解
散
を
命

す
る
結
社
は
違
法
な
も
の
だ
と
し
た
。

ず
る
こ
と
に
位
重
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
一
不
す
典
型
的
な
判
例
の
一
つ
が
可
町

2
r
r
s
E
m

二
三
日
の
破
殿
院
判
決
で
あ
る
。

に
つ
い
て
の
一
九
一
八
年
七
月

こ
の
判
決
は
規
約
が
学
校
に
対
す
る
監
視
の
制
度
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
は
結
社
の
違
法
な
こ
と
を
認

定
す
る
に
十
分
で
な
く
、

そ
の
監
視
が
現
実
に
、
結
社
又
は
結
社
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
じ
め
て
結
社
の
違
法

( ) 

が
問
題
に
な
る
と
し
た
。

一
九

O
一
年
法
の
当
初
の
趣
旨
で
は
違
法
な
行
為
を
な
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
は
直
ち
に
解
散
さ
る
べ
き

結
社
が
現
実
に
違
法
な
行
為
を
為
す
こ
と
を
解
散
の
要
件
と
し
て
い
な
い
ο

フランス憲法における政党の地位

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、

一
九
一
八
年
の
こ
の
判
決
が
結

社
の
規
約
が
違
法
な
行
為
を
為
す
こ
と
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
は
結
社
を
解
散
し
え
な
い
と
し
た
こ
と
は
、

し
た
わ
け
で
、
極
め
て
主
要
で
あ
る
。
最
近
の
二
つ
の
判
決
(
一
九
五
七
年
七
月
九
日
の

F
F
S
民
事
裁
判
所
判
決
と
一
九
五
八
年
四
月

解
散
の
要
件
を
よ
り
厳
し
く

一
六
日
の
〉
ロ
唱
同
日
純
一
昨
院
判
決
)
は
、
結
社
が
住
宅
困
窮
者
を
何
の
権
限
も
な
し
に
ア
パ
ー
ト
の
空
室
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
明
ら
か

北法27(1・43)43

に
違
法
な
行
為
を
現
実
に
為
し
た
|
|
そ
し
て

「
住
宅
事
情
の
悪
い
人
々
の
た
め
に
社
会
的
活
勤
を
な
す
集
団
」
と
の
結
社
の
名
前
か
ら

見
て
も
、

ア
パ
ー
ト
の
不
法
占
拠
を
何
度
か
為
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
ー
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
結
社
は
「
当
初
の
目
的
は

最
も
称
讃
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」
(
前
の
判
決
)
と
か
、
「
都
市
に
お
い
て
数
年
間
ア
パ
ー
ト
を
空
室
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は



説

-
(
ア
パ
ー
ト
の
不
法
占
拠
の
)
行
為
を
大
幅
な
程
度
に
お
い
て
許
す
挑
発
を
構
成
す
る
」
(
後
の
判
決
)
と
か
の
理
由
で
こ
の
結
社
は

解
散
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
司
法
裁
判
所
は
一
九

O
一
年
法
三
条
を
適
用
し
て

エ外h

a冊

結
社
の
解
散
を
命
ず
る
こ
と
に
は
極
端
に
快
重
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

北法27(1・44)44

(
1
)

い
わ
ゆ
る
巡
訟
な
結
社
が
「
無
効
で
あ
る
」
(
三
条
)
と
す
る
法
文
は
一
九
O
一
年
必
が
結
円
引
を
も
っ
て
「
結
社
契
約
」

(g口
可
己
免
自

5
2
a
5ロ
)

と
と
ら
え
た

l
l川
法
一
条
は
「
結
社
は
そ
れ
に
よ
っ
て
二
人
又
は
数
人
が
利
益
を
分
配
す
る
以
外
の
民
的
の
下
に
、
継
続
的
な
仕
方
で
そ
の
知
識
と

活
動
を
共
州
に
す
る
契
約
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
|
|
こ
と
と
関
係
し
、
逮
法
な
結
円
引
を
設
立
す
る
契
約
は
は
じ
め
か
ら
契
約
と
し
て
成
立
し
な
い
と

の
観
念
に
恭
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
九

O
一
年
法
の
下
で
は
、
違
法
な
結
社
だ
と
し
て
解
放
さ
せ
ら
れ
た
ば
あ
い
、
結
社
設
立
契

約
が
無
効
で
あ
る
ニ
と
の
法
的
効
果
が
遡
及
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
法
文
の
「
無
効
」
の
文
一
言
は
意
味
を
も
た
な
い
れ
法
文
三
条
は

「
述
訟
な
結
批
は
ほ
州
事
総
判
所
に
よ
っ
て
解
散
が
宣
せ
ら
れ
る
」
と
す
る
地
旨
と
解
し
て
よ
い
。

(
2
)

パ
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
迷
誌
な
行
為
を
為
す
こ
と
を

M
約
と
す
る
結
社
を
禁
止
す
る
と
い
う
一
般
的
な
制
度
は
な

ぃ
。
破
防
域
活
動
防
止
法
は
行
政
権
(
公
安
審
査
委
員
会
)
に
よ
る
結
社
に
対
す
る
干
渉
で
あ
る
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
求
め
れ

ば
、
む
し
ろ
後
述
の
一
九
三
六
年
法
の
制
度
に
近
い
と
思
う
が
、
こ
の
破
防
法
で
規
制
の
対
象
と
な
る
結
社
の
行
為
は
、
違
法
な
行
為
一
般
で
は
な
く

同
法
四
条
が
以

μ的
に
列
挙
し
た
犯
罪
行
為
で
あ
る
。
こ
の
破
防
法
に
つ
い
て
、
そ
の
制
定
に
反
対
す
る
声
が
つ
よ
く
、
た
め
に
同
法
二
条
の
解
釈
規

定
を
山
ぼ
く
は
め
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
違
法
な
目
的
を
も
っ
結
社
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
る

と
い
う
、
一
九

O
一
年
訟
の
制
度
自
体
に
対
す
る
公
法
学
者
か
ら
の
批
判
の
声
は
会
く
聞
か
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
一
九

O
一
年
法
に
つ
い
て
詳
し
く
-
H

及
し
た
も
の
は
少
い
た
め
研
究
者
が
同
法
を
ど
の
よ
う
に
評
印
刷
し
て
い
る
か
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
ビ
ュ
ル
ド
!
の
如
き
は
、
同
法
が
解
散

す
る
か
不
い
か
を
民
事
裁
判
所
に
委
ね
た
こ
と
を
以
っ
て
「
給
仕
の
自
由
が
司
法
権
の
保
護
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
」
こ
と
を
向
く
評
価
し
て
い
て
、
同

法
の
制
度
に
刈
す
る
批
判
は
し
て
い
な
い
。
。
・
∞
己
仏
2
F
F
2
t
gユ
含
宮
Z
5
5
F
8・
2
f
司
・
一
∞
N

・
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
者
が
こ
の
違
法

な
結
社
の
解
散
の
制
度
に
田
刊
を
と
な
え
な
い
理
由
と
し
て
、
付
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
般
に
法
律
を
も
っ
て
す
れ
ば
人
権
を
も
規
制
し
う
る
と
考
え

る
傾
向
が
強
い
こ
と
、

4
j
M，
法
裁
判
所
に
対
す
る
信
頼
の
念
が
強
い
こ
と
、
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ケ
イ
ト
ミ
は
一
九

O
一
年
法
三
条
後
段
は
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
解
す
る
と
例
え
ば
ん
け
法
的
な
宣
伝
手
段
と
選
挙
に
よ
っ
て
、
共
和
政
体
以
外
の
統

(
3〉



↓
 

治
形
態
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
政
党
ま
で
も
禁
止
す
る
こ
と
に
な
り
、
凶
民
が
自
由
に
統
的
形
態
た
選
択
す
る
と
い
ろ
民
主
主
高
の
原
則
に
反
す
る
と

主
張
す
る
。

ζ
H
P
E
E
C
E
・

3
・

nx-
官
三
l
l
二
N

・

(
4
)
の・
1

〉

-
h
oニ
M
2
L
-
t
r
o門広
ω

℃己主

Z戸
M
E
-
-℃・

2同
J
-
u
・
印
∞
ω
ヨ
口
町
・

ζ
-
H
F
H内
Z
F片
E
F
-
-℃
己
丹
-
w

刀
・
二
ム

ハ
5
〉
、
H，
Zσ
・
2
〈・

ιηω
巳
ロ
マ
P
L
E
F
吋
E
E
-
u
-
0
・
ロ
-
一
回
二
-
M
-
ω
ω
-

(
6
)

ベ
コ
ゲ
・
己
〈
・
含
∞
ミ
0
2
d
p
u
-
-
u
二
・
吋
・

8
・
こ
の
℃

2
d
《凶
o
p
Bニ
一
。
に
つ
い
て
は
多
く
の
訴
ぷ
が
展
開
さ
れ
た
の
で
い
ま
そ
の
規
約
を
記

し
て
お
く
。

一
条
。
結
社
は
公
立
初
等
学
校
(
札
口
c
-
2
百円
Z
2
2乙
に
お
い
て
カ
ド
リ
ッ
ク
の
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
の
近
徳
を
強
悶
に
す
る
こ
と
を

H
的
と
す
る
。

一
O
条
。
各
カ
ン
ト
ン
に
お
い
て
組
織
さ
れ
る
監
説
委
員
会

(
Sヨ
邑
E
C
Z
舟

i
m
-
-
E口
巾
)
は
学
校
に
お
い
て
、
著
作

(
E
R
G門
的
)
、
制
定
さ
れ
た

礼
儀
書

(
r
S
Fお
か
円
三
件
ω
)

及
び
口
頭
の
訓
戒
の
選
択
に
従
悦
す
る
。
一
仁
川
仰
に
対
す
る
攻
準
が
あ
っ
た
場
介
、
教
師
に
対
し
て
、
行
政
評
議
会

(
3
5
2一

円
邑
E

E
注
目
円
芯
る
の
名
で
、
広
見

(
D
Z
2〈ロ
Z
O
E
)
及
び
要
求
(
円
か
口
F
B
mユ
芯
口
明
)
の
形
で
干
渉
す
る
。
行
政
訴
議
会
は
抗
議
守
『
D
Z
m
g
t
o
E〉

及
び
訴
訟
を
留
保
す
る
」

細
部
に
わ
た
る
点
は
別
と
す
れ
ば
、
川
と
阿
の
判
決
は
、
と
も
に
規
約
の
一
条
と
一

O
条
と
か
ら
結
社
の
目
的
を
認
定
し
、
違
法
な

H
的
を
有
す
る

結
社
と
し
て
い
る
ぷ
で
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
論
理
を
と
る
。

(
7〉
叶
ユ
ゲ

-
n
F
ω
2
5・
二

R
ア
一
回
ω
ム
・
口
町
一

U
2
g
m
一
九
六
三
年
に
な
っ
て
良
心
的
兵
役
拒
一
合
を
認
め
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
六

三
年
十
二
月
一
一
一

U
の
「
徴
兵
訟
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
義
務
の
版
行
の
若
干
の
条
件
に
か
ん
す
る
、
法
律
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
一
円
疋
の
条
件

の
下
に
良
心
的
兵
役
担
否
を
認
め
た
。
し
か
し
こ
の
法
律
の
十
一
条
は
、
「
兵
役
義
務
を
拒
否
す
る

H
的
で
、
木
訟
の
諸
条
項
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
を

他
の
者
を
し
て
教
唆
す
る
宣
伝
は
、
い
か
な
る
形
態
の
宣
伝
と
い
え
ど
も
す
べ
て
禁
ぜ
ら
れ
る
」
と
し
、
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
刑
罰
を
課
す
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
現
在
こ
の
判
決
で
違
法
と
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
よ
う
な
、
兵
役
義
務
に
対
す
る
抵
抗
を
奨
励
し
組
織
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
結
社
が
あ
る
な
ら
ば

l
l最
近
の
判
例
の
動
向
か
ら
見
る
と
こ
の
よ
う
な
結
社
を
述
法
で
な
い
と
す
る
可
能
性
が
強
い
が
1

1
違
法
な

結
社
と
さ
れ
る
可
能
性
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
ο

一
九
六
三
年
十
二
月
二
一
日
法
に
つ
い
て
、

0
・
一
也
宝
-
H
t

司・

M
A
・
武
井
淳
「
良
心
的

兵
役
振
否
に
関
す
る
法
律
」
(
外
国
の
立
法
一
三
号
七
五
以
下
)
は
こ
の
法
律
の
全
訳
と
活
干
の
解
説
で
あ
る
。
な
お
得
一
川
紀
勝
「
ム
良
心
的
兵
役
拒
否

権
」
、
北
大
法
学
論
集
一
八
兆
二
五
六
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
六
頁
参
照
。

(
8
)
、PHr-
巳
〈
《
{
ゆ
喝
さ
-

U

去
円
・
一
回
-
0
・
0
e
一∞一一

N

・
8
・

:ttytミ27(1・45)45

フランス憲法における政党の地位



説

(

9

)

(

リ

5
2
5
P
M
ω

玄
}
-
一
山
}
∞

e
u
-
u一
∞
-
一
・
印
M-
倹
察
官
、
が

F
F
E吉
ロ
ロ
?
Z
E
-
b
g
C
ユ
Z
N
の
阿
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
の

3
2
m
r

宮
町
三
一
一
。
に
対
し
て
そ
れ
ら
は
迎
法
な
目
的
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
た
の

2
『
舟
句

E
の
判
決
に
対
し
上
作
し
た
。

上
告
理
巾
の
主
な
山
…
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

パ
門
一
九
O
一
年
法
三
条
の
違
反
。
判
決
は
結
社
の
目
的
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
結
社
規
約
の
一
条
だ
け
を
検
討
し
た
。
し
か
し
規
約
一

O
条
が
結

社
の
目
的
を
定
め
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
判
決
は
規
約
一
条
及
び
一

O
条
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
。
叶
一
結
托
が
公
役
務
一
般
な
い
し
初
等
教
育
の
働
き

を
統
制
し
監
t

似
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
に
規
約
一

O
条
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
行
為
を
適
法
だ
と
判
断
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。

(旧
)

1

『

コ

ゲ

門

戸

〈

号

ζ
P
5
・

Uz--一
-
u
可
.
ロ
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3
m
∞
'ω
印
U・

(

日

〉

門

U
0
2・
L
、白日以目玉

L
C
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門

F
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2
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0
・
3
g
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;命

一
九
三
六
年
法
が
規
定
す
る
行
政
部
の
命
令
に
よ
る
結
社
の
解
散

一
九
三
六
年
法
制
定
の
理
由

一
九
三
六
年
法
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
一
九

O
一
年
法
の
違
法
な
結
社
の
解
散
の
制
度
が
、
結
社
に
対
す
る
規
制
と
し
て
不

十
分
だ
と
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
却
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
時
代
リ
ー
グ

Q
G
5
)
と
呼
ば
れ
る
暴
力
的
な
右

(
2
)
 

翼
の
結
社
の
活
動
が
目
立
ち
、
こ
れ
に
反
援
す
る
勢
力
が
こ
れ
ら
の
結
社
を
強
力
に
規
制
す
る
こ
と
を
欲
し
た
こ
と
で
あ
る
Q

第
二
に
、

一
九

O
一
年
法
三
条
の
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
違
法
な
結
社
の
解
散
の
制
度
は
、
行
政
部
(
具
体
的
に
は
検
察
当
局
)
が
解
散
を
裁
判
所

第
三
節

一、
に
要
求
し
て
か
ら
判
決
に
よ
っ
て
解
散
が
命
じ
ら
れ
る
ま
で
、
円
以
い
期
間
を
要
し
た
た
め
こ
の
制
度
が
有
効
に
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。一、

一
九
三
六
年
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な
る
結
社

一
九
三
六
年
法
は
以
下
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
結
社
に
つ
い
て
行
政
権
に
よ
る
解
散
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
即
ち
同
法
は

「
以
下
の
全
て
の
結
社
又
は
事
実
上
の
集
団
は
閣
議
を
聞
い
た
上
で
大
統
領
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
る
」
と
規



定
す
る
(
一
条
)
。
同
法
に
よ
る
解
散
の
対
象
と
な
る
結
社
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
、
街
頭
に
お
け
る
武
装
し
た
示
威
運
動
を
な
す
も
の
(
一
項
)
。

B
、
政
府
に
よ
っ
て
同
意
を
与
え
ら
れ
た
草
事
役
務
の
準
備
の
団
体
日
身
体
の
訓
練
の
団
体
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
以
外
の
も
の
で
、
そ

の
軍
隊
的
形
態
と
組
織
に
よ
っ
て
、
武
力
闘
争
集
団

(mg己
宮
母

g
B
E
C
又
は
私
設
軍
隊

(EF--円
2
胃
古
品
目
印
)
の
性
格
を
示
す
も

の
(
二
項
)
。

c、
国
の
領
土
の
完
全
性
C
E
b
mユ
片
品
己
己

5
E
s
-
5
5同
5
5
]
)
に
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
、
又
は
カ
に
よ
っ
て
統
治
(
向
。
戸
〈
2
5
5
2
C

の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
(
三
項
〉
0

当
初
の
こ
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
後
に
次
の
二
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
付
加
さ
れ
、
現
在
で
は
五
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
が
同
法
の
対
象
と
な
る

に
至
っ
た
。
付
加
さ
れ
た
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

戸

wO〕

。
、
そ
の
活
動
が
共
和
主
義
的
合
法
性

QZE--広
忠
E
E
-
E
F
S
)
の
再
建
に
か
ん
す
る
手
段
を
阻
害
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
も
の
o

付

E
、
敵
と
協
力
し
た
指
導
者
を
が
ん
難
す
る
目
的
を
も
っ
た
個
人
♀

2

E岳
4

正
5
白
百
丘
町
三
二
、
。

zz
母

S
D
E
B
E
Z
)ロ
仏
戸
円
宮
内

(
8
)
 

門目白円。口出
σ。
門
出
三
。
ロ
雪
巾
門
戸
、

gpgMF)
を
集
め
る
こ
と
又
は
敵
と
の
協
力
を
貰
讃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
。

フランス憲法における政党の地位

一
九
三
六
年
法
に
よ
る
解
散
制
度
の
運
用
の
実
態

一
九
三
六
年
法
に
基
い
て
行
政
権
が
な
し
た
解
散
命
令
に
対
し
て
、
結
社
は
同
法
一
条
が
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

を
求
め
て
国
務
院
に
訴
を
挺
起
し
う
る
。
そ
れ
故
国
務
院
が
こ
の
制
度
の
運
用
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
以
下
先
に
あ
げ
た
項

そ
の
無
効
な
こ
と

北法27(1・47)47

目
毎
に
同
法
の
運
用
の
実
態
を
同
務
院
の
判
例
を
中
心
に
見
て
い
こ
う
。

ハ
円
第
一
項
の
「
武
装
し
た
示
威
運
動
を
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
。

一
九
七

O
年
七
月
一
一
一
日
の
二
つ
の
判
決
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
機

関
紙
か
ら
判
断
し
て
、
結
社
が
「
街
頭
に
お
け
る
武
装
し
た
示
威
運
動
を
そ
そ
の
か
し
た
」
と
認
定
し
、

」
の
条
項
を
適
用
し
て
政
府
が



説

な
し
た
解
散
を
有
効
だ
と
し
心
。
本
法
制
定
の
経
過
か
ら
見
て
、
組
合
の
示
威
運
動
に
は
本
項
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

∞
第
二
市
恨
の
「
軍
隊
的
形
態
と
組
織
に
よ
っ
て
、
武
力
闘
争
集
同
又
は
私
設
軍
隊
の
性
格
を
示
す
も
の
」
に
つ
い
て
。

」
の
古
川
に
つ
い

=八
日間

て
は
、
一
九
三
六
年
十
一
月
二
七
日
の
判
決
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
政
府
委
員
の
意
見
が
詳
細
な
基
準
を
提
示
し
て
い
る
の
で
そ
れ
を
示

し
て
お
く
。
同
判
決
は
わ
さ
日
門

r
r
F
∞
ユ
門
田
町
去
な
ど
若
干
の
結
社
に
対
し
て
本
条
項
を
適
用
し
た
重
要
な
判
決
で
あ
る
が
、

決
に
お
い
て
政
府
委
員
は
本
条
項
を
適
川
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

同
問
趨
の
結
社
が
「
ぃ
日
同
一
民
に
階
凶
同
化
さ
れ
た
組
織
」
(
。
門
ぬ
3
2
2
5ロ『。
2
0
5
2
H
r弓
日
月

E
田
市
町
〉
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
が
最

も
重
要
な
指
標
で
、
(
い
円
。
白
骨
『

2
に
つ
い
て
は
最
小
単
位
の
日
巳
ロ
か
ら
初
ま
っ
て
順
次
上
位
の

m
g毛
m
・
8
2
5
p
去
三
回
吉
ロ
へ

と
階
層
を
な
し
機
動
的
な
組
織
に
な
っ
て
い
る
。

ωこ
れ
ら
の
結
社
に
は
「
強
い
規
律
」
が
あ
る
こ
と
。
前
記
の
組
織
に
は
長
公
宮
内
)
が
い
て
そ
の
部
下
は
厳
格
な
服
従
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。

例
こ
れ
ら
の
結
社
で
は
し
ば
し
ば
「
悩
習
的
な
用
語
」

(]5mmHm巾
S
ロ
4
2
t
o
E三
)
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
。

ω訓
練
が
存
在
す
る
こ
と
。
付
加
的
要
素
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
結
社
に
は
「
す
み
や
か
に
且
つ
秘
密
に
な
さ
れ
る
訓
練
」
が
あ

り
、
こ
れ
が
法
一
条
二
項
の
あ
げ
る
結
社
の
特
質
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。

一
九
三
六
年
十
一
月
二
七
日
の

F
円
三
ロ
2
F
O
E
-
℃
。
ロ
己
三
日
を
め
ぐ
る
判
決
は
、
同
党
は
』

2
ロ巾印印巾回目
)EHHFog
を
継
承
し
た
が
、

一
九
三
六
年
法
施
行
後
、
鋭
約
の
上
で
も
昔
の
誤
り
を
直
し
、
選
挙
及
び
議
会
で
の
合
法
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
た
と
し
て
、

項
の
い
う
「
武
力
闘
争
集
川
」
で
な
く
な
っ
た
と
す
る
同
党
の
主
張
を
斥
け
、
こ
う
言
っ
た
。

HVR江
口
同
三
。
ロ
回
日
℃
。
℃
己
三
月
は
』

2
ロ巾印印
2
℃
三
円
吉
宮
の
目
的
よ
り
も
広
い
目
的
を
も
っ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
後
者
を
廃
止
す
る
こ

と
な
く
、
「
そ
の
形
態
と
'
卒
事
組
織
を
変
え
る
こ
と
な
く
吸
収
し
た
」
。
か
く
し
て

E
門
江
口
伊
丹

EE--}告白
E
3
は
「
組
織
の
本
質
的
な

」
の
判

:Itil、27(1・48)48

本
条



一
九
三
六
年
法
一
条
二
項
に
該
当
す
る
。

日
開
第
三
項
に
つ
い
て
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
「
国
の
領
土
の
完
全
性
」
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
目
的
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
該
当
す
る
と
さ
れ
る
が
J

「
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
」
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
合
法
的
な
手
段
に
よ
る
も
の
は
解
散
の
対
象
と
な
ら
ず
、
「
力
に
よ
っ
て
」
こ
の
目
的
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
も

の
だ
け
が
解
散
の
対
象
と
な
る
。

本
条
項
の
後
段
、
「
方
に
よ
っ
て
」
統
治
の
共
和
主
一
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
に
つ
い
て
は
、

要
素
を
な
す
も
の
と
し
て
、
武
力
闘
争
集
団
を
合
併
し
た
」
の
だ
か
ら
、

さ
ら
に
結
社
が
実

一
九
三
六
年
四
月
四
日
の
国
務
院
の
判
決
は

に
つ
い
て
は
、
対
象
と
さ
れ
た
集
団
が
実
際
に
力
に
訴
え
た
場
合
に
し
か

法
律
が
適
用
さ
れ
ず
、
(
自
分
た
ち
の
結
社
は
)
こ
の
条
項
を
充
た
し
て
い
な
い
」
と
の
申
請
人

(
r
m
z
m
q〉
2
5ロ『
E
Z由
同
団
巾
の
副

際
に
力
を
行
使
し
た
場
合
し
か
こ
の
規
定
を
適
用
し
え
な
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。

「
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
に
攻
撃
を
加
え
る
(
と
の
条
項
)

会
長

m
J
F
E
E
C
の
主
張
を
斥
け
た
。

H
 

同
第
四
項
は
一
連
の
結
社
の
名
を
指
名
し
て
こ
れ
ら
を
解
散
せ
し
め
た
一
九
四
四
年
八
月
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
補
う
形
で
設
け
ら

フランス憲法における政党の地位

れ
た
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
元
来
は
臨
時
立
法

(
-
s
p
n田町
8
5
g
E巾
)
で
あ
っ
て
、
「
共
和
主
義
的
合
法
性
が
完
全
に
再
建
さ
れ
た
時

に
は
無
用
な
も
の
に
な
る
」
答
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
も
こ
の
条
項
は
存
続
し
、

定
は
、
一
氷
続
的
な
性
絡
を
も
つ
も
の
だ
と
し
た
。

一
九
五
二
年
四
月
四
日
の
国
務
院
の
判
決
は
こ
の
規

同
第
五
項
は
対
独
協
力
者
の
犯
罪
行
為
に
対
す
る
恩
赦
と
引
き
か
え
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
項
を
付
加
し
た
一
九
五
一
年

北法27(1・49)49

一
月
五
日
法
は
対
独
協
力
の
か
ど
で
有
罪
と
せ
ら
れ
て
い
た
多
数
の
人
々
に
恩
赦
を
与
え
て
釈
放
し
た
。

」
れ
ら
の
人
々
が
グ
ル
ー
プ
を

つ
く
る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
こ
の
条
項
で
あ
る
。

四
、
解
散
権
行
使
の
態
様
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題



説

同
法
は
対
象
と
な
る
結
社
は
「
閣
議
を
開
い
た
上
で
大
統
領
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
る

(
8
5
2
岳
協

0
5

~trlミ27(1 ・ 50)50

テ£恥

両聞

官
同
監
口
町
四
昨
日
早
口
℃

R
-
m
間以円払包含

E
P
F
岡山守口

E
5
5
2
g
a
m
-
-
仏

2
5
E
u
q
g〉
」
と
規
定
す
る
〈
一
条
〉
。
こ
の
行
政
権

の
解
散
権
は
自
由
裁
量
権
(
℃
Oロ
g町
内
町
田

Q
m
t
O
P
E
-円
巾
)
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
結
社
が
若
干
あ
る
場
合
、
政
府
は
そ
の
あ
る
も
の

だ
け
に
対
し
て
解
散
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
困
務
院
は
判
断
し
匂
ま
た
解
散
命
令
に
理
由
を
付
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
否

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
国
務
院
は
付
同
法
は
政
府
に
対
し
て
「
デ
ク
レ
の
本
文

K
S『一宮内】
2
宏
2
2
C
に
お
い
て
こ
の
解
散
の
理
由

(
E
C件
以
印
〉

を
表
明
す
る
義
務
を
謀
し
て
い
な
い
こ
と
、
口
デ
ク
レ
に
先
立
っ
て
官
報
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
大
統
領
の
報
告
が
政
府
が
こ

の
デ
ク
レ
を
出
す
に
至
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
の
二
つ
の
理
由
か
ら
解
散
命
令
に
理
由
を
付
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
し

た。
重
要
で
面
倒
な
問
題
と
し
て
証
拠
の
問
題
が
あ
る
。
結
社
の
規
約
自
身
か
ら
結
論
が
出
せ
る
場
合
は
問
題
が
な
い
が
、

規
約
か
ら
は
明

白
で
な
い
場
合
他
の
資
料
を
用
い
う
る
か
。
裁
判
所
は
政
党
の
本
部
で
押
収
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
党
の
実
際
の
組
織
を
反
映
し
て
い
る
文
書

を
考
慮
し
う
る
と
し
た
。

以
上
一
九
三
六
年
法
の
行
政
部
の
命
令
に
よ
る
解
散
の
制
度
を
見
て
き
た
が
こ
こ
で
簡
単
に
こ
の
制
度
の
実
態
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

同
法
は
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
を
解
散
の
対
象
と
し
て
い
る
が
現
在
に
お
い
て
重
要
な
の
は
当
初
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
最
初
の
三

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
三
項
前
半
の
「
国
の
倣
土
の
完
全
性
に
攻
撃
を
加
え
る
」
結
社
だ
け
が
。
暴
力
。
と
い
う
要
素

が
入
っ
て
い
な
い
だ
け
で
、
他
は
い
ず
れ
も
。
暴
力
。
と
い
う
要
素
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
第
一
項
は
「
武
装
し
た
示
威
運

動
」
を
な
す
も
の
、
第
二
項
は
「
武
力
闘
争
集
団
又
は
私
設
軍
隊
の
性
格
」
を
も
つ
も
の
、
三
項
後
半
は
「
力
に
よ
っ
て
統
治
の
共
和
主

義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
一
九
三
六
年
法
は
、
制
定
の
動
機
に
お
い
て
も
、
制
度
の
実
態
に

お
い
て
も
、
暴
力
主
義
的
結
社
を
対
象
と
す
る
規
制
立
法
だ
と
い
え
る
。



一
九
三
六
年
法
の
定
め
る
行
政
部
の
命
令
に
よ
る
解
散
に
対
し
て
は
、

結
社
が
国
務
院
に
訴
を
提
起
し
う
る
か
ら
同
法
の
運
用
は
最
後

的
に
は
国
務
院
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
国
務
院
の
暴
力
主
義
的
結
社
に
対
す
る
態
度
は
概
し
て
厳
し
い
。
国
務
院
の
判
例
に

従
う
と
、
一
九
三
六
年
法
の
運
用
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
項
の
い
う
「
武
装
し
た
示
威
運
動
を
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
パ
ン
ブ

レ
ッ
ト
や
機
関
紙
に
よ
っ
て
、
「
街
頭
に
お
け
る
武
装
し
た
示
威
述
動
を
そ
そ
の
か
し
た
」
結
社
は
(
第
一
項
の
〉

解
散
の
対
象
に
な
る
と

さ
れ
る
〈
一
九
七

O
年
七
月
二
一
日
の
二
つ
の
判
決
〉
。
第
二
項
の
「
軍
隊
的
形
態
と
組
織
に
よ
っ
て
、
武
力
闘
争
集
団
又
は
私
設
軍
隊
の
性

格
を
示
す
も
の
」
に
つ
い
て
は
、

ω円
高
度
に
階
層
化
さ
れ
た
組
織
、
制
強
い
規
律
、
例
慣
習
的
な
用
語
、
仙
訓
練
の
存
在
、
を
も
っ
て
そ
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
(
一
九
三
六
年
十
一
月
二
七
日
判
決
〉
。
こ
の
第
二
項
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
同

V
2
t
E
t
o
E
-
宮
℃
己
l

-
三
円
巾
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
規
約
を
変
更
し
た
上
で
合
法
的
な
政
党
に
な
っ
た
と
す
る
主
張
に
対
し
、

そ
の
実
態
を
調
べ
た
上
で
こ
の
主
張

を
斥
け
た
判
決
〈
一
九
三
六
年
十
一
月
二
七
日
て
ま
た
ラ
ロ
ッ
ク
ら
の

M
M
釦
円
昨
日
問
。
円
同

E
C印公
w

同
H

・白ロム
vh凶
】

回

に
つ
い
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の

「
秘
密
の
メ
モ
」
を
証
拠
に
し
て
、

こ
の
結
社
が
そ
の
実
体
に
お
い
て
先
に
解
散
さ
せ
ら
れ
た
わ

g
R
r
r
z
と
同
一
だ
と
し
た
判
決

十う

(
一
九
三
八
年
六
月
七
日
)
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
項
後
段
の
「
力
に
よ
っ
て
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
結
社
が
実
際
に
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
と
し
た
(
一
九
三
六
年
四
月
四
日
判
決
)
。

プランス憲法における政党の地位

〆台、〆'ヘ

2 1 
¥』ノ'--'

正
式
に
は
一
九
三
六
年
一
月
一

O
日
法
。
法
文
は
ロ
・
一
田
谷
・
「
一
包

一
九
一
三
ハ
年
法
は
何
よ
り
も
時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
生
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
。
一
九
三
0
年
代
か
ら
右
翼
活
動
が
活
発
に
な
り
、
と
く
に
三
四
年
二

月
六
日
、
ア
ク
シ
オ
ン
・
フ
ラ
ン
セ
i
ズ
(
〉
円
伸
一
D口

F
8
2
5
)、
ク
ル
ワ
・
ド
・
フ
ワ

(
(
U
S
W
母

r己
)
な
ど
極
右
団
体
が
下
院
を
取
り
囲
み
、

暴
力
に
訴
え
、
成
立
し
た
ば
か
り
の
ダ
ラ
デ
ィ
エ
内
閣
を
辞
職
せ
し
め
た

i
l二
月
六
日
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
1
1
出
来
事
が
こ
れ
ら
極
右
団
体
に

対
す
る
脅
威
の
念
を
抱
か
せ
た
。
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
井
上
料
、
世
界
各
国
史
2
、
「
フ
ラ
ン
ス
央
」
(
新
版
)
、
昭
和
四
四
年
、
山
川
出
版
、
四
九

六
頁
以
下
。
横
田
地
弘
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
」
、
岩
波
議
内
世
界
歴
史
二
八
巻
一
七
五
頁
以
下
、
と
く
に
二

O
二
|
二

O
七
頁
。
木
下
半
治
「
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
史
的
考
察
付
」
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
一
一
一
乍
、
二
一
l
一一一一頁。
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説

(
3
)

一
九

O
一
年
法
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
解
散
が
実
現
す
る
ま
で
に
は
多
く
の
時
聞
を
貸
す
の
が
常
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
思
2
3
2
0
H
L
l〉
E
S
E
O

な
る
結
社
の
事
例
の
ご
と
き
は
、
こ
の
結
社
に
対
し
て
一
九
二
九
年
二
月
一
六
日
に
検
察
官
が
解
散
を
請
求
し
た
の
に
そ
の
後
六
年
を
経
過
し
た
後
に

も
な
お
判
決
が
下
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
戸

l〉・
l何
回
コ
与
え
ゆ
亡
を
と
え
芯
ロ
舟

Z
E
一2
2
2
2
一
恒
三
宮
こ
巾

g口
可
え
モ
白
血
8
2白色。
P

Hr市問。・

C
ロ
-
2
3
x
b
h
k
F
K
2・
一
宮
ω
・
HY-ω
吋・

検
察
官
が
民
事
裁
判
所
に
解
散
を
請
求
し
て
か
ら
第
一
審
で
判
決
が
下
さ
れ
る
迄
に
ど
の
位
の
日
時
を
要
し
て
い
る
か
。
判
決
の
多
く
は
検
察
官
が

解
散
を
請
求
し
た
日
を
記
し
て
い
な
い
の
で
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
ず
っ
と
後
の
一
九
五
七
年
六
月
一
九
日
に
判
決
の
あ
っ
た
事
件
(
吋
コ
σ・
丘
三
}
・

母

F
ω
2
5・
0
・
一
回
印
∞
・
可
〉
で
は
一
九
五
六
年
六
月
一
日
に
第
三
者
(
即
ち
検
察
官
以
外
の
者
〉
が
解
散
を
申
し
立
て
て
か
ら
判
決
ま
で
一
年
経

て
い
る
。

第
一
審
判
決
後
上
訴
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
も
多
く
の
時
聞
を
要
し
た
。
例
え
ば
一
九
一

O
年
五
月
一

O
日
の
凶
ミ

3
5
裁

判

所

判

決

(
吋
ユ
ゲ
巳
〈
・
舟
宮
吉
ロ

5

5

5丘
一
回
一
C

・
O
-
H
V
・
一
三
一

N
・
8
)
の
例
を
追
っ
て
見
る
と
、
控
訴
審
判
決
は
二
年
後
の
一
九
一
二
年
五
月
一
一
二

日
(
打
。
己
免
喜
志

7
r】
vg・
u-同
ν
・
-
u
-
M
・
M-
区
ω〉
で
あ
り
、
破
致
院
判
決
は
そ
の
六
年
後
の
一
九
一
八
年
七
月
二
一
一
一
日

(
0・
-u-
∞
-
一
・
印
同
〉

で
あ
っ
た
。
結
社
を
解
散
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
に
長
日
時
を
要
す
る
手
続
が
有
効
に
機
能
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九

O
一
年
法
に
よ
る
違
法
な
結
社
の
解
散
の
手
続
が
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
解
散
が
実
効
性
を
失
う
に
至
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
対
す
る
処
置
と
し

て
一
九
三
五
年
一

O
月
二
一
一
一
日
法
(
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
)
(
口
一
∞
ω
印

可

ω
町
田
)
が
制
定
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
一
九

O
一
年
決
七
条
に
「
裁
判
所
が
仮
処

分
と
し
て
、
土
訴
に
よ
っ
て
も
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
も
乃
と
し
て
、
部
屋
の
閉
鎖
と
結
社
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
全
ゆ
る
集
会
の
禁
止
を
命
じ
う
る
」

旨
の
条
項
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
4
)
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
政
府
は
当
初
法
律
に
よ
る
「
白
動
的
解
放
」

2
5
0
-忌
芯
ロ
舟

1
2ロ
骨
2
5、
即
ち
法
律
の
成
立
、
公
布
と
と
も
に
何

の
手
続
も
要
せ
ず
に
こ
の
法
律
が
規
定
す
る
諸
特
徴
を
示
す
結
社
が
解
散
す
べ
き
こ
と
と
な
る
制
度
を
望
ん
だ
。
し
か
し
こ
の
方
法
は
結
果
と
し
て
個

々
の
結
社
が
解
散
す
べ
き
か
否
に
つ
い
て
認
定
す
る
仕
事
を
司
法
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
し
て
こ
れ
に
反
対
す
る
声
が
強
く
出
さ

れ
、
結
局
政
府
に
解
散
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
。

-
F
5
pピ
内

2
m
m
C
}
巳
5
D
古

田

門

伝

2
0庁
内

日

2
2
8
2
E
0
5
2
情
。
ロ
ヨ
ヨ

g
Z
E
-
-
Z
1

3
5同町
B
3
2
P
0・
E
8・円
r
g
E
A
C夕
日

y

E
・

(
5
)

一
九
四
四
年
一
二
月
一
一
一

O
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
戸
。
・
一
出
合
・
「
一
回
)
に
よ
っ
て
一
九
三
六
年
法
の
修
正
と
い
う
形
で
付
加
さ
れ
た
。

(
6〉
一
九
五
一
年
一
月
五
日
法
(
ロ
・
一
泊
三

-
r
N
δ

二
九
条
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
。

三l>.
a岡
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け

(
7
)

同
法
は
解
散
を
命
ず
る
デ
ク
レ
の
無
効
を
求
め
る
訴
が
国
務
院
に
提
起
さ
れ
た
場
合
、
「
国
務
院
は
緊
急
に
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の

規
定
(
一
条
後
段
)
を
お
い
た
。

(
8
)

一
九
七

O
年
七
月
一
一
一
日
の
二
つ
の
判
決
は
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
。
一
つ
は
〈
2
X
2
2応
Z
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
公
E
n
C
に
よ
り
ま

た
機
関
紙
〈
C
F
H
2
2
M
m
Z
紙
に
よ
っ
て
、
「
街
頭
に
お
け
る
武
装
し
た
示
威
運
動
を
そ
そ
の
か
し
た
」
と
し
て
事
実
上
の
結
社
た
る
〈
♀
阿

2
3芯円。

の
解
散
を
正
当
な
も
の
と
判
断
し
た
(
「
白
σ
o
p
一回吋
0

・
HY
印
。
一
〉
。
い
ま
一
つ
は

V
5
2
2
{
U
0
5
2
5
2
g
m雪
三
三
5
ロ
E
即
日
な
ど
が
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
及
び
ポ
ス
タ
ー
ハ
由
主
n
Z
J
の
配
布
に
よ
り
ま
た
活
動
家
に
対
寸
る
指
令
に
よ
っ
て
、
「
街
頭
に
お
け
る
武
装
し
た
示
威
運
動
を
そ
そ
の
か
し

た
」
と
し
て
』
2
5
2め
の
0
2
5
5
2
R
H
N雪
己
三
百
口
口
問
】
お
な
ど
の
解
散
を
正
当
な
も
の
だ
と
し
た
(
戸
巾
宮
口
二
回
吋
0

・
℃
-
会
田
・
〉
。

(

9

)

の
'
回
戸
伊
丹

ιmmF
円

Lgcσ
巾
ユ
含
【

)crtρ
戸

2
・
0同
y

口伊丹
J

ヲ
]
∞
ω
・

(
叩
)
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、

τぎ
=
L
U
8・
世
・
一
口
包
及
び

ω・
一
田
町
・

ω
・
二
・
政
府
委
員
の
意
見
は
後
者
の
司
-
S
I
-
-
m
に
よ
る
。
の

F
E
2

や
同
・
∞
門
戸
内
7
2
な
ど
の
研
究
者
は
こ
の
政
府
委
員
の
意
見
が
一
条
一
項
に
つ
い
て
適
切
な
基
準
を
示
し
た
も
の
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
。
・
H
i
包
括
ア

C℃
・
巳
丹
・
・
℃
白
N・
岡
山
∞
コ
円
7
2・
〉
自
己
口
広
位
。
ロ
ω
2
m可ロハ円高巳
F
司
日
目
・

(

け

)

〈

U
-

何
-

M
吋
・
ロ
C
〈

包
ω
?
「乙
)
O
ロ
・
司
-
一
O
K
F
0
・

(
ロ
〉
一
九
四
七
年

l
一
九
五
八
年
の
問
、
海
外
の
領
土
の
独
立
を
認
め
よ
と
主
張
す
る
多
数
の
結
社
が
こ
の
条
項
を
適
用
し
て
解
散
さ
せ
ら
れ
た
0
0
・

H
u
m
-
5
F
0・一回目一
y
n
T円CEF』
C
?
同)・

8
・

(
は
)
一
九
三
六
年
法
の
政
府
草
案
も
政
党
は
体
制
の
形
態
に
つ
い
て
全
く
自
由
に
意
見
を
表
明
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
。
-
F
5♂
U
・
呂
田
ω
・

円

7
吋

QDF《
HZσ
・

官

-
m
ω
.

(
川
門
)
の
-HW・品

ω〈ユ-一回一山
mw
同よ』
0・
仏
叩
「
m

出田口回えい河内山内
Lι
巾
]ω
日
宮
崎
戸
内
r
c
p
一回
ω
m
A一山一ア

ω
-
S
ω
白・

ω
・
ω
・

〈
市
)
一
九
四
四
年
八
月
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

3

3
会
・
「
℃
・

5
8
2
2
M戸
〉
十
条
は
若
干
の
結
社

vb悶
-
g
P
2
2
5
0
L
2
2
5
Z
2
2
F

と
列
挙
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
反
国
家
的
グ
ル
ー
プ
を
解
散
し
た
。

。

M
M
2
5
F
ロ・

-
u
g
n
r
gロ
Z
E
Y
下回一山・

宮
D
C
S
5
2円

ω
o
n
z
-
z
g
q
c
E芯
『
B
3
2
0
と
呼
ば
れ
る
結
社
を
解
散
し
た
命
令
の
効
力
を
争
っ
た
事
件
。
。
・
開
・
晶
君
ユ
一
一
回
印
N
-
F
o
r
D
P
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フランス憲法における政党の地位

ハ叩山〉
(
行
〉

一回印
NW
勺・

NDU.

〈
山
山
〉
同
作
∞
ユ
nrmグ
〉
ω回D
n
z
t
0
5
2
a
E
F
g
F
C司
-n-同・・司・

8
ロ
。
品
M

・

o・
-unMル
R
F
U
-
-
U
8
・
n
Z
D
Z
A
Z
F
司・

2
・



説

(
悶
)
有
名
な
ピ
間
口
。
円
〉
♀
5
口
問
円
山
口
明
巳
自
に
対
す
る
解
散
命
令
の
効
力
を
め
ぐ
る
一
九
二
一
六
年
四
月
六
日
判
決
が
こ
の
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
事
川
口

で
〉
円
t
g
p
E
2
F自
は
、
一
九
三
六
年
法
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
る
べ
主
他
の
集
団
は
解
散
さ
れ
ず
〉
2
F
c
p
p
g明
包
括
の
み
が
解
散
さ
れ
た
の

は
権
力
濫
用

2
止
2
3
0
ヨ
g丹
舟
日
5
2
2ふ
に
な
り
違
法
だ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
国
務
院
は
こ
う
判
断
し
た
。
「
(
〉
a
F
O
E
『

5
5
2
m
m

の
み
を
解
散
し
た
〉
こ
の
事
情
は
本
来
こ
の
一
ア
ク
レ
を
述
、
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
政
府
が
公
益
の
擁
護
以
外
の
目
的
を
有
し
て
上
記
の
デ
ク
レ
を

用
い
た
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
ゎ
・
開

-
A
2
1
-
3
8
・

r
r
g
司
・
合
印
・

ω
・
5
8
・
ω

お
-
U
}
U
ω
?
』・

8

こ
の
点
に
関
し
て
川
年
十
一
月
の
二
つ
の
判
決
は
全
く
同
じ
魁
旨
の
判
断
を
示
し
た
。

{
U
S
-
M
仏

巾

『

2
・
を
め
ぐ
る
の
・
何
・
同
吋
ロ
O
〈・

3
8
・

zrcロ-

HY
一oω
∞
及
び

H
V
R
E
E仲
5
E
-
唱
。
宮
芯
即
日
を
め
ぐ
る
の
・
岡
山
・
日
吋
口

2
・
3
8・
F
5
3・℃・
5
4
0

が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
権
力
濫
用
を
め
ぐ
る

一
般
的
な
川
組
に
つ
い
て
阿
部
泰
隆
、
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
指
L
、
昭
和
田
十
六
年
、
有
斐
閣
、
八
一
二
一
良
以
下
参
照
。

(
初
)
前
記
。
・
何
・
品
ミ
『
ニ

-U8
・

(
引
)
一
九
三
八
年
六
月
七
日
判
決
。
ラ
ロ
ッ
ク
(
一
白
河

C
2
5
)
ら
が

0
2
x
p
p
F
が
解
散
さ
せ
ら
れ
た
後

E
E
8
2
ω
官
庁

F
2
3
2
9目

ω・

同
)
を
つ
く
っ
た
。
一
九
三
六
年
法
は
解
散
さ
れ
た
結
社
を
再
建
す
る
こ
と
を
祭
じ
、
処
剖
規
定
を
お
い
て
い
る
。
司

ω
出
は
そ
の
実
体
に
お
い
て

の

gロ
含

rE
と
川
一
で
あ
る
か
一
合
か
が
論
争
の
的
に
な
っ
た
。
控
訴
院
は
次
の
よ
う
な
被
疑
者
の
一
人
の
秘
密
メ
モ

(
E件。

g
口
止
舟
己
主
一
与
を

重
視
し
た
。
そ
れ
は
こ
う
記
し
て
い
た
。
「
状
況
が
我
々
に
表
皮
を
変
え
る
こ
と
を
強
ト
て
い
る
。
そ
れ
(
状
況
)
は
我
々
の
魂
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
同
V

・
ω・
司
・
は
新
し
い
政
党
で
は
な
い
、
そ
れ
は
戦
争
か
ら
生
ま
れ
た
本
新
と
い
う
大
主
な
運
動
の
状
況
に
適
応
し
た
形
態
に
す
ぎ
な
い
。

。
Z
釘
母

r
F
の
神
秘
は
今
も
匂

ω-Hり
の
基
礎
で
あ
る
」

一
九
三
八
年
六
バ
七
日
。

E
H
q名
ヨ
-
r
F
H
F
C
R
-
E一-
E
8
・日・

ω
∞一-

'1/~ 
員同

第
二
章

~
お
よ
び
一

l
一一
J

Z
早
を
通
し
て
の
」

ま

と

め

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
政
党
を
と
く
に
一
般
結
社
と
区
別
し
て
規
制
す
る
法
制
は
と
っ
て
い
な
い
の
で
、
政
党
に
対
す
る
規
制
は
一
般

結
社
に
対
す
る
規
制
の
中
で
考
祭
す
れ
ば
足
り
る
o

結
社
に
対
す
る
規
制
と
し
て
は
三
つ
の
制
度
が
あ
る
。
付
は
一
九

O
一
年
法
の
規
定

北法27(1・54)54



す
る
結
社
の
民
事
上
の
能
力
の
制
限
、
凸
は
一
九

O
一
年
法
の
規
定
す
る
違
法
な
結
社
の
民
事
裁
判
所
に
よ
る
解
散
、
日
明
は
一
九
三
六
年

法
が
規
定
す
る
、
主
と
し
て
暴
力
主
義
的
結
社
を
対
象
と
す
る
行
政
権
の
命
令
に
よ
る
結
社
の
解
散
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
運
用
の

実
態
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

村
一
九

O
一
年
法
は
結
社
を
届
出
結
社
、
無
届
結
社
、
公
益
結
社
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た
が
、
政
党
は
公
益
結
社
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
届
出
結
社
、
無
届
結
社
と
し
て
存
在
し
う
る
。
届
出
結
社
、
無
届
結
社
の
民
事
上
の
権
能
に
対
す
る
一
九

O
一
年
法
の
制
限
は
極
め
て
厳
格
で
あ
る
が
、
こ
の
厳
格
さ
は
裁
判
所
に
よ
る
法
の
運
用
に
よ
っ
て
大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

法
に
よ
る
規
制
が
元
来
厳
格
な
た
め
、
法
の
運
用
に
よ
っ
て
そ
の
厳
格
さ
が
緩
和
さ
れ
た
と
は
い
え
な
お
、
無
届
結
社
は
司
法
裁
判
所
に

無
口
胸
結
社
・
届
出
結
社
と
も
贈
与
や
遺
贈
を
受
け
え
ず
、

出
訴
し
え
な
い
と
か
、

不
動
産
の
所
有
が
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
な
ど
、

か
な
り

厳
格
な
制
限
が
あ
る
。

け

片
付
一
九

O
一
年
法
は
違
法
な
結
社
は
民
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
散
が
宜
せ
ら
れ
る
旨
規
定
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
は

ω法
秩
序
に
反
す

る
違
法
な
結
社
と

ω「
国
家
領
土
の
完
全
性
お
よ
び
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
を
違
法
な
結
社
と

し
た
。
し
か
し
現
在
で
は

ωの
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
は
一
九
三
六
年
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
一
九

O
一

年
法
の
制
度
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ωの
狭
義
の
違
法
な
結
社
に
対
し
て
も
、
裁
判
所
は
次
第
に
結
社
を
違
法
だ
と
す

る
こ
と
に
慎
重
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
例
え
ば
℃
b
H
2

合
同
曲
目
巳
巾
と
い
う
公
立
初
等
学
校
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
信
仰
の
尊
重
を

フランス憲法における政党の地位

監
視
・
要
求
す
る
結
社
(
こ
の
種
の
結
社
は
各
地
に
あ
っ
た
)
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
初
期
に
お
い
て
は
そ
の
規
約
か
ら
、
「
そ
れ
が
教
育
に
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対
す
る
干
渉
と
教
師
の
行
動
の
統
制
を
組
織
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
違
法
な
結
社
だ
と
し
、
結
社
の
解
散
を
命
じ
た

〈
一
九
一

O
年

五
月
七
日
の

F
E
7
H
M己
巳
回
一
民
事
裁
判
所
及
び
一
九
一

O
年
五
月
一

O
日
の
切
出
ヨ
ロ
日
民
事
裁
判
所
)
が
、

一
九
一
八
年
七
月
一
一
一
一
一
日

の
破
虫
院
判
決
は
同
種
の
結
社
(
同
じ
く
市
中
門
司
閉
門

r
p
g
E巾
と
呼
ば
れ
る
結
社
〉
を
適
法
な
も
の
だ
と
し
た
。
こ
の
判
決
で
は
(
少
く
と



説

も
こ
の
種
の
結
社
に
つ
い
て
は
)
そ
の
規
約
が
学
校
に
対
す
る
「
監
視
の
制
度
」
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
こ
れ
を
解
散
す
る
に
十
分

で
な
く
、
そ
れ
が
具
体
的
に
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
態
度
を
示
し
た
。

一
九

O
一
年
法
の
元
来
の
解
釈
で
は
結
社
が
違
法
な

こ
れ
は
同
法
の
実
質
的
な
修
正
(
解
散
要
件
の
厳
格

化
〉
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
比
較
的
最
近
の
二
つ
の
判
決
(
一
九
五
七
年
七
月
九
日
の
呂
田
口
由
民
事
裁
判
所
判
決
及
び
一
九
五
八
年

北法27(1・56)56

干".:h-
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目
的
を
有
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
解
散
を
命
じ
う
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

四
月
一
六
日
の
〉
ロ
唱
ロ
控
訴
院
判
決
)
は
い
ず
れ
も
、
住
宅
困
窮
者
を
無
断
で
空
室
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
活
動
を
し
て

い
る
「
住
宅
事
情
の
思
い
人
々
の
た
め
の
社
会
活
動
の
集
団
」
と
い
う
名
の
結
社
の
解
散
を
求
め
た
第
三
者
か
ら
の
訴
を
斥
け
、

」
の
結

社
の
解
散
を
命
じ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
の
動
向
か
ら
見
る
と
、
現
在
に
お
い
て
は
、

結
社
が
そ
の
目
的
が
違
法
で
あ

る
と
し
て
一
九

O
一
年
法
三
条
を
適
用
し
て
解
散
を
命
J

ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
例
外
的
に
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
え
る
。

同
一
九
三
六
年
法
は
行
政
部
の
命
令
に
よ
っ
て
結
社
を
解
散
し
う
る
制
度
を
設
け
た
が
、
こ
の
法
律
が
対
象
と
す
る
結
社
は
、
基
本
的

に
暴
力
主
義
的
結
社
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
る
行
政
部
の
(
結
社
の
)
解
散
命
令
に
対
し
て
は
、

か
ら
、
同
法
の
述
川
は
故
後
的
に
は
国
務
院
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

結
社
が
国
務
院
に
訴
を
提
起
し
う
る

国
務
院
の
暴
力
主
義
的
結
社
に
対
す
る
態
度
は
板
め

て
厳
し
い
と
い
え
る
Q

た
と
え
ば
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー
で
(
第
一
項
の
い
う
)
「
武
装
し
た
示
威
運
動
」
を
そ
そ
の
か
し
た
結
社
の

解
散
を
正
当
と
し
た
判
決
〈
一
九
七

O
年
七
月
二
一
日
)
、
(
第
三
項
の
〉
「
力
に
よ
っ
て
統
治
の
共
和
主
義
的
形
態
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
」
結
社
に
つ
い
て
、
実
際
に
力
を
行
使
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
判
決
(
一
九
三
六
年
四
月
四
日
)
、
(
第
二
項
の
〉
「
武
力
闘
争

集
団
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
闘
し
て
、

-
V
E
E
E門
E
E
F
B宮
FF岡
町
、
か
か
っ
て
の
規
約
を
変
更
し
て
合
法
的
な
政
党
に
な
っ
た
と
主

張
し
た
の
に
対
し
て
、

そ
の
実
態
を
調
べ
た
上
で
そ
の
主
張
を
斥
け
、

3
H江
口
2
5
5
F
℃
。

u
c
E
R
は
武
力
闘
争
集
団
に
入
る
と
し
た

判
決
(
一
九
一
ニ
六
年
十
一
月
二
七
日
)
、
結
社
の
メ
ン
バ
ー
の
「
秘
密
の
メ
モ
」
を
証
拠
と
し
て
、

に
解
散
さ
せ
ら
れ
た
結
社
と
同
一
だ
と
し
た
判
決
(
一
九
三
八
年
六
月
七
日
)
な
ど
は
そ
れ
を
示
す
。 」
の
結
社
が
そ
の
実
体
に
お
い
て
す
で



※ 

以
上
、
第
一
章
第
二
訴
で
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
党
・
結
社
の
自
由
と
規
制
を
検
討
し
て
き
た
の
で
、

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
の
特

徴
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
先
ず
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
自
由
の
保
障
に
つ
い
て
も
規
制

に
つ
い
て
も
、
政
党
と
一
般
の
結
社
は
全
く
区
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
政
党
の
自
由
と
規
制
に
つ
い
て
は
、
結
社
一
般
の
中
に
含
め
て

考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
且
つ
そ
れ
で
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
行
フ
ラ
ン
ス
語
法
は
基
本
的
人
権
の
保
障
を
日
本
国
憲
法
第
三
章
の
人
権
規
定
の
よ
う
な
形
で
は
規
定
し
て
い
な
い
が
、

一
九

O

年
法
が
立
一
一
詰
問
し
た
「
結
社
の
自
由
」
は
憲
法
が
そ
の
前
文
で
等
霊
一
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
原

理
」
に
入
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
結
社
の
自
由
」
は
憲
法
的
な
権
利
で
あ
る
。

一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
の
憲
法
院
の
判
決
は
こ
の

「
結
社
の
自
由
」
を
、
，
H
由
を
拡
大
す
る
方
向
で
、
明
確
に
し
且
つ
ω

て
の
効
力
を
強
化
し
た
。
即
ち
同
判
決
は
結
社
の
自
由
は
付
結
社
を

什

自
由
に
設
立
し
う
る
こ
と
、

同
一
九

O
一
年
法
の
手
続
に
従
っ
た
届
出
を
な
す
と
い
う
だ
け
の
条
件
で
法
的
権
能
を
獲
得
し
う
る
こ
と
、

フランプ、憲法における政党の地位

同
結
社
設
立
に
先
立
っ
て
な
す
事
前
統
制
は
司
法
裁
判
所
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
リ
汗
さ
れ
な
い
こ
と
、
同
以
上
の
原
則
に
抵
触
す
る
法

律
は
違
憲
で
あ
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
判
決
が
明
ら
か
に
し
た
原
則
が
現
行
フ
ラ
ン
ス
憲
法
下
の
結
社
の
自
由
だ
と
い
え

る。
政
党
を
含
む
結
社
を
規
制
す
る
制
度
と
し
て
は
三
つ
の
制
度
が
あ
る
。
付
は
一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
の
法
的
権
能
と
り
わ
け
財
産

上
の
権
能
の
制
限
、
同
は
一
九

O
一
年
法
の
違
法
な
結
社
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
解
散
、

白
は
一
九
三
六
年
法
に
よ
る
行
政
権
の
命
令
に

よ
る
結
社
の
解
散
で
あ
る
o

付
の
結
社
の
法
的
権
能
の
制
限
に
つ
い
て
は
民
事
裁
判
所
が
大
幅
に
規
制
を
緩
和
し
て
き
て
い
る
が
、
元
来

の
法
文
の
規
制
が
極
め
て
厳
し
い
た
め
、

い
ま
な
お
結
社
の
財
産
上
の
権
能
は
、
無
届
結
社
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
届
出
結
社
に
つ
い
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説

て
も
相
当
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
同
の
一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
解
散
の
制
度
は
現
在
に
お
い
て
は
結
社
を
規
制
す
る
有
効
な
働
き
を

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
結
社
の
解
散
の
制
度
は
長
い
日
時
を
要
す
る
う
え
、
司
法
裁
判
所
は
結

どf晶
画IIU

社
を
違
法
だ
と
し
て
解
散
を
命
ず
る
こ
と
に
極
め
て
消
極
的
だ
か
ら
で
あ
る
ο

結
社
の
解
散
の
方
法
と
し
て
は
、

現
在
で
は
悼
の
行
政
権

の
命
令
に
よ
る
解
散
の
制
度
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
そ
れ
が
設
け
ら
れ
た
事
情
か
ら
い
っ
て
も
、

基
本
的
に
は
暴
力
主
義
的
結
社
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
よ
る
行
政
権
の
解
散
命
令
に

こ
の
制
度
の
運
用
の
カ
ギ
を
に
ぎ
っ
て
い
る
の
は
国
務
院
で
あ
る
が
、
国
務
院
は
暴
力
主

現
在
の
運
用

の
実
態
か
ら
い
っ
て
も
、

対
し
て
は
国
務
院
に
訴
が
提
起
さ
れ
る
か
ら
、

義
的
結
社
に
対
し
て
阪
め
て
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
で
お
り
、

そ
の
こ
と
が
政
府
に
よ
る
同
法
の
頻
繁
な
適
用
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
え

る。

〈
未

完
〉
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SUMMARY OF ARTICLES 

La position juridiqlle des partis politiques SOllS la 

Constitution fran9aise. ( 1 ) 

Yoshiyasll Ono 

Cet article a pour objet d' eclaircir qllelle placeωCll pent les pi汀tispol i tiqlles 

sous [e syst色mede la constitlltion fran9aise日ctll[[e.La constitlltion fran9aise de 

1958 a lIne clallse relative aux partis politiqlles (l'article 4). Cette clallse est 

semhlable a l' article 21 dll Grllndgesetz fur die BlIndesrepllblik DeutschlandCl949)， 

mais elle ne distinglle pas la conception des partis politiques de celle des asso-

ciations en general et elle ne prodllit pas l'effet d'eliminer les partis politiqlles 

contraires 11 la constitlltiOI1 λcet egard， l' article 4 de la constitutiol1 fran9aise 

differe d巴 l'article 21 dll Grlll1dgesetz fur die Blll1desrepublik D巴IItsch land. Le 

systeme .luridiqlle des partis politiqlles sous la constitlltion fral1¥，aise actllelle 

ressemble pllltot a cellli du ]apOI1 actuel dont la constitution 11' a cependal1t allCUI1 

article relatif aux partis politiques. 

1. TraditiOl1nellement ct actllcllemel1t en Fral1ce la liberte et la reglementatiol1 

des partis politiqlles l1e関心stingllal1tpas de celles des associatiol1s en gen岳ral，

il me semble necessaire et sllffisant d'長tlldierla liberte et [a reglementation des 

associations en ge泌ralpour connaitre celles des partis politiqlles. 

La constitlltion fran9aise de la IVe Repllhliqlle a implicitement compte ln liberte 

d' a田ociationqu 'a declare la loi du le' jllillet 1901 parmi“les principes fondam-

entaux reconnus par les lois de la Republiqlle" (Arret du Conseil d' ~~tat dll lle 

jllillet 1956 I'a confirme). Par conseqllent on pellt dire que la liberte d' associa-

tion est 11l1e liberte cOl1stitlltionnelle. La decisiol1 dll Conseil COl1stitlltionnel dll 

160 .iuillet 1971 l'iJ confirmee. Cette decisiol1 declare d' aillellrs ql1e les associations 

peuvent aql1erir la capacite juridique sous la sel1le reserve du depot d' une decla-

ration prealable et ql1e la constitl1tion d' associations ne peut etre soumise pOllr 

sa validite邑 l'intervention prealable de l' autorite 剖lministrativeou meme de l' 

autorite jl1diciaire. L往 liberted' association que cette decision declara derive de 

l' article 2 de la loi du 1"' juillet 1901 relative all contrat d' association. Mais 

cette liberte est pll1s etendl1e qlle celle de la loi du lcr juillet 1901. les jurispr-

udences de la juridiction judiciaire et du Consei 1 d' ~~tat l' ayant etendl1e et 
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fortifiee. La loi dll 1er jllillet 1901 comprend originairement dellX aspects : elle 

declare qlle les associations de personnes pOllrront se former librement ; mais elle 

r毛glementerigollrellsement la capacite juridiplle de l' association et etablit ¥e 

syst色mede la dissO¥lltion de ¥' association dite illicite. 

II. Il y a trois syst色mesde la reglementation des associations y compris les partis 

po¥itiqlles. 10 Le只yst色mede ¥a re宮¥ementationde la capacite juridiqlle des asso-

ciations prescrit par la loi dll 1er juillet 1901. ZO Le systむmede la dissollltion 

des associations dites illicites prescrit par ¥a ¥oi du 1er juillet 1901. 30 Le syst色me

de ¥a dissolution par le clecrct du pOllvoir administratif prescrit par la loi clu lOe 

janvier 1936. Selll ¥e troisi在mesysteme qui vise principa¥ement les associations 

qui usent cle ¥a violence fonctionne le plus efficacement. Le premier systeme a 

ete tempere par ¥es jurisprudences de la juricliction judiciaire et le cleuxi邑me

syst邑mene fonctionne presqlle pas actuellement. 
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